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第１章 計画策定の目的 

大村市環境センター（以下、「現施設」という。）のごみ処理施設は、平成 9 年 4 月の

供用開始から約 25年が経過しており、「一般廃棄物中間処理施設整備基本構想 平成 31

年 3 月策定（大村市）」（以下、「基本構想」という。）において調査された施設の老朽化

や処理能力の低下を踏まえ、現在の敷地内における新たなごみ処理施設の整備方針につ

いて検討するため、大村市新ごみ処理施設整備基本計画（以下、「本計画」という。）を

策定する。 

本計画では、大村市（以下、「本市」という。）が計画している新ごみ処理施設（以

下、「本施設」という。）における、エネルギー回収型廃棄物処理施設、マテリアルリサ

イクル推進施設、及びその付帯設備の整備を進めるにあたり、関係法令を遵守し、基本

構想や最新の実績、近年の技術動向等を踏まえ、循環型社会形成推進交付金制度に基づ

き、必要な施設整備の基本計画の策定と、それに伴う調査設計等を行う。 
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第２章 ごみ処理体制の把握 

第１節 ごみ処理対象人口及びごみ排出量の動態 

平成 25 年度から令和 3 年度のごみ処理対象人口及びごみ排出量の動態は以下のとお

りである。 

 

表 ２-１ ごみ処理対象人口及びごみ排出量の動態（平成 25 年度から令和 3 年度） 

※1：各年度末時点。 

※2：ごみ総排出量＝家庭系・事業系ごみ合計＋集団回収量＋事業系資源化量  

H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3

ごみ処理対象人口
※1 人 93,644 93,921 94,610 95,146 95,647 96,159 96,627 97,296 97,704

ｔ/年 15,731 15,858 15,925 15,801 16,081 16,164 16,555 16,643 16,299

ｔ/年 1,502 1,443 1,555 1,582 1,653 1,834 1,996 2,217 1,971

ｔ/年 1,726 1,668 1,681 1,556 1,534 1,455 1,488 1,482 1,451

ｔ/年 18,959 18,969 19,161 18,939 19,268 19,453 20,039 20,342 19,721

g/人・日 555 553 555 545 552 554 568 573 553

ｔ/年 9,571 9,848 9,829 10,189 10,491 10,603 11,006 10,312 8,832

ｔ/年 177 159 163 146 160 200 185 219 145

ｔ/年 78 80 77 73 72 69 68 68 74

ｔ/年 9,826 10,087 10,069 10,408 10,723 10,872 11,259 10,599 9,051

ｔ/日 26.9 27.6 27.6 28.5 29.4 29.8 30.8 29.0 24.8

ｔ/年 28,785 29,056 29,230 29,347 29,991 30,325 31,298 30,941 28,772

ｔ/年 1,995 1,835 1,745 1,658 1,525 1,475 1,401 1,380 1,357

ｔ/年 1,168 1,376 2,338 2,407 2,234 2,431 4,300 3,449 3,418

ｔ/年 31,948 32,267 33,313 33,412 33,750 34,231 36,999 35,770 33,547

g/人・日 935 941 965 962 967 975 1,049 1,007 941

g/人・日 901 901 897 893 903 906 927 910 845

燃やせるごみ

燃やせないごみ

資源物

燃やせるごみ

燃やせないごみ

集団回収

事業系資源化量

家庭系ごみ　合計

1人１日あたり排出量

事業系ごみ　合計

１日あたり排出量

資源物

ご
み

排
出
量

家庭系・事業系ごみ　合計

家
庭

系
ご
み

事
業

系
ご
み

ごみ総排出量
※2

1人１日あたりごみ排出量

同上（事業系資源化量を除く）

実績値
項目 単位
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第２節 ごみ処理体系の状況 

本市の令和 4 年度におけるごみ処理体系は、以下の図のとおりである。 

 

 

図 ２-１ 大村市のごみ処理体系（令和 4 年度） 

  

■大村市環境センター ■民間業者

【ごみ焼却処理施設】

焼却灰

■大村市一般廃棄物最終処分場

焼却灰
飛灰処理物

不燃残渣

【資源ごみ処理施設】 ■民間業者

鉄・アルミ

鉄・アルミ・金属類

最終処分
金属類

分別区分 中間処理 処理後

焼却処理 資源化燃やせるごみ

燃やせないごみ

可燃残渣

粗大ごみ

【粗大ごみ処理施設】

破砕・選別処理
かん類

ペットボトル

プラスチック製
容器包装類

選別・圧縮処理

資源化

小型家電類

びん類

直接保管古繊維

古紙類

有害ごみ
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第３節 ごみ収集・処理・処分の状況 

 

１ ごみ種別の搬入形態、収集運搬頻度及び処理内容 

本市におけるごみ種別の搬入形態、収集運搬頻度及び処理内容は次のとおりである。 

 

表 ２-２ ごみ種別の搬入形態、収集運搬頻度及び処理内容 

ごみ種別 搬入形態 収集運搬頻度 処理内容 

燃やせるごみ 
家庭系 指定袋 週 2 回 焼却 

事業系 指定袋 週 2 回※ 焼却 

燃やせないごみ くくるまたは市販透明袋 月 1 回 破砕・選別 

粗大ごみ そのまま 直接持込 破砕・選別 

かん 専用コンテナ 月 1 回 選別・圧縮 

びん 専用コンテナ 月 1 回 選別 

ペットボトル 
市販透明袋（ふたを外し

軽くすすぐ。） 
月 1 回 選別・保管 

プラスチック製容器包装類 市販透明袋 月 1 回 選別・保管 

古繊維 市販透明袋 月 1 回 保管 

古紙類 紐でくくる 月 1 回 保管 

有害ごみ 他のものと区別して搬入 月 1 回 保管 

※：登録された少量排出事業者に限る 

 

２ 中間処理 

燃やせるごみは、現施設のごみ焼却処理施設で焼却処理を行っている。 

燃やせないごみ及び粗大ごみは、粗大ごみ処理施設において破砕・選別処理後、可

燃残渣は焼却処理し、不燃残渣は最終処分している。 

びん、かん、ペットボトル等の資源物は、資源ごみ処理施設において選別・圧縮処

理または直接保管を行っている。 

中間処理を行う現施設は、図２—２に示すとおり、主に①ごみ焼却処理施設、②粗大

ごみ処理施設、③資源ごみ処理施設、④し尿処理施設、⑤管理棟、⑥車庫棟、⑦緑地で

構成されている。具体的な処理対象ごみは、以下のとおりである。 
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  ア 燃やせるごみ 

  イ 燃やせないごみ 

  ウ 粗大（持込）ごみ（可燃性及び不燃性） 

  エ 資源物（処理対象） 

  （ア）かん類 

  （イ）金属類（鉄、アルミ等） 

  オ 資源物（直接保管対象） 

  （ア）ペットボトル 

  （イ）プラスチック製容器包装類 

  （ウ）小型家電類 

  （エ）びん類 

  （オ）古繊維（衣類及び古布） 

  （カ）古紙類（新聞、ダンボール及び雑誌・厚紙等） 

  カ 有害ごみ 

  （ア）乾電池 

  （イ）蛍光灯 

  （ウ）体温計 

  （エ）血圧計 

 

３ 最終処分 

焼却処理に伴って生成される焼却灰の一部、飛灰処理物、粗大ごみ処理施設から発

生する破砕・選別処理後のリサイクル困難な不燃残渣は、本市の一般廃棄物最終処分場

において最終処分を行っている。 

なお、本市では、平成 2 年 4 月から運用してきた旧処分場は埋立が終了し、新処分場

（埋立容量：48,100 ㎥）を平成 29 年 10 月から供用開始している。 

 

４ 資源化処理 

焼却処理に伴って生成される焼却灰の一部は、セメント資源化を行っている。 

燃やせないごみ及び粗大ごみ処理後に回収された鉄、アルミや、資源ごみ処理施設

において選別または直接保管されたびん、かん、ペットボトル等の資源物は、民間業者

へ搬出しリサイクルを行っている。 
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図 ２-２ 現施設の配置図 

  

④し尿処理施設 

⑥車庫棟 ⑤管理棟 

⑦緑地 

①ごみ焼却処理施設 

②粗大ごみ処理施設 

③資源ごみ処理施設 



7 

 

第４節 本施設の整備に向けたごみ処理における課題の整理 

基本構想の策定以降、新たに施行された法律の内容等を踏まえ、本施設の整備に向

けたごみ処理における課題を整理した。 

 

１ 人口の増加によるごみ量への影響 

本市の人口は増加傾向にある。また、新工業団地での企業誘致による雇用創出及び

自衛隊の水陸機動連隊創設による隊員の増加、西九州新幹線を活かした新駅周辺整備に

よるまちづくり等により、今後の人口増加に伴うごみ量の増加に留意する必要がある。 

ごみ量は、施設規模に影響するため、本施設の発注段階では、直近のごみ量の動態

を注視し、必要に応じて本計画で定めた施設規模を見直す必要がある。 

 

２ プラスチック分別に伴うごみ量・ごみ質への影響 

令和 4 年 4 月 1 日より、「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」が施

行された。本法律は、製品の設計から廃棄物の処理まで、プラスチックの商流全てにお

ける資源の循環等の取組を促進するための法律である。 

この法律の施行に伴い、循環型社会形成推進交付金の交付要件に「プラスチック資

源の分別収集・再商品化」が加えられたが、本施設の整備においては、経過措置が適用

され、「プラスチック資源の分別収集・再商品化」は必須要件ではないとされている。

ただし、将来的にプラスチック資源の分別収集・再商品化へ対応する場合、焼却処理す

るプラスチック量の減少により、ごみ量の減少及びごみ質の低下が起きる可能性がある。

そのため、将来的にプラスチック資源の分別収集・再商品化を実施する際には、この点

に留意して施設の運営を行う必要がある。 

 

３ 2050 年カーボンニュートラルに向けた対応 

令和 4 年 4 月 1 日より、「地球温暖化対策の推進に関する法律」の一部を改正する法

律が施行された。本法律は、大気中の温室効果ガスの濃度を安定化させて地球温暖化を

防止するために、「地球温暖化対策計画の策定」や「温室効果ガスの排出の量の削減等」

を促進するための措置を講ずること等により、「地球温暖化対策の推進」及び「現在及

び将来の国民の健康で文化的な生活の確保」等が目的とされている。また、2050 年ま

での脱炭素社会の実現を基本理念に掲げている。 

これを受け、将来的に 2050 年カーボンニュートラルに向けた取り組みに対応できる

ようにするため、CO₂回収装置等の新たな設備等の設置スペースの確保や、CO₂回収に向

けた施設内の設備の改良に対して柔軟に対応できるように施設を計画する必要がある。  
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第３章 計画処理量・計画ごみ質及び施設規模の設定 

第１節 計画処理量の設定 

 

１ 将来人口の予測 

本市では「大村市人口ビジョン 平成 27年 12月策定、令和 4年 9月更新（大村市）」

を取りまとめている。人口ビジョンでは、本市独自のシミュレーションパターンにより、

人口の推計を行っている。 

人口ビジョンにおける人口推移を表３—１及び図３—１に示す。 

人口ビジョンに示される本市独自のシミュレーションパターンの前提は以下のとお

りである。 

 

  ア 国立社会保障・人口問題研究所準拠推計（2013 年推計※2010 年国勢調査反映） 

  イ 国立社会保障・人口問題研究所準拠推計（2018 年推計※2020 年国勢調査反映） 

  ウ 出生率を 2025 年までに 2.0、2030 年までに新工業団地での雇用創出及び既存工

業団地での雇用拡大、西九州新幹線を活かしたまちづくり、水陸機動連隊の配備、

市の移住支援施策による増 4,200 人 

 

人口ビジョンにおける人口推移と、表２—１に示した平成 25 年度から令和 3 年度の人

口の実績を比較すると、「ウ：出生率を 2025 年までに 2.0、2030 年までに新工業団地で

の雇用創出及び既存工業団地での雇用拡大、西九州新幹線を活かしたまちづくり、水陸

機動連隊の配備、市の移住支援施策による増 4,200 人」のシミュレーションパターンに

おける人口が最も近いため、将来人口の予測は、この場合における人口推移を採用する。 
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 表 ３-１ 人口ビジョンにおける人口推移（表） 

項目 
2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年 2050年 2055年 2060年 

平成22年 平成27年 令和2年 令和7年 令和12年 令和17年 令和22年 令和27年 令和32年 令和37年 令和42年 

ア  社人研準拠推

計 (2013 年 推 計 ※

2010年国調反映) 

総数 90,517 91,549 91,583 91,051 90,114 88,805 87,076 84,928 82,481 79,794 76,937 

0～19歳 
20,340 19,866 18,896 17,738 16,778 15,984 15,508 15,089 14,496 13,762 13,014 

22.5% 21.7% 20.6% 19.5% 18.6% 18.0% 17.8% 17.8% 17.6% 17.2% 16.9% 

20～74歳 
60,773 61,312 61,155 59,699 58,201 57,019 55,569 53,640 51,059 49,103 47,394 

67.1% 67.0% 66.8% 65.6% 64.6% 64.2% 63.8% 63.2% 61.9% 61.5% 61.6% 

75歳以上 
9,404 10,371 11,532 13,614 15,135 15,802 15,999 16,199 16,926 16,929 16,529 

10.4% 11.3% 12.6% 15.0% 16.8% 17.8% 18.4% 19.1% 20.5% 21.2% 21.5% 

イ 社人研準拠推計

（2018年推計※2020

年国調反映） 

総数 90,517 92,757 95,397 95,688 95,226 94,102 92,271 89,797 87,053 84,041 80,780 

0～19歳 
20,340 20,269 20,089 19,457 18,919 18,178 17,472 16,810 16,103 15,346 14,657 

22.5% 21.9% 21.1% 20.3% 19.9% 19.3% 18.9% 18.7% 18.5% 18.3% 18.1% 

20～74歳 
60,773 62,081 63,489 62,074 60,296 58,957 57,468 55,316 52,299 49,583 47,242 

67.1% 66.9% 66.6% 64.9% 63.3% 62.7% 62.3% 61.6% 60.1% 59.0% 58.5% 

75歳以上 
9,404 10,407 11,819 14,157 16,011 16,967 17,331 17,671 18,651 19,112 18,881 

10.4% 11.2% 12.4% 14.8% 16.8% 18.0% 18.8% 19.7% 21.4% 22.7% 23.4% 

ウ  2025年までに出

生率 2.0 +2030年まで

に  新 工 業 団 地 等 2.0 

千人、新幹線 0.9千人

、 水 陸 機 動 連 隊 1.2 

千 人 、 市 の 移 住 支 援

施策0.1千人 

総数 90,517 92,757 95,397 100,109 100,705 100,058 98,654 96,457 94,071 91,444 88,608 

0～19歳 
20,340 20,269 20,089 20,805 20,873 20,600 20,339 19,631 18,949 18,289 17,712 

22.5% 21.9% 21.1% 20.8% 20.7% 20.6% 20.6% 20.4% 20.1% 20.0% 20.0% 

20～74歳 
60,773 62,081 63,489 64,665 63,175 61,751 60,190 58,345 55,648 53,182 1,132 

67.1% 66.9% 66.6% 64.6% 62.7% 61.7% 61.0% 60.5% 59.2% 58.2% 57.7% 

75歳以上 
9,404 10,407 11,819 14,639 16,657 17,707 18,125 18,481 19,474 19,973 19,764 

10.4% 11.2% 12.4% 14.6% 16.5% 17.7% 18.4% 19.2% 20.7% 21.8% 22.3% 

出典：大村市人口ビジョン 平成 27 年 12 月策定、令和 4 年 9 月更新（大村市） 

 

図 ３-１ 人口ビジョンにおける人口推移（グラフ） 

出典：大村市人口ビジョン 平成 27 年 12 月策定、令和 4 年 9 月更新（大村市） 

 

２ 計画処理区域内人口の予測 

計画処理区域内人口の予測は、「第３章 第１節 １ 将来人口の予測」と同じとす

る。  
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３ ごみ排出量の見通し 

基本構想において算定されていたごみ排出量の推計を延伸し、令和 22 年度までのご

み発生量を算出した。 

なお、表３—１に示す人口ビジョンにおける将来の人口推移は、5 年ごとに推計され

ているため、推計年度間の年度の人口は、直線補完を行い算出した。 

 

表 ３-２ ごみ排出量の見通し 

※1：各年度末時点。「大村市人口ビジョン 平成 27 年 12 月策定、令和 4 年 9 月更新（大

村市）」に基づいて設定した。 

※2：ごみ総排出量＝家庭系・事業系ごみ合計＋集団回収量＋事業系資源化量  

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13

ごみ処理対象人口
※1 人 97,282 98,224 99,167 100,109 100,228 100,347 100,467 100,586 100,705 100,576

ｔ/年 16,150 16,277 16,433 16,589 16,609 16,598 16,618 16,638 16,657 16,637

ｔ/年 1,751 1,765 1,782 1,799 1,801 1,800 1,802 1,804 1,806 1,804

ｔ/年 1,557 1,569 1,584 1,599 1,601 1,600 1,602 1,604 1,606 1,603

ｔ/年 19,458 19,611 19,799 19,987 20,011 19,998 20,022 20,046 20,069 20,044

g/人・日 548 547 547 547 547 546 546 546 546 546

ｔ/年 11,080 11,194 11,309 11,423 11,538 11,652 11,766 12,014 12,265 12,523

ｔ/年 193 195 197 199 201 203 205 209 214 218

ｔ/年 79 80 81 82 83 84 84 86 88 90

ｔ/年 11,352 11,469 11,587 11,704 11,822 11,939 12,055 12,309 12,567 12,831

ｔ/日 31.1 31.4 31.7 32.1 32.4 32.7 33.0 33.7 34.4 35.2

ｔ/年 30,810 31,080 31,386 31,691 31,833 31,937 32,077 32,355 32,636 32,875

ｔ/年 1,429 1,420 1,412 1,407 1,391 1,376 1,363 1,351 1,339 1,325

ｔ/年 3,110 3,095 3,081 3,067 3,053 3,039 3,024 3,010 2,996 2,982

ｔ/年 35,349 35,595 35,879 36,165 36,277 36,352 36,464 36,716 36,971 37,182

g/人・日 996 993 991 990 992 992 994 1,000 1,006 1,013

g/人・日 908 907 906 906 908 910 912 918 924 932

R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22

ごみ処理対象人口
※1 人 100,446 100,317 100,187 100,058 99,777 99,496 99,216 98,935 98,654

ｔ/年 16,584 16,563 16,543 16,519 16,470 16,421 16,373 16,324 16,276

ｔ/年 1,798 1,796 1,794 1,791 1,786 1,781 1,775 1,770 1,765

ｔ/年 1,599 1,597 1,594 1,592 1,587 1,582 1,578 1,574 1,569

ｔ/年 19,981 19,956 19,931 19,902 19,843 19,784 19,726 19,668 19,610

g/人・日 545 545 545 545 545 545 545 545 545

ｔ/年 12,787 13,055 13,328 13,608 13,894 14,186 14,484 14,788 15,099

ｔ/年 223 227 232 237 242 247 252 258 263

ｔ/年 91 94 96 98 100 102 104 106 108

ｔ/年 13,101 13,376 13,656 13,943 14,236 14,535 14,840 15,152 15,470

ｔ/日 35.9 36.6 37.4 38.2 39.0 39.8 40.7 41.5 42.4

ｔ/年 33,082 33,332 33,587 33,845 34,079 34,319 34,566 34,820 35,080

ｔ/年 1,312 1,300 1,297 1,291 1,284 1,277 1,270 1,264 1,258

ｔ/年 2,968 2,849 2,837 2,824 2,812 2,799 2,786 2,773 2,760

ｔ/年 37,362 37,481 37,721 37,960 38,175 38,395 38,622 38,857 39,098

g/人・日 1,019 1,024 1,032 1,039 1,048 1,057 1,066 1,076 1,086

g/人・日 938 946 954 962 971 980 990 999 1,009

1人１日あたりごみ排出量

同上（事業系資源化量を除く）

集団回収

事業系資源化量

1人１日あたりごみ排出量

同上（事業系資源化量を除く）

ご
み

排
出
量

家
庭

系
ご
み

燃やせるごみ

燃やせないごみ

資源物

家庭系ごみ　合計

1人１日あたり排出量

事
業

系
ご
み

燃やせるごみ

燃やせないごみ

資源物

事業系ごみ　合計

推計値

推計値

ご
み

排
出
量

家
庭

系
ご
み

燃やせるごみ

項目 単位

ごみ総排出量
※2

１日あたり排出量

家庭系・事業系ごみ　合計

集団回収

事業系資源化量

項目 単位

ごみ総排出量
※2

燃やせないごみ

資源物

家庭系ごみ　合計

1人１日あたり排出量

事
業

系
ご
み

燃やせるごみ

燃やせないごみ

資源物

事業系ごみ　合計

１日あたり排出量

家庭系・事業系ごみ　合計
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４ 計画処理区域内のごみ量の予測 

計画処理区域内のごみ量の予測は、「第３章 第１節 ３ ごみ発生量の見通し」と

同じとする。 

 

５ 関連廃棄物量（処理量）の実績と予測 

関連廃棄物量（処理量）の実績と予測は以下のとおりである。 

 

表 ３-３ 関連廃棄物量（処理量）の実績 

    

H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3

ｔ/年 25,302 25,706 25,754 25,990 26,572 26,767 27,561 26,955 25,131

ｔ/年 1,679 1,602 1,718 1,728 1,813 2,034 2,181 2,436 2,116

ｔ/年 1,804 1,748 1,758 1,629 1,606 1,524 1,556 1,550 1,525

ｔ/年 28,785 29,056 29,230 29,347 29,991 30,325 31,298 30,941 28,772

ｔ/年 26,162 26,556 26,754 26,859 27,554 27,853 28,966 28,126 25,896

不燃処理困難物 ｔ/年 29 27 38 32 34 48 74 47 197

処理不燃残渣 ｔ/年 415 387 413 420 387 442 429 490 410

処理可燃残渣 ｔ/年 860 850 1,000 869 982 1,086 1,405 1,171 765

ｔ/年 143 82 91 97 62 122 125 164 49

アルミ ｔ/年 6 5 6 7 5 9 12 29 3

ｔ/年 66 60 58 55 62 59 51 44 72

ｔ/年 545 528 506 510 517 474 466 442 438

ｔ/年 74 57 53 66 64 53 60 72 82

ｔ/年 191 170 164 157 145 156 163 170 186

金属類 ｔ/年 335 310 296 300 340 334 377 429 444

ｔ/年 14 144 152 157 170 138 150 169 233

ｔ/年 247 216 221 224 203 199 181 50 57

ｔ/年 525 483 448 433 419 406 428 466 470

ｔ/年 24 23 23 22 22 25 23 24 19

ｔ/年 9 8 7 8 7 7 8 7 7

びん類

搬
入
量

燃やせるごみ

燃やせないごみ（不燃性粗大ごみ含む）

資源ごみ

搬入量　合計

項目 単位
実績値

乾電池

蛍光灯

処
理
量

焼却処理量

かん類

ペットボトル

プラスチック製容器包装

小型家電類

古繊維

古紙類

鉄
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表 ３-４ 関連廃棄物量（処理量）の予測 

 

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13

ｔ/年 27,230 27,471 27,742 28,012 28,147 28,250 28,384 28,652 28,922 29,160

ｔ/年 1,944 1,960 1,979 1,998 2,002 2,003 2,007 2,013 2,020 2,022

ｔ/年 1,636 1,649 1,665 1,681 1,684 1,684 1,686 1,690 1,694 1,693

ｔ/年 30,810 31,080 31,386 31,691 31,833 31,937 32,077 32,355 32,636 32,875

ｔ/年 28,246 28,501 28,785 29,069 29,206 29,309 29,447 29,720 29,993 30,233

不燃処理困難物 ｔ/年 58 58 59 60 60 60 60 60 61 61

処理不燃残渣 ｔ/年 422 426 431 436 437 438 439 440 442 442

処理可燃残渣 ｔ/年 1,016 1,030 1,043 1,057 1,059 1,059 1,063 1,068 1,071 1,073

ｔ/年 103 104 105 106 107 107 107 107 108 108

アルミ ｔ/年 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

ｔ/年 59 59 60 61 61 61 61 61 61 61

ｔ/年 493 497 501 506 507 507 507 508 510 509

ｔ/年 65 66 67 67 67 67 67 68 68 68

ｔ/年 167 168 170 171 172 172 172 172 173 173

金属類 ｔ/年 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372

ｔ/年 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155

ｔ/年 175 176 178 180 180 180 180 181 181 181

ｔ/年 455 458 463 467 468 468 469 470 471 471

ｔ/年 23 23 23 24 24 24 24 24 24 24

ｔ/年 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22

ｔ/年 29,371 29,618 29,871 30,127 30,364 30,607 30,857 31,112 31,375

ｔ/年 2,021 2,023 2,026 2,028 2,028 2,028 2,027 2,028 2,028

ｔ/年 1,690 1,691 1,690 1,690 1,687 1,684 1,682 1,680 1,677

ｔ/年 33,082 33,332 33,587 33,845 34,079 34,319 34,566 34,820 35,080

ｔ/年 30,444 30,692 30,948 31,205 31,441 31,685 31,933 32,190 32,454

不燃処理困難物 ｔ/年 61 61 61 61 61 61 61 61 61

処理不燃残渣 ｔ/年 441 442 442 443 443 442 442 442 442

処理可燃残渣 ｔ/年 1,073 1,074 1,077 1,078 1,077 1,078 1,076 1,078 1,079

ｔ/年 108 108 108 108 108 108 108 108 108

アルミ ｔ/年 9 9 9 9 9 9 9 9 9

ｔ/年 61 61 61 61 61 61 61 60 60

ｔ/年 508 509 508 508 508 507 506 506 505

ｔ/年 68 68 68 68 67 67 67 67 67

ｔ/年 172 172 172 172 172 172 172 171 171

金属類 ｔ/年 372 372 372 372 372 372 372 372 372

ｔ/年 155 155 155 155 155 155 155 155 155

ｔ/年 181 181 181 181 181 180 180 180 179

ｔ/年 470 470 470 470 469 468 468 467 466

ｔ/年 24 24 24 24 24 24 24 24 23

ｔ/年 8 8 8 8 8 8 8 8 8

鉄

鉄

びん類

びん類

乾電池

プラスチック製容器包装

小型家電類

古繊維

古紙類

項目 単位

搬
入
量

燃やせるごみ

燃やせないごみ（不燃性粗大ごみ含む）

搬入量　合計

プラスチック製容器包装

小型家電類

資源ごみ

乾電池

蛍光灯

古繊維

古紙類

搬
入
量

燃やせるごみ

燃やせないごみ（不燃性粗大ごみ含む）

資源ごみ

搬入量　合計

処
理
量

かん類

ペットボトル

蛍光灯

処
理
量

焼却処理量

かん類

ペットボトル

推計値

項目 単位

焼却処理量

推計値
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６ 計画処理量の予測 

計画処理量は、表３-５を踏まえて設定する。 

「廃棄物処理施設整備費国庫補助金交付要領の取扱いについて 昭和 54 年 2 月 14 日

（環境省）」によると、「計画目標年次は、施設の稼働予定年度の７年後を超えない範囲

内で将来予測の確度、施設の耐用年数、投資効率及び今後の他の廃棄物処理施設の整備

計画等を勘案して定めた年度とする。」と定められている。 

エネルギー回収型廃棄物処理施設は、令和 12 年 3 月（令和 11 年度）に供用開始する

ため、その 7 年後の令和 17 年度までの計画処理量から設定する。この場合、焼却処理

量が最も大きくなるのは、令和 17 年度となるため、当該年度をエネルギー回収型廃棄

物処理施設の計画処理量とする。 

マテリアルリサイクル推進施設は、令和 16 年 4 月に供用開始する予定のため、その

7 年後の令和 22 年度までの計画処理量から設定する。令和 16 年度から令和 22 年度にか

けて、各処理対象ごみ量が最も多くなる年度は以下のとおりであり、その年度の処理対

象ごみ量をマテリアルリサイクル推進施設の計画処理量とする。 

 

表 ３-５ ごみ種別ごとの計画目標年度 

ごみ種別 計画処理量（ｔ/年） 計画目標年度 

燃やせるごみ、破砕・選別処理可燃残渣 31,205 令和 17 年度 

燃やせないごみ（不燃性粗大ごみ含む） 2,028 令和 22 年度 

かん類 61 令和 16 年度 

びん類 508 令和 16 年度 

ペットボトル 68 令和 16 年度 

プラスチック製容器包装類 172 令和 16 年度 
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第２節 計画ごみ質の設定 

「ごみ処理施設整備の計画・設計要領 2017 改訂版（公益社団法人 全国都市清掃会

議）」（以下、「計画・設計要領」という。）に基づき、計画ごみ質を設定した。 

 

１ ごみ質の状況 

本市の過去 5 年間（平成 29 年度から令和 3 年度）のごみ質の状況を以下に示す。 

 

表 ３-６ ごみ質の状況（平成 29 年度から令和 3 年度）  

紙
、

布
類

合
成

樹
脂
類

木
、

竹
、

わ
ら
類

ち
ゅ

う
芥
類

不
燃

物
類

そ
の

他
（

5
m
m
以

下
）

C
（

炭
素
）

H
（

水
素
）

N
（

窒
素
）

S
（

硫
黄
）

C
l
（

塩
素
）

O
（

酸
素
）

水
分

可
燃

分

灰
分

％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ kg/m³ kJ/kg ％

H29.4.19 58.8 31.6 3.6 2.8 2.0 1.2 53.51 7.67 1.21 0.05 1.04 36.52 47.3 46.4 6.3 207 9,421 5.3
H29.5.10 62.6 25.1 7.1 3.1 1.2 0.9 52.31 7.41 1.27 0.05 0.88 38.08 49.0 44.7 6.3 254 8,573 7.1
H29.6.14 65.6 23.2 3.7 6.4 0.0 1.1 52.29 7.40 1.38 0.06 0.85 38.02 49.6 44.8 5.6 222 8,587 5.8
H29.7.12 62.8 23.0 7.1 6.3 0.0 0.8 52.31 7.38 1.36 0.06 0.84 38.05 48.6 48.6 2.8 206 9,430 7.1
H29.8.16 53.7 26.0 4.0 13.4 2.2 0.7 51.93 7.37 1.40 0.06 0.90 38.34 41.1 55.1 3.8 187 10,935 7.9
H29.9.6 53.6 36.5 2.5 6.2 0.8 0.4 55.34 7.97 1.22 0.05 1.16 34.26 51.6 44.7 3.7 241 9,493 7.0
H29.10.11 53.7 32.8 5.9 5.9 0.0 1.7 54.68 7.82 1.25 0.05 1.07 35.13 53.3 44.9 1.8 189 9,266 5.6
H29.11.8 50.3 27.7 18.1 3.5 0.0 0.4 53.70 7.58 1.18 0.05 0.93 36.56 51.0 46.6 2.4 237 9,345 5.5
H29.12.6 65.9 12.8 17.9 2.6 0.4 0.4 49.75 6.87 1.34 0.05 0.58 41.41 51.6 44.9 3.5 189 7,673 5.9
H30.1.10 46.1 35.0 5.1 11.5 1.8 0.5 54.45 7.81 1.27 0.05 1.11 35.31 57.3 38.9 3.8 222 7,709 8.8
H30.2.7 62.7 11.4 21.4 2.8 1.4 0.3 48.98 6.73 1.32 0.05 0.54 42.38 50.4 45.6 4.0 241 7,592 6.8
H30.3.7 62.5 28.5 3.5 4.3 0.0 1.2 53.64 7.65 1.30 0.05 0.97 36.39 50.4 44.6 5.0 215 8,944 5.8
H30.4.18 59.6 16.4 19.4 4.0 0.3 0.3 50.72 7.04 1.31 0.05 0.67 40.21 52.4 44.8 2.8 171 7,942 5.7
H30.5.16 77.0 18.8 2.6 1.3 0.0 0.3 51.31 7.23 1.38 0.06 0.75 39.27 40.6 53.9 5.5 118 10,425 5.3
H30.6.13 71.9 12.5 13.6 1.7 0.0 0.3 49.83 6.90 1.37 0.05 0.58 41.27 38.5 57.6 3.9 172 10,583 5.7
H30.7.11 56.7 18.1 19.3 0.7 3.3 1.9 49.62 6.90 1.20 0.05 0.70 41.53 47.1 46.8 6.1 203 8,158 5.5
H30.8.8 45.8 22.7 24.0 5.3 0.0 2.2 52.28 7.29 1.22 0.05 0.81 38.35 44.6 51.4 4.0 197 10,061 5.7
H30.9.5 53.1 30.2 5.2 6.7 4.0 0.8 52.24 7.46 1.23 0.05 1.00 38.02 37.0 55.6 7.4 118 11,296 5.7
H30.10.10 43.1 33.7 18.6 2.8 0.0 1.8 55.08 7.83 1.10 0.04 1.07 34.88 45.7 51.1 3.2 137 11,014 6.2
H30.11.14 25.8 61.9 5.4 5.4 0.0 1.5 62.06 9.16 0.90 0.04 1.75 26.09 59.6 36.4 4.0 179 9,026 6.0
H30.12.12 51.0 29.0 10.6 8.6 0.0 0.8 53.83 7.64 1.29 0.05 0.97 36.22 41.4 56.0 2.6 115 11,824 4.2
H31.1.9 37.2 43.1 2.2 5.2 11.9 0.4 51.85 7.57 0.95 0.04 1.28 38.31 44.9 43.9 11.2 149 8,503 7.8
H31.2.13 43.1 31.0 12.4 11.7 0.0 1.8 54.21 7.69 1.29 0.05 1.01 35.75 42.9 51.9 5.2 160 10,972 7.0
H31.3.6 43.3 36.7 6.2 12.1 0.0 1.7 55.59 7.98 1.28 0.05 1.16 33.94 44.7 52.3 3.0 159 11,569 5.6
H31.4.24 40.2 31.0 13.1 13.9 0.0 1.8 54.19 7.68 1.32 0.05 1.01 35.75 53.9 41.6 4.5 242 8,294 6.5
R1.5.22 38.2 29.5 14.1 14.4 2.2 1.6 52.82 7.47 1.30 0.05 0.97 37.39 42.2 50.6 7.2 188 10,211 6.2
R1.6.12 41.0 30.3 13.3 13.9 0.0 1.5 54.05 7.66 1.32 0.05 1.00 35.92 42.4 53.9 3.7 153 11,391 5.5
R1.7.10 40.3 30.8 14.1 11.8 2.0 1.0 53.34 7.57 1.25 0.05 1.00 36.79 44.1 51.6 4.3 207 10,583 4.9
R1.8.7 37.8 29.2 16.9 14.0 0.0 2.1 53.75 7.58 1.31 0.05 0.96 36.35 42.6 46.7 10.7 185 9,602 5.9
R1.9.11 51.6 21.9 8.6 14.0 2.5 1.4 50.72 7.13 1.42 0.06 0.80 39.87 47.7 48.3 4.0 185 8,858 5.2
R1.10.9 38.9 26.7 12.3 17.4 3.4 1.3 51.52 7.27 1.36 0.05 0.90 38.90 46.7 47.3 6.0 147 8,948 4.7
R1.11.13 47.3 12.0 28.2 10.9 0.8 0.8 49.33 6.74 1.37 0.05 0.55 41.96 49.6 46.5 3.9 189 7,870 5.9
R1.12.11 47.9 14.0 20.2 17.1 0.0 0.8 50.04 6.89 1.50 0.05 0.60 40.92 53.9 42.7 3.4 219 7,259 5.7
R2.1.8 44.9 13.0 19.9 20.7 1.1 0.4 49.27 6.77 1.55 0.06 0.57 41.78 51.5 43.9 4.6 200 7,333 8.5
R2.2.5 41.7 17.4 18.1 22.1 0.0 0.7 50.82 7.04 1.54 0.06 0.68 39.86 42.1 51.4 6.5 154 9,610 4.5
R2.3.4 43.5 21.9 16.0 17.5 0.0 1.1 51.95 7.26 1.45 0.05 0.79 38.50 46.0 48.5 5.5 96 9,310 7.5
R2.4.28 41.9 22.8 15.4 13.8 5.3 0.8 49.79 6.98 1.31 0.05 0.80 41.07 57.4 36.0 6.6 159 5,819 6.3
R2.5.20 40.8 18.0 19.6 20.8 0.0 0.8 51.00 7.06 1.51 0.06 0.69 39.68 55.6 41.6 2.8 206 7,288 6.4
R2.6.17 37.6 24.4 19.8 17.4 0.0 0.8 52.66 7.36 1.39 0.05 0.85 37.69 58.5 36.4 5.1 188 6,560 7.9
R2.7.16 31.3 14.3 24.1 25.9 3.1 1.3 48.55 6.65 1.54 0.05 0.59 42.62 65.7 31.2 3.1 252 4,325 7.0
R2.8.5 42.9 18.2 20.1 17.9 0.0 0.9 51.08 7.08 1.47 0.05 0.70 39.62 50.0 46.6 3.4 130 8,494 6.1
R2.9.9 45.3 25.4 17.9 10.7 0.0 0.7 52.99 7.44 1.30 0.05 0.88 37.34 44.3 50.0 5.7 115 10,039 5.3
R2.10.29 49.1 30.9 13.3 5.5 0.4 0.8 54.20 7.70 1.20 0.05 1.01 35.84 50.6 45.3 4.1 165 9,249 6.6
R2.11.11 44.7 21.3 19.3 14.0 0.0 0.7 51.93 7.24 1.38 0.05 0.78 38.62 49.4 46.3 4.3 129 8,725 6.3
R2.12.9 28.7 19.5 24.9 26.1 0.0 0.8 51.37 7.09 1.52 0.05 0.72 39.25 54.0 42.0 4.0 134 7,502 6.7
R3.1.13 42.9 23.2 17.4 15.8 0.0 0.7 52.36 7.33 1.40 0.05 0.82 38.04 33.5 62.2 4.3 109 12,756 5.4
R3.2.10 46.4 23.7 15.1 14.0 0.0 0.8 52.48 7.36 1.39 0.05 0.84 37.88 43.5 53.5 3.0 127 10,659 6.7
R3.3.3 42.5 28.9 14.1 13.3 0.0 1.2 53.75 7.60 1.33 0.05 0.96 36.31 43.5 52.8 3.7 117 10,987 6.9
R3.4.27 43.3 22.4 24.5 9.5 0.0 0.3 52.36 7.29 1.27 0.05 0.80 38.23 36.5 58.7 4.8 108 11,874 6.6
R3.5.26 47.7 21.0 18.5 12.4 0.0 0.4 51.89 7.24 1.37 0.05 0.77 38.68 40.3 56.2 3.5 176 11,076 5.8
R3.6.30 56.8 21.1 11.1 3.8 3.8 3.4 49.85 7.00 1.26 0.05 0.77 41.07 69.7 26.5 3.8 176 3,619 7.6
R3.7.28 46.0 30.3 16.8 4.9 1.2 0.8 53.72 7.61 1.16 0.05 0.99 36.47 56.8 38.9 4.3 121 7,471 8.8
R3.8.18 54.3 27.4 2.8 13.0 1.1 1.4 52.71 7.50 1.41 0.06 0.94 37.38 49.6 47.2 3.2 142 9,269 8.9
R3.9.29 51.8 20.3 7.8 15.6 0.3 4.2 51.01 7.15 1.51 0.06 0.76 39.51 28.9 63.9 7.2 127 12,690 7.7
R3.10.21 40.0 24.1 13.8 7.2 12.3 2.6 46.73 6.59 1.11 0.04 0.81 44.72 41.8 46.8 11.4 224 7,459 5.5
R3.11.10 36.2 29.0 22.8 6.2 3.3 2.5 52.28 7.36 1.12 0.04 0.95 38.25 47.9 46.6 5.5 98 8,977 6.4
R3.12.16 48.2 19.7 19.4 6.5 1.3 4.9 50.56 7.03 1.29 0.05 0.74 40.33 48.9 45.2 5.9 126 8,082 5.4
R4.1.21 43.4 32.5 11.9 4.8 2.6 4.8 53.14 7.57 1.16 0.05 1.04 37.04 48.2 44.4 7.4 150 8,798 7.9
R4.2.9 54.6 18.7 6.6 12.8 3.8 3.5 49.07 6.87 1.44 0.06 0.72 41.84 43.9 50.3 10.3 146 8,809 5.6
R4.3.10 37.7 19.6 22.6 9.0 1.6 9.5 49.91 6.91 1.31 0.05 0.72 41.10 42.2 52.4 5.4 144 9,483 6.7

平均 47.9 25.0 13.9 10.4 1.4 1.4 52.15 7.34 1.31 0.05 0.87 38.28 47.7 47.4 4.9 170 9,127 6.3
最大 77.0 61.9 28.2 26.1 12.3 9.5 62.06 9.16 1.55 0.06 1.75 44.72 69.7 63.9 11.4 254 12,756 8.9
最小 25.8 11.4 2.2 0.7 0.0 0.3 46.73 6.59 0.90 0.04 0.54 26.09 28.9 26.5 1.8 96 3,619 4.2
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２ 計画ごみ質の設定の目的 

ごみ質とは、ごみの物理的あるいは化学的性質の総称である。計画ごみ質とは、計

画目標年度におけるごみ質をいい、過去のごみ質の実績等に基づいて決定し、設備機器

に求められる性能を設定する際の基礎データとなる。 

エネルギー回収型廃棄物処理施設においては、低位発熱量、三成分（水分、可燃分、

灰分）、種類組成（紙・布類、合成樹脂類、木・竹・わら類、ちゅう芥類、不燃物類、

その他）、単位体積重量（見かけ比重）、及び元素組成でその性質を示す。計画・設計要

領で示されているごみ質と施設計画の関係を以下に示す。設計値において低位発熱量が

最も高い、最も低い、平均に区分し、それぞれ高質ごみ、低質ごみ、基準ごみとして表

示する。 

マテリアルリサイクル推進施設においては、単位体積重量及び燃やせないごみ・粗

大ごみの種類組成を設定する。 

 

表 ３-７ エネルギー回収型廃棄物処理施設におけるごみ質と施設計画の関係（例） 

関係設備 

ごみ質 
焼却設備 その他設備 

高質ごみ 

（設計最高ごみ質） 

燃焼室熱負荷 

燃焼室容積 

再燃焼室容積 等 

通風設備、クレーン、ガス冷

却設備、排ガス処理設備、水

処理設備、受変電設備 等 

基準ごみ 

（平均ごみ質） 
基本設計値 

ごみピット容量 

発電設備 等 

低質ごみ 

（設計最低ごみ質） 

火格子燃焼率 

火格子面積 等 

空気予熱器 

助燃設備 等 

出典：計画・設計要領 
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３ エネルギー回収型廃棄物処理施設における計画ごみ質 

低位発熱量 

ごみの低位発熱量は、ごみ焼却施設やガス化溶融施設等、熱的処理を行う施設を

設計するときの重要な要素であり、火格子、燃焼室、ガス冷却設備、排ガス処理設

備等の主要数値がこれによって決定される。ごみの発熱量が低く安定燃焼温度を下

回るような場合には、燃焼温度を維持するために補助燃料(重油、灯油、ガス等)が

必要となる。ごみ焼却炉でいう安定燃焼温度とは、ダイオキシン類の分解が促進で

きる温度領域（850℃以上）を指しており、この安定燃焼温度を維持して運転できる

限界の低位発熱量の数値としては、炉型式やガス冷却方式等により相違するが、通

常 4,200～5,000kJ/kg 前後である。 

 

三成分 

三成分は水分、可燃分、灰分である。ごみを三成分で示すことは、ごみの性状や

燃焼性を大まかに認識することを可能にするため、ごみ焼却施設の計画には欠かせ

ない項目である。また、三成分の 1 つである灰分の多くの部分は不燃物に由来するも

のであり、最終処分場計画及び焼却灰の資源化計画を作成する上での検討要素とな

る。 

 

単位体積重量 

単位体積重量はごみ 1m3 あたりのごみ重量である。単位体積重量は、収集運搬にお

ける車両の運行計画、最終処分場計画等のほか、ごみ焼却施設でのごみピット容積

やクレーンの設計のための諸元、あるいは破砕・選別ほか各種施設内の貯留設備、

搬送設備等の設計に用いる要素である。 

 

元素組成 

元素組成は、ごみ焼却施設やガス化溶融施設等において、燃焼用空気量や排ガス

量とその組成、有害ガス濃度等を検討する上で必要な項目である。また、ガス化溶

融施設等におけるガス化の工程や熱的操作の検討、あるいは RDF 施設における品質や

経済性の評価等にあたっても欠かせない項目である。 
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４ エネルギー回収型廃棄物処理施設における計画ごみ質の設定 

種類組成及び元素組成 

現施設の過去 5 年（平成 29 年度から令和 3 年度）のごみの種類組成、及び計画・

設計要領記載の「種類別組成からの元素組成の推定」をもとに算出した可燃分の元

素組成を以下に示す。 

 

表 ３-８ 種類組成（％） 

紙、布類 合成樹脂類 
木、竹、わ

ら類 
ちゅう芥類 不燃物類 

その他 

（5mm 以下） 
合計 

47.9 25.0 13.9 10.4 1.4 1.4 100 

 

表 ３-９ 可燃分の元素組成（％） 

Ｃ（炭素） Ｈ（水素） Ｎ（窒素） Ｓ（硫黄） Cl（塩素） Ｏ（酸素） 合計 

52.15 7.34 1.31 0.05 0.87 38.28 100 

 

低位発熱量 

現施設の平成 29 年度から令和 3 年度のごみ

の種類組成から算出した可燃分の元素組成よ

り、「Steuer の式」を用いて低位発熱量を算

出した。 

また、その平均値を基準ごみと設定し、実

績のばらつきを 95%信頼区間の両端を用い

て、低質ごみ、高質ごみと設定した。 

 

単位体積重量 

単位体積重量の設定は、現施設の平成 29 年度から令和 3 年度の実績値を用いて、

その平均値を基準ごみと設定した。 

また、実績値のばらつきを 95%信頼区間の両端を用いて、低質ごみ、高質ごみと設

定した。 

 

三成分（水分、可燃分、灰分） 

三成分（水分、可燃分、灰分）のうち、水分と可燃分は低位発熱量との回帰式を

求め、回帰式に基準ごみ、高質ごみ及び低質ごみの低位発熱量を代入し、水分及び

可燃分の割合を求めた。灰分は、100%から水分及び可燃分の割合を引いたものとし

た。 

𝒙𝒙� 

95% 

2.5% 

(𝒙𝒙� − 𝟏𝟏.𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗) (𝒙𝒙� + 𝟏𝟏.𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗) 

2.5% 

図 ３-２ 95％信頼区間 
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図 ３-３ 低位発熱量と水分、可燃分の回帰式 

 

エネルギー回収型廃棄物処理施設における計画ごみ質のまとめ 

以上の結果より、エネルギー回収型廃棄物処理施設における計画ごみ質を以下の

表に示す。 

低位発熱量の設定では計画・設計要領において、「高質ごみと低質ごみの発熱量の

差が開き、その比が 2.5 倍以上になるときは、燃焼設備、通風設備、ガス冷却設備等

の全般にわたって、発熱量の両極端の条件を共に満足するような経済設計が困難に

なる傾向がある」とされていることから、高質ごみは低質ごみの 2.0～2.5 倍程度以

下に設定する場合が多い。新ごみ処理施設の計画ごみ質における低位発熱量の低質

ごみと高質ごみの範囲差は 2.24 倍となっており、条件を満たしている。なお、ごみ

の低位発熱量は、今後実測等を行った場合は、必要に応じて本計画で定めた値を見

直すものとする。 

 

表 ３-１０ エネルギー回収型廃棄物処理施設の計画ごみ質 

項目 
低位発熱量 

（kJ/kg） 

三成分（％） 単位体積重量 

（kg/m3） 水分 可燃分 灰分 

低質ごみ 5,640 59.8 35.2 5.0 252 

基準ごみ 9,130 47.6 47.4 5.0 170 

高質ごみ 12,620 35.4 59.6 5.0 88 

 

ごみ焼却施設の計画ごみ質の設定事例 

近年の周辺自治体における計画ごみ質の設定事例として、九州圏内のごみ焼却施

設の計画ごみ質を以下の表に示す。 
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表 ３-１１ ごみ焼却施設の計画ごみ質の設定事例（九州圏内） 

項目 
供用開始 

（予定含む） 
施設規模 
（t/日） 

低位発熱量（kJ/kg） 三成分（基準）（％） 単位体積重量（基準） 
（kg/㎥） 低質 基準 高質 水分 可燃分 灰分 

大村市（現施設） H9.4 165 5,083 7,085 8,778 52.9 40.8 6.3  

大分市 R9.10 690 5,070 8,520 11,970 46.2 45.7 8.1 193 

天草広域連合 R9.4 95 4,700 7,900 11,100 51.0 40.3 8.7 173 

長崎市新東工場 R8.4 210 5,340 8,490 11,640 48.2 47.4 4.4 200 

県央県南広域環境組合 R8.4 287 6,300 8,300 10,400 48 45 7 220 

霧島市 R8.3 140 5,870 9,150 12,430 48.8 45.8 5.4 270 

宇佐・高田・国東広域事務組合 R7.6 96 5,100 8,600 12,100 50.4 41.8 7.8 160 

北九州市新日明工場 R7.4 508 6,500 10,740 13,000 26.98 55.69 17.33 195 

南薩地区衛生管理組合 R6.4 145 4,100 7,100 10,200 50.0 44.5 5.5 280 

佐賀県東部環境施設組合 R6.4 172 6,440 9,610 12,780 43.6 48.0 8.4 240 

宇城広域連合 R6.4 86 5,500 8,660 11,780 50.2 44.1 5.7 240 

有明生活環境施設組合 R4.3 92 5,950 8,130 10,270 49.8 44.4 5.8 200 

鹿児島市新南部清掃工場 R4.1 220 4,600 7,730 10,840 51 43 6 210 

北薩広域行政事務組合 R3.4 88 4,700 8,000 11,400 49.6 45.6 4.8 214 

菊池環境保全組合 R3.4 170 4,900 7,900 10,800 47.6 42.5 9.9 240 

佐世保市 R2.4 110 5,700 8,600 11,500 44.23 45.37 10.40 186 

天山地区共同環境組合 R2.4 57 5,000 8,600 12,300 48.9 44.2 6.9 178 

五島市 R2.1 41 4,800 7,900 11,000 49.7 43.1 7.2 209 

八代市 H30.10 134 5,700 9,200 12,800 48.2 45.3 6.5 282 

長崎市新西工場 H28.10 240 6,600 9,100 11,500 44.2 50.2 5.6 204 

福岡都市圏南部環境事業組合 H28.4 510 7,300 10,100 12,900 41.7 51.6 6.7 200～400 

久留米市北部（宮ノ陣） H28.4 163 6,500 9,700 13,000 49.5 44.8 5.7 248 

熊本市 H28.3 280 5,000 8,800 12,600 46.7 46.0 7.3 170 

佐賀県西部広域環境組合 H28.1 205 5,300 9,100 11,500 44.9 46.4 8.7 200 

長与・時津環境施設組合 H27.4 54 7,120 9,630 12,140 43.3 46.0 10.7  

西海市 H27.4 30 4,400 6,800 10,900 57 38 5 250 

都城市 H27.3 230 5,700 9,600 13,500 42.33 51.83 5.84 250 

出典：各自治体の入札資料等 
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５ マテリアルリサイクル推進施設における計画ごみ質の設定 

単位体積重量 

本市では燃やせないごみ・粗大ごみ、かん類、びん類、ペットボトル、プラスチック製容

器包装類の単位体積重量の測定を行っていないため、以下の表のとおり、計画・設計要領を

参考に単位体積重量を設定する。 

 

表 ３-１２ 処理対象物の単位体積重量 

項目 単位体積重量（t/㎥） 

燃やせないごみ 0.05～0.25 

可燃性粗大ごみ 0.1 

不燃性粗大ごみ 0.15 

かん類 0.03～1 

びん類 0.2～0.65 

ペットボトル 0.02～0.05 

プラスチック製容器包装 0.01～0.03 

出典：計画・設計要領 

 

燃やせないごみ・粗大ごみの種類組成 

燃やせないごみ・粗大ごみの種類組成（鉄、アルミ、可燃物、不燃物）について、平成 29

年度から令和 3 年度の実績値から算出し、その結果を以下の表に示す。 

 

 表 ３-１３ 燃やせないごみ・粗大ごみの種類組成（％） 

鉄 アルミ 可燃物 不燃物 合計 

6.4 0.7 66.4 26.5 100 
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第３節 施設規模の設定 

エネルギー回収型廃棄物処理施設及びマテリアルリサイクル推進施設の施設規模を設定した。

なお、今後のごみ量の推移により、必要に応じて本計画で定めた施設規模を見直すものとする。 

 

１ 収集変動の検討 

エネルギー回収型廃棄物処理施設では、収集変動は見込まないこととする。 

マテリアルリサイクル推進施設は、ごみ種によっては季節的に量が変動するため、施設規模

の算定には、最大月変動係数として 1.15※を見込むこととする。 

※：「ごみ処理施設構造指針解説 昭和 62 年 8 月（公益社団法人 全国都市清掃会議）」よ

り、月変動係数が不明な場合に採用する数値として 1.15 を採用する。 

 

２ ごみ減量の推移と計画目標年度の整理 

ごみ減量の推移の整理 

「表３—２ ごみ排出量の見通し」に示すとおり、本市の将来の人口及びごみ量は増加す

る推計となっているため、「大村市一般廃棄物処理基本計画 平成 31 年 3 月（大村市）」で

策定されたごみ排出抑制の将来施策を引き続き継続するものとする。なお、一般廃棄物処理

基本計画が見直された際には、必要に応じてごみの計画処理量を見直すものとする。 

 

計画目標年度の整理 

「廃棄物処理施設整備費国庫補助金交付要領の取扱いについて 昭和 54 年 2 月 14 日（環

境省）」を踏まえ、計画目標年次は、施設の稼働予定年度の 7 年後を超えない範囲内で最も

ごみ量の多い年度を計画目標年度とする。 

 

３ 施設の運転体制の整理 

エネルギー回収型廃棄物処理施設 

  ア 年間実稼働日数 

「廃棄物処理施設整備費国庫補助金交付要領の取扱いについて 昭和 54 年 2 月 14 日

（環境省）」を踏まえ、年１回の補修整備期間 30 日、年 2 回の補修点検期間各 15 日及び

全停止期間 7 日間並びに起動に要する日数 3 日・停止に要する日数 3 日各 3 回の合計（85

日）を差し引いた日数（280 日）とする。 

  イ 1 日の稼働時間 

「ごみ処理に係るダイオキシン類発生防止等ガイドライン 平成 9 年 1 月（環境省）」

を踏まえ、ごみ処理でのダイオキシン類発生を抑制するため、24 時間連続運転とする。 

 

マテリアルリサイクル推進施設 

  ア 年間稼働日数 

月曜日～金曜日の週 5日稼働とし、年間 240日稼働（5日/週×4週×12ヶ月）とする。 

  イ 1 日の稼働時間 

1 日 5 時間の処理を行うものとし、安定運転が可能なものとする。  
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４ 施設整備規模の設定 

エネルギー回収型廃棄物処理施設 

処理対象ごみと処理対象ごみ量は以下のとおりである。 

なお、計画目標年度は、令和 11 年度～令和 17年度のうち、最もごみ量の多い令和 17 年

度とする。 

 

表 ３-１４ エネルギー回収型廃棄物処理施設のごみ量（令和 17 年度） 

処理対象ごみ 処理対象ごみ量（ｔ/年） 計画年間日平均処理量（ｔ/日） 

燃やせるごみ 30,127 82.54 

破砕・選別処理可燃残渣 1,078 2.95 

合計 31,205 85.49 

 

通常時の処理に必要な必要処理能力（以下「必要処理能力」という。）は、計画・設計要

領より以下の式で算出される。 

 

上記の算出式より、必要処理能力は以下のとおりとなる。 

 

必要処理能力 ＝ 85.49t/日 ÷ （280 日÷365 日） ÷ 0.96 

≒ 116.085t/日  → 116.1t/日 

 

施設規模は、上記の必要処理能力に災害廃棄物の受入れを見込んだ値とする。災害廃棄物

の見込み分は、通常運転時の余裕分となるが、大きすぎると通常時に低負荷運転となり、安

定稼働がしにくくなる場合もある。 

そのため、必要処理能力の 10％である 11.6t/日を災害廃棄物の見込み量として必要処理

能力に上乗せすることとし、施設規模を以下の式より、128t/日と設定する。 

 

施設規模 ＝ 116.1t/日 ＋ 11.6t/日 ＝ 127.7t/日 → 128t/日 

  

必要処理能力 ＝ 計画年間日平均処理量 ÷ 実稼働率 ÷ 調整稼働率 

・実稼働率：280 日÷365 日 

年間実稼働日数については、年 1回の補修整備期間 30日、年 2回の補修点検期間各 15

日及び全停止期間 7 日間並びに起動に要する日数 3 日・停止に要する日数 3 日各 3 回の

合計（85 日）を差し引いた日数（280 日）とする。 

・調整稼働率：96％ 

ごみ焼却施設の調整稼働率は 96％とする。ここに示す稼働率とは、正常に運転される

予定の日でも故障の修理、やむを得ない一時休止等のために処理能力が低下することを

考慮した係数である。 
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マテリアルリサイクル推進施設 

マテリアルリサイクル推進施設の処理対象ごみ、処理対象ごみ量及び計画目標年度を整理

した結果は、以下のとおりである。 

 

表 ３-１５ マテリアルリサイクル推進施設の処理対象ごみ量 

処理対象ごみ 処理対象ごみ量（ｔ/年） 計画目標年度 

燃やせないごみ（不燃性粗大ごみ含む） 2,028 令和 22 年度 

かん類 61 

令和 16 年度 
びん類 508 

ペットボトル 68 

プラスチック製容器包装類 172 

合計 2,837  

 

マテリアルリサイクル推進施設の施設規模の算出式は以下のとおりとする。 

 

 

よって、マテリアルリサイクル推進施設の各処理系列の施設規模は、以下のとおりとする。 

 

燃やせないごみ・粗大ごみ処理系列：   9.7t/日 

かん類処理系列：   0.3t/日 

びん類処理系列：   2.4t/日 

ペットボトル処理系列：   0.3t/日 

プラスチック製容器包装類処理系列： 0.8t/日 

 

  

施設規模 ＝ 計画年間日平均処理量 × 最大月変動係数 ÷ 稼働率 

・最大月変動係数：1.15 

    「ごみ処理施設構造指針解説 昭和 62年 8月（公益社団法人 全国都市清掃会議）」

より、月変動係数が不明な場合に採用する数値として 1.15 を採用する。 

・稼働率：240 日÷365日 

    月～金の週 5日稼働として、年間 240 日稼働（5日/週×4 週×12 ヶ月）とする。 
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第４節 処理残渣量の設定 

 

１ 焼却灰 

現施設では、焼却灰の一部をセメント資源化し、残りは最終処分を行っている。本計画にお

いても、エネルギー回収型廃棄物処理施設から発生した焼却灰は、同様の処理を継続するもの

とする。 

なお、焼却灰の資源化量は、1,900t/年を予定する。ただし、資源化先の受入状況により、

資源化量が変動する可能性があることに留意する。 

 

２ 飛灰 

飛灰は、飛灰処理物として全量を最終処分しており、本計画においても同様の処理を継続す

るものとする。 

 

３ 処理不燃残渣及び不燃処理困難物 

マテリアルリサイクル推進施設における破砕・選別処理により生じた処理残渣のうち、処理

不燃残渣は最終処分を行う。また、不燃処理困難物（燃やせないごみの手選別後に発生する残

渣）も最終処分を行う。 

なお、マテリアルリサイクル推進施設における破砕・選別により生じた処理残渣のうち、可

燃残渣は、エネルギー回収型廃棄物処理施設に搬送し、焼却処理を行う。 

 

表 ３-１６ 処理残渣量の実績と予測   

H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3

焼却灰（資源化） ｔ/年 0 0 0 0 0 0 0 0 697

焼却灰（最終処分） ｔ/年 2,832 2,956 2,878 3,037 3,075 3,134 3,287 3,411 463

ｔ/年 2,832 2,956 2,878 3,037 3,075 3,134 3,287 3,411 1,160

ｔ/年 538 574 568 569 579 601 606 596 0

ｔ/年 860 850 1,000 869 982 1,086 1,405 1,171 765

ｔ/年 415 387 413 420 387 442 429 490 410

ｔ/年 29 27 38 32 34 48 74 47 197

ｔ/年 3,814 3,944 3,897 4,058 4,075 4,225 4,396 4,544 1,070

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13

焼却灰（資源化） ｔ/年 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900

焼却灰（最終処分） ｔ/年 1,055 1,292 1,324 1,356 1,371 1,383 1,398 1,429 1,459 1,486

ｔ/年 3,164 3,192 3,224 3,256 3,271 3,283 3,298 3,329 3,359 3,386

ｔ/年 593 599 604 610 613 615 618 624 630 635

ｔ/年 1,016 1,030 1,043 1,057 1,059 1,059 1,063 1,068 1,071 1,073

ｔ/年 422 426 431 436 437 438 439 440 442 442

ｔ/年 58 58 59 60 60 60 60 60 61 61

ｔ/年 2,128 2,375 2,418 2,462 2,481 2,496 2,515 2,553 2,592 2,624

R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22

焼却灰（資源化） ｔ/年 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900

焼却灰（最終処分） ｔ/年 1,510 1,538 1,566 1,595 1,621 1,649 1,676 1,705 1,735

ｔ/年 3,410 3,438 3,466 3,495 3,521 3,549 3,576 3,605 3,635

ｔ/年 639 645 650 655 660 665 671 676 682

ｔ/年 1,073 1,074 1,077 1,078 1,077 1,078 1,076 1,078 1,079

ｔ/年 441 442 442 443 443 442 442 442 442

ｔ/年 61 61 61 61 61 61 61 61 61

ｔ/年 2,651 2,686 2,719 2,754 2,785 2,817 2,850 2,884 2,920

項目 単位
実績値

焼
却
灰 焼却灰　合計

単位
推計値

単位
推計値

焼
却
灰 焼却灰　合計

飛灰

処理可燃残渣

飛灰

処理可燃残渣

処理不燃残渣

不燃処理困難物

最終処分量　合計

項目

最終処分量　合計

焼
却
灰 焼却灰　合計

飛灰

処理可燃残渣

処理不燃残渣

不燃処理困難物

処理不燃残渣

不燃処理困難物

最終処分量　合計

項目
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第４章 施設整備基本構想の整理 

第１節 一般事項 

 

１ ごみ処理体系 

本市のごみ処理体系は、下図のとおりとする。 

燃やせるごみは、エネルギー回収型廃棄物処理施設で焼却処理し、焼却灰のうち一部はセメ

ント資源化する。焼却灰の一部、飛灰及び不燃物は最終処分する。 

なお、焼却灰は、基本構想では全量資源化となっていたが、現時点では焼却灰の一部を最終

処分しており、今後もこの体制が維持されると想定する。 

燃やせないごみ及び粗大ごみは、マテリアルリサイクル推進施設で破砕・選別処理後、可燃

残渣は焼却処理し、不燃残渣は最終処分する。また、破砕・選別処理後に回収された鉄、アル

ミは民間業者でリサイクルする。 

かん類、びん類、ペットボトル、プラスチック製容器包装類、金属類は、マテリアルリサイ

クル推進施設において選別・圧縮等の処理を行った後、民間業者へ搬出しリサイクルする。 

小型家電類、古繊維、古紙類、有害ごみはストックヤードにて直接保管した後、民間業者へ

搬出しリサイクルする。 

 

図 ４-１ 本施設におけるごみ処理体系  

■新ごみ処理施設 ■民間業者

【エネルギー回収型廃棄物処理施設】

焼却灰

■大村市一般廃棄物最終処分場
【マテリアルリサイクル推進施設】

焼却灰
飛灰処理物

不燃残渣

【マテリアルリサイクル推進施設】 ■民間業者

鉄・アルミ

鉄・アルミ・金属類・
びん・ペットボトル・

分別区分 中間処理 処理後

焼却処理 資源化燃やせるごみ

燃やせないごみ

可燃残渣

粗大ごみ

かん類

破砕・選別処理
最終処分びん類

ペットボトル

プラスチック製
容器包装類

選別・圧縮処理
※びん類は選別のみ

金属類

資源化

小型家電類

直接保管
古繊維

古紙類

有害ごみ

プラスチック製
容器包装類
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２ 整備対象施設 

基本構想での検討を踏まえ、整備対象施設は以下のとおりとする。 

  ア エネルギー回収型廃棄物処理施設 

  イ マテリアルリサイクル推進施設 

  （ア）燃やせないごみ及び粗大ごみ処理系列 

※スプリングマットレス、ソファー類の受入及び解体ヤードを含む。 

  （イ）かん類処理系列 

  （ウ）びん類処理系列 

  （エ）ペットボトル処理系列 

  （オ）プラスチック製容器包装類処理系列 

  ウ ストックヤード棟 

  （ア）金属類（鉄、アルミ等） 

  （イ）小型家電類 

  （ウ）古繊維（衣類及び古布） 

  （エ）古紙類（新聞、ダンボール及び雑誌・厚紙等） 

  （オ）有害ごみ（乾電池、蛍光灯、体温計、血圧計） 

  （カ）不適物 

  （キ）不法投棄物 

  （ク）その他 

  エ 倉庫棟 

  オ 管理棟 

  カ 計量棟 

  キ 車庫棟 

  ク 洗車場 

  ケ 駐車場 

  コ 災害廃棄物置場（駐車場） 

  サ 搬入道路 

  シ その他 
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３ 建設時期 

建設時期について、基本構想では令和 7 年度から令和 10 年度にかけて、エネルギー回収型

廃棄物処理施設及びマテリアルリサイクル推進施設を同時期に建設工事を行う計画であった。

しかし、本計画では、以下のとおりエネルギー回収型廃棄物処理施設とマテリアルリサイクル

推進施設は別時期に建設するスケジュールとする。 

 

  ア 令和 8 年 4月～令和 12年 2 月 

現車庫棟の解体撤去、エネルギー回収型廃棄物処理施設、管理棟、計量棟の設計・施工 

  イ 令和 12 年 3月～令和 12年 9 月 

現管理棟の解体撤去、駐車場の設計・施工 

  ウ 令和 14 年 4月～令和 16年 3 月（予定） 

マテリアルリサイクル推進施設、倉庫棟の設計・施工 

  エ 令和 16 年 4月～令和 18年 3 月（予定） 

現ごみ処理棟の解体撤去、ストックヤード棟、車庫棟、災害廃棄物置場（駐車場）の設

計・施工 

 

表 ４-１ 設計・建設スケジュール（予定） 

 

４ 施設規模 

基本構想では、施設規模は以下のとおり設定されていた。 

ただし、本計画を策定するにあたり、将来人口の想定等を更新したため、「第３章 第３節 

施設整備規模の設定」で設定した値を本施設の施設規模とする。 

 

表 ４-２ 基本構想時の施設規模（参考） 

項目 施設規模（t/日） 

焼却処理施設 140 

破砕・選別処理施設 4.9 

資源ごみ処理施設 8.8 

 かん類処理系列 0.3 

 びん類処理系列 2.5 

 ペットボトル処理系列 0.3 

 プラスチック製容器包装類処理系列 0.8 

年度 R16R7 R8 R9 R10

別途発注

R17
備考

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

R11 R12 R13 R14 R15

2033 2034 2035

現し尿処理施設の解体撤去

現ごみ処理棟の解体撤去、ストックヤード棟、車庫棟、
災害廃棄物置場（駐車場）の設計・施工

工期約24ヵ月

現車庫棟の解体撤去、エネルギー回収型廃棄物処理施設、
管理棟、計量棟の設計・施工

工期約47ヵ月

現管理棟の解体撤去、駐車場の設計・施工 工期約7ヵ月

マテリアルリサイクル推進施設、倉庫棟の設計・施工 工期約24ヵ月
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第２節 本施設の整備・運営コンセプト 

本計画では、基本構想で策定された整備・運営コンセプトをより分かりやすく端的な表現と

し、施設に求められるコンセプトを以下のとおり、改めて決定した。 

 

  

１ 安全・安心で安定性に優れた施設とする 

○将来に渡って安定的な稼働が可能な施設とする 

○事故等を未然に防ぎ、安全性に優れた施設とする 

○容易に維持管理ができ、長期的な施設利用が可能で安定性に優れ、コストを低減できる

施設とする 

  

２ 循環型社会形成に資する施設とする 

○３R に基づき適正処理・処分する廃棄物処理システムを構築する施設とする 

○資源循環、省エネルギー化を実現し、地域のエネルギーセンターとして活用できる施設

とする 

○環境学習や環境啓発を実施し、環境問題について市民の理解を深めることができる施設

とする 

  

３ 災害への対応が可能な施設とする 

○有事に対しても耐えうる強靭な施設とし、災害廃棄物も円滑に処理できる施設とする 

○災害時に避難拠点としての機能を担え、防災活動を支援できる施設とする 

 

４ 環境へ配慮した施設とする 

○環境負荷を低減し、エネルギー回収を最大限化し効率よく利活用できる施設とする 

○周辺環境と調和し、景観及び美観に配慮した施設とする 
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第３節 敷地及び周辺条件 

敷地及び周辺条件は、基本構想の内容と同様とする。ただし、地質条件については、基本構

想策定後に実施された地質調査結果に基づいて、整理を行った。 

 

１ 地形・地質条件 

位置と地形条件 

本市の北には東彼杵町、南には諫早市があり、地形は、西に大村湾、東は多良岳山系を挟

んで佐賀県と接している。経ヶ岳や五家原岳の標高 1,000m 級の多良岳山系を源流とする郡

川や鈴田川、大上戸川等の河口部には、扇状地と平坦な地形から形成されており、平野部を

中心に市街地が広がっている。建設予定地は、現施設の敷地内であり、大村湾を臨むほぼ平

坦な土地である。 

 

図 ４-２ 本市及び本施設の位置図 

出典：国土地理院（https://maps.gsi.go.jp）を加工 

現大村市環境センター 

及び 

新ごみ処理施設建設予定地 
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地質概要 

建設予定地は、施設造成時の埋土が分布しており、その下位には扇状地性の堆積物が分布

する。 

埋土は、礫をごく少量含み、シルト混じりの砂質土を主体とする。局所的に掘削土砂とし

て下位の扇状地堆積物である巨礫や玉石を含む。 

扇状地堆積物は、主に多良岳火山から郡川によって運搬されたものであるため、建設予定

地の東側に分布する安山岩や玄武岩等の多良岳火山岩類由来の円礫を含む。過去に大村沖積

平野で実施された水源用深井戸の掘削によると、扇状地堆積物の層厚は 70～80m 程度であ

り、その下位に基盤岩である玄武岩が分布している。 

 

支持地盤の設定 

日本道路協会「道路橋示方書・同解説 Ⅴ 耐震設計編 平成 29年 11月（日本道路協会)」

では、N 値 30 以上を連続して 5m 以上確認できる層が支持層として望ましいとされている。 

地質調査結果に基づき、支持層は GL-29～-33m程度とする。 

 

基礎形式 

「杭基礎」もしくは「ケーソン基礎」が挙げられる。「杭基礎」を選定する場合には、場

所打ち杭工法（オールケーシング工法）が最も適応条件にあてはまると考えられるが、軟弱

層が課題となり、適切な対策を検討する必要があると考えられる。 

 

設計・施工上の留意点 

  ア 圧密沈下 

調査地に広く分布する軟弱層は、圧密試験によると、過圧密状態であることが確認され

ている。施設施工に伴い、上載荷重が増加することによって、圧密沈下が生じる可能性が

ある。 

  イ 基礎形式上の留意点 

調査地に分布する砂礫層は、ボーリングコアから最大 L＝150mm 程度の玉石が確認され

ている。自然地盤中には、ボーリングコアから採取された約 3 倍の 450mm 程度の玉石を含

んでいると考えられるため、大径の礫に対して対応可能な基礎形式を選定する必要がある。 

  ウ 地下水の処理について 

調査地の地下水位は GL-3.7m～-3.9m 程度であるため、床掘等で地下水頭以深を掘削す

る場合は、まとまった湧水が想定されるため、透水係数を適切に評価し、排水計画を検討

する必要がある。 

また、調査地は大村湾沿いであるため、地下水は塩水であることを考慮する必要がある。 

  エ 設計対象に応じた検討の実施 

各構造物、各建築物の詳細設計においては、それぞれの準拠基準に従い、設計計算を行

うことが望ましい。 
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２ 建設場所 

住所  大村市森園町 1470 番地（現大村市環境センター敷地内） 

敷地面積  22,058 ㎡ 

 

３ 都市計画内容 

都市計画指定 都市計画区域（都市施設：ごみ焼却場、汚物処理場） 

用途地域  準工業地域 

建ぺい率  60%以下 

容積率  200%以下 

騒音規制  第三種区域 

振動規制  第二種区域 

臭気  第一種区域（A 区域） 

日影規制 

  ア 制限を受ける建築物 高さが 10mを超える建築物 

  イ 平均地盤面からの高さ 4m 

  （ア）敷地境界線からの水平距離が 10m以内の範囲における日影時間：5 時間 

  （イ）敷地境界線からの水平距離が 10mを超える範囲における日影時間：3時間 

 

４ 雨水排水施設関連 

「第６章 第９節 給水・排水処理設備」を参照すること。 
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５ 施設整備に係る関係法令等 

施設整備に係る関係法令等を以下にまとめる。 

 

表 ４-３ 施設整備に係る関係法令等（1/3） 

法律名 適用範囲等 適否 

環
境
保
全
に
関
す
る
法
律 

廃棄物の処理及び清掃に

関する法律（廃棄物処理

法） 

処理能力が 1 日 5ｔ以上のごみ処理施設（焼却施設において

は、1 時間当たり 200kg 以上または、火格子面積が 2m²以上）

は本法の対象となる。 

○ 

大気汚染防止法 
火格子面積が2m²以上であるか、焼却能力が1時間当たり200kg

以上である焼却炉は、本法のばい煙発生施設に該当する。 
○ 

水質汚濁防止法 

火格子面積が2m²以上であるか、焼却能力が1時間当たり200kg

以上である焼却施設から排水を河川、湖沼等公共用水域に排出

する場合、特定施設に該当する。 

○ 

騒音規制法 

空気圧縮及び送風機（原動機の定格能力が 7.5kW 以上のもの）

が特定施設に該当し、知事（市長）が指定する地域では規制の

対象となる。 

○ 

振動規制法 
圧縮機（原動機の定格出力が 7.5kW 以上のもの）は、特定施設

に該当し、知事が指定する地域では規制の対象となる。 
○ 

悪臭防止法 知事が指定する地域では規制の対象となる。 ○ 

下水道法 

火格子面積が2m²以上であるか、焼却能力が1時間当たり200kg

以上である焼却施設から公共下水道に排水する場合、特定施設

に該当する。 

○ 

ダイオキシン類対策特別

措置法 

工場または事業場に設置される廃棄物焼却炉その他施設で焼却

能力が時間当たり 50kg 以上または火格子面積が 0.5m²以上の

施設で、ダイオキシン類を発生し及び大気中に排出またはこれ

を含む汚水もしくは排水を排出する場合、特定施設に該当す

る。 

○ 

土壌汚染対策法 

有害物質使用特定施設を廃止したとき、健康被害が生ずるおそ

れがあるとき、一定規模（3,000m2 以上）の形質変更を行うと

きは本法の適用を受けるが、清掃工場は有害物質使用特定施設

には該当しない。しかし、都道府県の条例で排水処理施設を有

害物の「取扱い」に該当するとの判断をして、条例を適用する

場合がある。 

○ 

都
市
計
画
に
関
す
る
法
律 

都市計画法 

都市計画区域内に本法で定めるごみ処理施設を設置する場合、

都市施設として計画決定が必要となる。 

なお、し尿処理施設の跡地に新たなごみ焼却処理施設を建設す

る場合には、都市計画決定の変更が必要となる。 

○ 

都市再開発法 
市街地再開発事業の施行地区内において、建築物その他の工作

物の新築、改造等を行う場合に本法の適用を受ける。 
× 

土地区画整理法 
土地区画整理業の施行地区内において、建築物その他の工作物

の新築、改造等を行う場合に本法の適用を受ける。 
× 

景観法 

景観計画区域内において、建築物の建設等、工作物の建設等、

開発行為その他の行為をする場合、工事着工 30 日前に通知が

必要となる。 

○ 

【凡例】○：該当、△：設計による、×：該当なし  
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表 ４-３ 施設整備に係る関係法令等（2/3） 

法律名 適用範囲等 適否 

土
地
利
用
規
制
に
関
す
る
法
律 

河川法 

河川区域内及び河川保全区域内の土地において工作物を新築

し、改築し、または除去する場合は、河川管理者の許可が必要

となる。 

× 

急傾斜の崩壊による災害

防止に関する法律 

急傾斜地崩壊危険区域における急傾斜地崩壊防止施設以外の施

設または工作物の設置・改造について制限を受ける。 
× 

宅地造成等規制法 
宅地造成工事規制区域内にごみ処理施設を建設する場合に本法

の適用を受ける。 
× 

海岸法 
海岸保全区域において、海岸保全施設以外の施設または工作物

を設ける場合に本法の適用を受ける。 
○ 

道路法 
電柱、電線、水管、ガス管等、継続して道路を使用する場合に

本法の適用を受ける。 
○ 

農業振興地域の整備に関

する法律 

農用地の土地の形質の変更には通常県知事の許可が必要とな

る。農業振興地域の「農用地区域」に該当している場合、農用

地区域からの除外をする必要がある。 

× 

農地法 
工場を建設するために農地を転用する場合に本法の適用を受け

る。 
× 

港湾法 

港湾区域または港湾隣接地域内の指定地域において、指定重量

を超える構築物の建設または改造をする場合や臨港地区内に

て、廃棄物処理施設の建設または改良をする場合に本法の適用

を受ける。 

○ 

土砂災害防止法 
土砂災害警戒区域等にごみ処理施設を建設する場合に本法の適

用を受ける。 
× 

砂防法 
砂防指定区域内で制限された行為を行う場合は、都道府県知事

の許可が必要となる。 
× 

地すべり等防止法 
地すべり防止区域にごみ処理施設を建設する場合に本法の適用

を受ける。 
× 

土地収用法 
公共の利益となる事業を行う際に、私有財産を収用し、または

使用する場合に本法の適用を受ける。 
× 

文化財保護法 
土木工事によって「周知の埋蔵文化財包蔵地」を発掘する場合

に本法の適用を受ける。 
△ 

自
然
環
境
に
関
す
る
法
律 

都市緑地保全法 
緑地保全地区内において、建築物その他の工作物の新築、改築

または増築をする場合に本法の適用を受ける。 
× 

自然公園法 

国立公園または国定公園の特別地域において工作物を新築し、

改築し、または増築する場合。国立公園または国定公園の普通

地域において、一定の基準を超える工作物を新築し、改築し、

または増築する場合に本法の適用を受ける。 

× 

鳥獣保護法及び狩猟の適

正化に関する法律 

特別保護地区内において工作物を設置する場合に本法の適用を

受ける。 
× 

自然環境保全法 
原生自然環境保全地域内に建築物その他の工作物の新築、改築

等を行う場合に本法の適用を受ける。 
× 

森林法 
保安林等にごみ処理施設を建設する場合に本法の適用を受け

る。 
× 

環境影響評価法 

都市計画決定された土地の形状の変更、工作物の新設等を伴う

場合に適用を受ける。なお、長崎県内のごみ処理施設は、96t/

日以上の新設事業においては長崎県条例の対象となる。 

○ 

【凡例】○：該当、△：設計による、×：該当なし  
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表 ４-３ 施設整備に係る関係法令等（3/3） 

法律名 適用範囲等 適否 

施
設
の
設
置
に
関
す
る
法
律 

建築基準法 

同法 51 条で都市計画決定がなければ建築できないとされてい

る。ただし、その敷地の位置が都市計画上、支障無いと認めて

許可した場合及び増築する場合はこの限りではない。建築物を

建築しようとする場合、建築主事の確認が必要となる。なお、

用途地域別の建築物の制限がある。 

○ 

工場立地法 

製造業、電気・ガス・熱供給業者でかつ、敷地面積 9,000 ㎡

以上又は建築面積 3,000 ㎡以上の工場の場合、生産施設の面

積や緑地の整備状況について、市町村に届出が必要となる。 

○ 

消防法 
建築主事は、建築物の防火に関して、消防長または消防署長の

同意を得なければ、建築確認等をすることができない。 
○ 

航空法 

進入表面、転移表面又は、平表面の上に出る高さの建造物の設

置に制限地表又は水面から 60m 以上の高さの物件及び省令で定

められた物件には、航空障害灯が必要。 

昼間において航空機から視認が困難であると認められる煙突、

鉄塔等で地表又は水面から 60m 以上の高さのものには昼間の障

害標識が必要となる。 

○※ 

電波法 

伝搬障害防止区域内において、その最高部の地表からの高さが

31m を超える建築物その他の工作物の新築、増築等の場合に本

法の適用を受ける。 

○ 

有線電気通信法 有線電気通信設備を設置する場合に本法の適用を受ける。 ○ 

有線テレビジョン放送法 
有線テレビジョン放送施設を設置し、当該施設により有線テレ

ビジョン放送の業務を行う場合に本法の適用を受ける。 
○ 

高圧ガス保安法 高圧ガスの製造、貯蔵等を行う場合に本法の適用を受ける。 × 

電気事業法 

特別高圧（7,000 ボルト以上）で受電する場合、高圧受電で受

電電力の容量が 50kW 以上の場合、自家用発電設備を設置する

場合、非常用予備発電装置を設置する場合に本法の適用を受け

る。 

○ 

労働安全衛生法 

事業場の安全衛生管理体制、特定機械等に関する規制、酸素欠

乏等労働者の危険または健康障害を防止するための装置、その

他関係規制、規格等が該当する。 

○ 

工場用水法 

指定地域内の井戸（吐出口の断面積の合計が 6cm²を超えるも

の）により地下水を採取してこれを工業の用に供する場合に本

法の適用を受ける。 

× 

建築物用地下水の採取の

規制に関する法律 

指定地域内の揚水設備（吐出口の断面積の合計が 6cm²を超え

るもの）により冷暖房設備、水洗便所、洗車設備の用に供する

地下水を採取する場合に本法の適用を受ける。 

× 

【凡例】○：該当、△：設計による、×：該当なし 

※：建設予定地は、長崎空港及び海上自衛隊大村航空基地の制限高の範囲に含まれる。 
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第４節 公害防止基準 

公害防止基準は、基本構想策定時から関係する法律の改正が行われていないことから、基本

構想と同様とし、次のとおりまとめる。 

 

１ 排ガス基準 

排ガス基準値の設定事例 

排ガス基準値について、九州圏内の事例を以下の表に示す。 

 

表 ４-４ 九州圏内の排ガス基準値の設定事例 

項目 
ばいじん 塩化水素 硫黄酸化物 窒素酸化物 ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類 水銀 

g/m3N ppm ppm ppm ng-TEQ/m3N µg/m3N 

大村市（現施設） 0.03 200 100 200 5 50 

大分市 0.01 30 20 50 0.05 25 

天草広域連合 0.02 50 50 100 0.1 30 

長崎市新東工場 0.01 50 20 50 0.05 25 

県央県南広域環境組合 0.02 20 20 30 0.01 30 

霧島市 0.02 50 50 100 0.05 30 

宇佐・高田・国東広域事務組合 0.01 50 30 50 0.05 30 

北九州市新日明工場 0.01 30 30 50 0.08 30 

南薩地区衛生管理組合 0.01 50 50 100 0.05 30 

佐賀県東部環境施設組合 0.01 30 30 100 0.05 25 

宇城広域連合 0.01 100 50 100 0.1 30 

有明生活環境施設組合 0.02 100 50 150 0.1 30 

鹿児島市新南部清掃工場 0.02 50 40 100 0.1 30 

北薩広域行政事務組合 0.01 50 50 100 0.1 30 

菊池環境保全組合 0.01 49 49 100 0.05 30 

佐世保市 0.01 50 20 100 0.1 － 

天山地区共同環境組合 0.03 215 100 250 0.1 30 

五島市 0.02 100 50 150 0.1 30 

八代市 0.02 80 40 100 0.05 － 

長崎市新西工場 0.01 50 20 50 0.05 － 

福岡都市圏南部環境事業組合 0.01 30 30 100 0.1 25 

久留米市北部（宮ノ陣） 0.01 50 50 100 0.05 － 

熊本市 0.01 49 49 50 0.05 － 

佐賀県西部広域環境組合 0.01 50 50 100 0.1 50 

長与・時津環境施設組合 0.01 200 100 120 0.1 － 

西海市 0.01 100 100 150 0.1 － 

都城市 0.01 50 30 50 0.05 － 

出典：各自治体の入札資料等 
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排ガス基準 

排ガスの法規制値及び本施設における排ガスの自主規制値（案）を以下に示す。 

自主規制値（案）は、排ガスの法規制値を遵守し、かつ水銀以外の項目については法規制

値よりも厳しい値を設定しており、他事例と比較しても遜色のない値である。 

なお、より厳しい規制値を設定することは、施設整備費の増大につながり、大きな費用対

効果は望めない。 

 

表 ４-５ 排ガスの法規制値及び自主規制値（案） 

区分 規制法令等 法規制値 自主規制値（案） 

ばいじん 
大気汚染防止法（焼却能力

が 2～4t/炉・時※1の場合） 
0.08g/m3N 0.03g/m3N 

塩化水素 大気汚染防止法 
700mg/m3N 

（≒430ppm） 
30ppm 

硫黄酸化物 大気汚染防止法 
K 値※2：17.5 

（1,200ppm程度※3） 
50ppm 

窒素酸化物 

大気汚染防止法（廃棄物焼

却炉のうち前二項に掲げる

もの以外のもの） 

250ppm 80ppm 

ダイオキシン類 

ダイオキシン類対策特別措

置法（焼却能力が 2～4t/

炉・時※1の場合） 

1ng-TEQ/m3N 0.1ng-TEQ/m3N 

水銀 
大気汚染防止法の一部を改

正する法律 
30µg/m3N 30µg/m3N 

※1：施設規模 128t/日の場合：128t/日÷24h÷2炉＝2.67t/炉・時⇒〔2t～4t/炉・時以上〕 

※2：K値とは、硫黄酸化物の規制方法で、地域の区分ごとに排出口の高さに応じて許容限度を定

めており、地域の区分ごとに定められた定数をいう。 

※3：硫黄酸化物の法規制値の濃度は、以下の式を参考に算出した。 
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出典：計画・設計要領 
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２ 排水基準 

プラント系排水 

本施設内で発生するプラント系排水は、本施設内で再利用する。再利用水の基準は、以下

の基準を参考にすること。 

 

表 ４-６ 水質汚濁防止法に基づく有害物質の排水基準（参考） 

 

表 ４-７ ダイオキシン類対策特別措置法に基づく排水基準（参考） 

項目 許容濃度 

ダイオキシン類 10pg-TEQ/ℓ以下 

 

 

有害物質 許容濃度 

カドミウム及びその化合物 （カドミウム）0.03 mg/ℓ 

シアン化合物 （シアン）1 mg/ℓ 

有機りん化合物（ﾊﾟﾗﾁｵﾝ、ﾒﾁﾙﾊﾟﾗﾁｵﾝ、ﾒﾁﾙｼﾞﾒﾄ

ﾝ及びEPNに限る｡） 
1 mg/ℓ 

鉛及びその化合物 （鉛）0.1 mg/ℓ 

六価クロム化合物 （六価クロム）0.5 mg/ℓ 

砒素及びその化合物 （砒素）0.1 mg/ℓ 

水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 （水銀）0.005 mg/ℓ 

アルキル水銀化合物 検出されないこと｡ 

ポリ塩化ビフェニル（PCB） 0.003 mg/ℓ 

トリクロロエチレン 0.1 mg/ℓ 

テトラクロロエチレン 0.1 mg/ℓ 

ジクロロメタン 0.2 mg/ℓ 

四塩化炭素 0.02 mg/ℓ 

1,2－ジクロロエタン 0.04 mg/ℓ 

1,1－ジクロロエチレン 1 mg/ℓ 

シス－1,2－ジクロロエチレン 0.4 mg/ℓ 

1,1,1－トリクロロエタン 3 mg/ℓ 

1,1,2－トリクロロエタン 0.06 mg/ℓ 

1,3－ジクロロプロペン 0.02 mg/ℓ 

チウラム 0.06 mg/ℓ 

シマジン 0.03 mg/ℓ 

チオベンカルブ 0.2 mg/ℓ 

ベンゼン 0.1 mg/ℓ 

セレン及びその化合物 （セレン）0.1 mg/ℓ 

ほう素及びその化合物 （ほう素）10 mg/ℓ 

ふっ素及びその化合物 （ふっ素）8 mg/ℓ 

アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合

物及び硝酸化合物 

アンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝

酸性窒素の合計量100 mg/ℓ 

1,4－ジオキサン 0.5 mg/ℓ 



39 

 

生活系排水 

本施設内で発生する生活系排水は、下水道放流を行う。下水道放流に対する基準値は以下

のとおりである。 

 

表 ４-８ 下水道法施行令に基づく下水道放流に対する基準値 

項目 排水基準 

フェノール類 5 mg/L 以下 

銅及びその化合物 3 mg/L 以下 

亜鉛及びその化合物 2 mg/L 以下 

鉄及びその化合物（溶解性） 10 mg/L 以下 

マンガン及びその化合物（溶解性） 10 mg/L 以下 

クロム及びその化合物 2mg/L 以下 

カドミウム及びその化合物 0.03 ㎎/L 以下 

シアン化合物 1 mg/L 以下 

有機燐化合物 1 mg/L 以下 

鉛及びその化合物 0.1 mg/L 以下 

六価クロム化合物 0.5 mg/L 以下 

砒素及びその化合物 0.1 mg/L 以下 

水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 0.005 mg/L 以下 

アルキル水銀化合物 検出されないこと 

ポリ塩化ビフェニル（PCB） 0.003 mg/L 以下 

トリクロロエチレン 0.1 mg/L 以下 

テトラクロロエチレン 0.1 mg/L 以下 

ジクロロメタン 0.2 mg/L 以下 

四塩化炭素 0.02 mg/L 以下 

1,2-ジクロロエタン 0.04 mg/L 以下 

1,1-ジクロロエチレン 1 mg/L 以下 

シス-1,2-ジクロロエチレン 0.4 mg/L 以下 

1,1,1-トリクロロエタン 3 mg/L 以下 

1,1,2-トリクロロエタン 0.06 mg/L 以下 

1,3-ジクロロプロペン 0.02 mg/L 以下 

チウラム 0.06 mg/L 以下 

シマジン 0.03 mg/L 以下 

チオベンカルブ 0.2 mg/L 以下 

ベンゼン 0.1 mg/L 以下 

セレン及びその化合物 0.1 mg/L 以下 

ほう素及びその化合物 海域以外 10 mg/L、海域 230 mg/L 

ふっ素及びその化合物 海域以外 8 mg/L、海域 15 mg/L 

1,4-ジオキサン 0.5 mg/L 以下 

ダイオキシン類 10 pg-TEQ/L 以下 
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表 ４-９ 大村市下水道条例に基づく下水道放流に対する基準値 

項目 排水基準 

温度 45℃未満 

水素イオン濃度（pH） 水素指数 5 を超え 9 未満 

生物化学的酸素要求量（BOD） 5 日間に 600 mg/L 未満 

浮遊物質量（SS） 600 mg/L 未満 

よう素消費量 220 mg/L 未満 

ノルマルヘキサン抽出物質含有量 
鉱油類 5 mg/L 以下 

動植物油脂類 30 mg/L 以下 

 

３ 騒音基準 

本市は騒音規制法に基づき、都市計画用途地域の区分等によって規制区域を定めている。現

施設の所在地は、騒音規制法に基づく規制地域指定図において第三種区域に該当し、規制内容

は以下のとおりである。 

 

表 ４-１０ 第三種区域の騒音規制 

昼間（8:00～19:00） 
朝（6:00～8:00） 

夕（19:00～22:00） 
夜間（22:00～6:00） 

65 デシベル以下 60 デシベル以下 50 デシベル以下 

※：敷地境界での規制値 

 

４ 振動基準 

本市は振動規制法に基づき、都市計画用途地域の区分等によって規制区域を定めている。現

施設の所在地は、振動規制法に基づく規制地域指定図において第二種区域に該当し、規制内容

は以下のとおりである。 

 

表 ４-１１ 第二種区域の振動規制 

昼間（8:00～19:00） 
朝（6:00～8:00） 

夕（19:00～22:00） 
夜間（22:00～6:00） 

65 デシベル以下 60 デシベル以下 

※：敷地境界での規制値 

  



41 

 

５ 悪臭基準 

騒音及び振動と同様に、悪臭についても悪臭防止法に基づき規制区域と臭気規制を設けてい

る。本市は、悪臭防止法に基づく規制地域指定図において A 区域※に該当し規制内容は、次の

とおりである。 

※：長崎県では、悪臭防止法第 3 条の規定に基づく悪臭規制の適用地域を県下全域としてお

り、その規制範囲は法に基づき知事が定めた規制地域である第一種区域（A 区域）とそ

れ以外の第二種区域（区域）に分類される。 

 

敷地境界 

A区域では臭気指数 13が適用され、特定悪臭物質と敷地境界における規制基準は、次のと

おりである。 

 

表 ４-１２ 特定悪臭物質と規制基準 

 

  

規制物質 
規制基準 

（ppm） 
規制物質 

規制基準 

（ppm） 

①アンモニア  1 ⑫イソバレルアルデヒド 0.003 

②メチルメルカプタン 0.002 ⑬イソブタノール 0.9 

③硫化水素 0.02 ⑭酢酸エチル  3 

④硫化メチル  0.01 ⑮メチルイソブチルケトン  1 

⑤二硫化メチル 0.009 ⑯トルエン  10 

⑥トリメチルアミン 0.005 ⑰スチレン  0.4 

⑦アセトアルデヒド 0.05 ⑱キシレン  1 

⑧プロピオンアルデヒド 0.05 ⑲プロピオン酸 0.03 

⑨ノルマルブチルアルデヒド  0.009 ⑳ノルマル酪酸  0.002 

⑩イソブチルアルデヒド 0.02 ㉑ノルマル吉草酸 0.0009 

⑪ノルマルバレルアルデヒド 0.009 ㉒イソ吉草酸 0.001 
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排出口 

特定悪臭物質（メチルメルカプタン、硫化メチル、二硫化メチル、アセトアルデヒド、ス

チレン、プロピオン酸、ノルマル酪酸、ノルマル吉草酸及びイソ吉草酸を除く）の種類ごと

に次の式を基に流量を算定する。 

 

表 ４-１３ 排出口の規制基準 

悪臭物質の種類 流量の許容限度 

アンモニア 
Q  =  0.108 × He2・Cm 

この式において、Q、He 及び Cm は、それぞれ次の値を表

わすものとする。 

Q：流量（単位：温度零度、圧力１気圧の状態に換算した

立方メートル毎時） 

He：悪臭防止法施行規則（昭和 47 年総理府令第 39 号）第

2 条第 2 項の規定により補正された排出口の高さ（単

位：メートル） 

Cm：敷地境界の規則基準として定められた値 

（単位：百万分率） 

補正された排出口の高さが 5 メートル未満となる場合に

ついてはこの式は適用しないものとする。 

硫化水素 

トリメチルアミン 

プロピオンアルデヒド 

ノルマルブチルアルデヒド 

イソブチルアルデヒド 

ノルマルバレルアルデヒド 

イソバレルアルデヒド 

イソブタノール 

酢酸エチル 

メチルイソブチルケトン 

トルエン 

キシレン 

 

排出水 

特定悪臭物質（メチルメルカプタン、硫化水素、硫化メチル、二硫化メチル）の種類ごと

に以下の式により算出した排出水中の濃度とする。 

CLm＝k・Cm 

CLm：排出水中の濃度（mg/L） 

K：種類、排出量毎に定められた定数（mg/L） 

Cm：悪臭物質ごとの敷地境界線上の規制基準値（ppm） 

 

表 ４-１４ 排水の規制基準 

 

  

排水量 

特定悪臭物質   区域の区分 

0.001m3/s 以下の

場合（mg/L） 

0.001m3/s を超え 0.1m3/s

以下の場合（mg/L） 

0.1m3/s を超え

る場合（mg/L） 

メチルメルカプタン 
Ａ区域 0.03 0.007 0.002 

Ｂ区域 0.06 0.01 0.003 

硫化水素 
Ａ区域 0.1 0.02 0.005 

Ｂ区域 0.3 0.07 0.02 

硫化メチル 
Ａ区域 0.3 0.07 0.01 

Ｂ区域 2 0.3 0.07 

二硫化メチル 
Ａ区域 0.6 0.1 0.03 

Ｂ区域 2 0.4 0.09 
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第５節 搬出入車両条件 

 

１ 車両諸元 

搬出入車両の車両諸元は、基本構想から一部を変更し、以下のとおりとする。 

 

表 ４-１５ 搬出入車両の車両諸元 

分類 車種 積載重量等 

収集車（委託、許可業者） 

パッカー車 

平ボディ車 

ダンプ車 

2t～4t 

1t～2t 

最大 10t 車程度 

直接搬入車（一般家庭） 

乗用車 

軽トラック 

平ボディ車 

最大 4t 平ボディ車程度 

直接搬入車（一般受託者） 
平ボディ車 

軽トラック 
最大 4t 平ボディ車程度 

メンテナンス車 平ボディ車 最大 10t 平ボディ車程度 

燃料供給車 タンクローリー 10t 車程度 

資源物搬出車 

ダンプ車 

パッカー車 

平ボディ車 

アームロール車 

最大 10t 車程度 

最大 10t 車程度 

最大 10t 車程度 

2t～4t 

焼却灰搬出車 ダンプ車 最大 10t 車程度 

飛灰搬出車 平ボディ車 最大 4t 平ボディ車程度 

不燃残渣搬出車 ダンプ車 最大 10t 車程度 

来場者車両 乗用車 最大ライトバン程度 

本市職員車両 乗用車 最大ライトバン程度 

※1：エネルギー回収型廃棄物処理施設の受入部の最大車両 10t 車（ダンプ車） 

※2：エネルギー回収型廃棄物処理施設の搬出部の最大車両 10t 車（ダンプ車） 

（D：11m、W：2.5m、H：3m） 

※3：マテリアルリサイクル推進施設の受入部の最大車両 4t 車 

（パッカー車、ダンプ車、平ボディ車） 

※4：マテリアルリサイクル推進施設の搬出部の最大車両 10t 車 

（ダンプ車、ジェットパッカー車）（D：11.42m、W：2.49m、H：3.41m） 
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２ 搬入時間 

本施設の搬入時間は以下のとおりとする。 

 

表 ４-１６ 搬入時間 

区分 搬入可能曜日・時間 休業日 

収集業者 

直接搬入 

許可業者 

平日：8:30～11:30、13:00～16:45 

土曜：8:30～11:30 
日曜日、祝日※ 

※：収集を行う場合がある。 

 

３ 搬入車両台数 

過去 5 年間（平成 29 年度から令和 3 年度）における、本施設への搬入車両台数は以下のと

おりである。 

 

表 ４-１７ 搬入車両台数（平成 29 年度から令和 3 年度） 

項目 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 平均 

家庭系ごみ 35,740 37,403 41,611 45,789 40,785 40,266 

事業系ごみ 7,366 8,296 8,717 8,932 7,647 8,192 

合計 43,106 45,699 50,328 54,721 48,432 48,458 
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第６節 供給施設条件 

供給施設条件は、基本構想及び本計画における検討を踏まえ、それぞれ以下のとおりとする。 

 

１ 電気供給施設 

現状は、現施設のごみ焼却処理施設を受電点とし敷地内の各所に配電している。 

建設工事では、一敷地一受電の原則から、現施設内の受電設備を受電点とするか、エネルギ

ー回収型廃棄物処理施設の試運転開始前に、受電点をエネルギー回収型廃棄物処理施設へ切替

え、各所に配電する。 

受電は、高圧受電方式にて引き込みを行う。 

 

２ 水道供給施設 

本施設のプラント用水は、隣地の浄水管理センター内の貯水タンクからプラント用水受水槽

に引き込む。 

生活用水は、市道の水道本管（配水管）から生活用水受水槽に引き込む。 

 

３ ガス供給施設 

周辺のガス供給条件を踏まえ、詳細設計において決定する。 
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第７節 安全対策 

安全対策は、基本構想の検討を踏まえ、より詳細な検討を行った。 

なお、耐震・浸水対策については、「廃棄物処理施設の耐震・浸水対策の手引き 令和 4 年

11月（環境省環境再生・資源循環局 廃棄物適正処理推進課）」の内容を踏まえるものとする。 

 

１ 施設整備時及び供用開始後の運転管理を考慮した安全対策 

施設整備時及び供用開始後の運転管理を考慮した安全対策の基本的事項は、以下のとおりと

する。 

 

表 ４-１８ 施設整備時及び供用開始後の運転管理を考慮した安全対策 

項 目 内 容 

施設整備時の
対策 

・作業従事者等への安全教育を徹底し、労務災害や周辺への二次災害が発生しない
ように努める。 

・工事車両の通行や出入りは、事故や周辺に迷惑が掛からないよう配慮する。 
・工事用車両の出入口では、交通整理を行い、一般通行者の安全を図る。 
・現場を、常に保安、安全上の必要な処置をとるとともに、整理整頓を励行する。
また、火災や事故防止に努める。 

搬入車両等へ
の対策 

・敷地内通行時の走行速度を制限する。 
・入口扉付近には、衝突防止用ポールを設ける等して扉を保護する。 
・停止線、誘導用ライン、区画線等により事故の低減を図る。 

ごみ投入時
の対策 

・ごみ投入時の車両転落防止装置を設置する。 
・住民がごみを安全に投入できるよう、ダンピングボックスを設置する。 
・ごみ投入扉の開放を防止するとともに自動で開閉し円滑にごみが投入できるよう

各種センサーを設ける。 
・ごみ投入扉の開閉は、クレーン操作室（又は中央制御室）からのインターロック

を設ける等、クレーンの操作に支障がないようにする。 
・扉開閉時に本扉とごみクレーンバケットが接触しないようにする。 

機器設備に
おける対策 

・共通部分を含む機器については、燃焼設備稼動時においても、同機器の定期修理
時、定期点検時に安全で能率的な作業が行えるように十分な配慮をする。 

・関係者以外の者が立ち入ることが危険な場所、作業者への注意を知らせる必要が
ある場所には、標識を設置する。  

・油、薬品類及び危険物類注入口には、受入口等の接続方法を間違えないように工
夫し、注意事項等を記載した表示板（アクリル板）を設ける。 

・薬品類を取扱う箇所には、シャワーや洗眼器等を設置する。 
・床開放開口部には、必要に応じて、手摺りや安全帯用フックを設ける。 
・薬品類を取扱う場所、ほこり、粉じんの多い場所には、散水設備及び排水設備を

設ける。 
・有害ガスの発生及び酸素欠乏場所としての対策が必要なピット・槽等には、換気

設備又可搬式通風装置を設置できるマンホール（φ900 以上）を設ける。 
・高温部に使用されている材料は耐熱性に優れたものを使用する。 
・炉本体、ボイラ、配管等で、熱を放射するもの、人が触れ火傷する恐れのあるも

のは防熱、保温工事を施工する。 
・事故やトラブルが発生した際に、施設の運転を安全に停止するため、緊急停止ボ

タンを設ける。 

計装設備に
おける対策 

・周辺機器の故障及びオペレータの誤操作に対しても、システム全体が停止するこ
とのないよう、フェールセーフ、フールプルーフ等を考慮したハードウェア、ソ
フトウェアを設ける。 

・設備の中枢をなすコンピュータシステムは、危険分散のため DCS とし、各設備・
機器の集中監視・操作及び自動順序起動・停止等を行うものとする。 

・システムの重要部分は二重化構成を採用し、十分信頼性の高いものとする。 

作業時の対策 
・高所作業が必要な所では、転落防止柵、安全帯や転落防止用ネット取り付けフッ

ク、十分な高さの作業用踏み台の設置等、安全な作業が行えるよう配慮する。 
・床開放開口部には、必要に応じて、手摺りや安全帯用フックを設ける。 
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２ 最新の安全システムの導入 

計画・設計要領によると、事故は「設備の不安全状態」と「人の不安全行動」が重なって起

きるとされている。 

人はどのように注意を行っていてもミスをする可能性があることを前提に、「設備の不安全

状態」をなくすことが必要であり、以下のような概念に基づいたシステム構築を行う。 

 

フェールセーフ設計 

故障しても必ず安全な状態となる仕組みや構造の設計 

⇒（車に例えると）自動ブレーキ 

⇒（ごみ処理施設に例えると）地震を検知した際の自動停止システム 

フールプルーフ設計 

誤った操作をしても危険がない設計 

⇒（車に例えると）エアバッグ 

⇒（ごみ処理施設に例えると）非常停止ボタン等の機器に対する安全カバーの設置 

インターロック設計 

不適正な手順の場合、操作を防止する設計 

⇒（車に例えると）ブレーキを踏まないとギアがドライブに入らない 

⇒（ごみ処理施設に例えると）マニュアル通りの操作ではないと、スイッチが入らない 

フォールトトレランス設計 

システムの障害時に、正常な動作を保ち続ける能力設計 

⇒（車に例えると）パンクしても低速であれば通常運転が可能なランフラットタイヤ 

⇒（ごみ処理施設に例えると）停電時でもプラントの監視・制御用の電源を確保するた

め、無停電電源装置の設置 

冗長設計 

故障が発生しても、もう一つあるいはそれ以上の余分な手段を準備する設計 

⇒（車に例えると）スペアタイヤ、ブレーキ（前ブレーキと後ブレーキの 2 系統構成） 

⇒（ごみ処理施設に例えると）空気圧縮機等、主要設備に対し予備設備の設置 
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３ 火災・爆発対策 

火災・爆発対策について以下にまとめる。なお、今後の詳細設計では、火災・爆発事故が起

こりやすいごみピット及び破砕機以外の箇所についても対応できるよう検討を行うこととする。 

また、火災・爆発対策の詳細な検討は、「ごみ処理施設の火災と爆発事故防止対策マニュア

ル 平成 21 年 7 月（全国市有物件災害共済会）」の内容も踏まえ、今後の詳細設計において決

定する。 

 

火災対策 

火災対策の基本的な事項は次のとおりである。 

 

表 ４-１９ 火災対策に関する基本的な事項 

項 目 内 容 

基本的事項 

・火災に対応するため、消防の用に供する設備、消火活動上必要な設備、防火

水槽、消防用水及び自動放水装置等より構成される消防設備を整備する。 

・消防設備は消防関係法令を遵守して設ける。 

・火災対策の実施にあたっては、消防関係法令を遵守するほか、所轄消防本部

が別に定める要綱に従うものとする。 

ごみ貯留時の対策 

・ごみピットの全範囲において、火災発生を早期に検出できる赤外線式火災検

知システムを計画し、検出した火災を早期に、確実に消火できる放水銃装置

を必要数設置する。放水銃装置は、遠隔及び現場操作が行えるようにする。 

自動検知、移報 

・火災の自動検知については消防法に基づくものとし、実際の施工に際して

は、所轄の消防署と協議の上行うものとする。 

・本施設と現施設との間で移報できるものとする。 

・受信機の設置場所は各中央制御室、事務室とする。 

連絡体制の整備 
・作業中は、火災の防止に注意し、火災が認められた時は、速やかに状況が把

握できるように連絡体制を整備する。 

 

爆発対策 

近年、燃やせないごみ中に混入しているカセットボンベ等のガスが、リサイクル施設の高

速回転破砕機の中で爆発を起こす事例が生じている。高速回転による衝撃破砕による火花が

可燃性ガスに引火することが原因である。 

爆発を防止する主な方法は、以下のとおりである。 

・不活性ガスや蒸気を破砕機に注入し、可燃性ガスの濃度を低下させ爆発を防止する方法 

・破砕機に投入する前に、低速回転破砕機でボンベ等を火花が生じないように緩やかに破

砕し、可燃性ガスを希釈する方法 

・安全側に対策を行うため、必要に応じ高速回転破砕機に蒸気吹込による対策を行う 
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４ 地震対策 

近年、全国で大規模な自然災害が発生しており、九州圏内においても平成 28 年に熊本地震

が発生した。一方で、近年の同種施設では、これらの自然災害において、壊滅的な被害を受け

た施設はない。よって、地震及び災害対策としては、本市の地域特性を考慮し、他事例を参考

に、以下を基準とする。 

 

地震の想定 

長崎県及び本市で想定される地震について、「大村市地域防災計画・大村市水防計画 令

和 3 年修正（大村市）」の内容を以下にまとめる。 

  ア 長崎県の地震想定 

  （ア）長崎県内の地震想定の検討状況 

長崎県地震等防災アセスメント調査委員会では、長崎県において発生が予測される地震

時の地震動、液状化、斜面崩落、津波等による物的・人的被害等が検討され、「長崎県地

震等防災アセスメント調査報告書 平成 18 年 3 月（長崎県）」として報告された。 

  （イ）地震震度 

長崎県地震発生想定検討委員会及び長崎県地震等防災アセスメント調査委員会が合同で

県内の震度予測について検討した結果、県内の活断層で最大の規模が予測されるのは、雲

仙地溝南縁断層帯の東部、西部が連動した地震である。この場合、諫早・大村地区で震度

5 強～震度 6強が予測されている。 

また、活断層が確認されていない場所での震度予測を行うため、県内全域でのＭ6.9

（震源断層上端の深さ 3ｋｍ）の地震を想定しており、その場合、本市においても震度 6

弱～6 強が予測される。 

  （ウ）長崎県の過去の地震被害の実態 

県内の主な地震被害の発生地域は、橘湾から島原半島付近、諫早市付近、長崎市周辺、

壱岐・対馬周辺である。その他、長崎県周辺で発生した規模の大きな浅い地震によって被

害を受けたことがあるほか、四国沖から紀伊半島沖を震源域とする巨大地震でも被害が生

じている。 

 

  イ 大村市周辺の活断層 

「長崎県の活断層 雲仙活断層群の調査 平成 17 年 3 月（長崎県）」及び「大村市地域

防災計画・大村市水防計画 令和 3 年修正（大村市）」に基づく、大村市周辺の活断層の

状況を以下にまとめる。 

平成 14 年度～16 年度に実施された「雲仙活断層群の調査」により、陸域及び海底に多

くの活断層が分布していることが確認されている。 

同調査では、陸域及び海底において確認される雲仙活断層を、雲仙地溝北縁断層帯、雲

仙地溝南縁東部断層帯及び雲仙地溝南縁西部断層帯の 3 断層帯に区分しており、海底にお

いては、橘湾西部断層帯、島原沖断層群として活断層を確認している。 

なお、本市には、活断層として推定されるものが大村から諫早北西付近に存在する（大

村諫早北西付近断層帯）と指摘されている。 
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図 ４-３ 長崎県周辺の活断層 

出典：大村市地域防災計画・大村市水防計画 令和 3 年修正（大村市） 

 

  ウ 想定地震 

「大村市地域防災計画・大村市水防計画 令和 3 年修正（大村市）」に基づく地震の概

要を次に示す。 

 

表 ４-２０ 大村市における想定地震の概要 

想定地震 
雲仙地溝北縁 

断層帯 

雲仙地溝南縁東

部断層帯と西部

断層帯連動 

島原沖断層群 
橘湾西部 

断層帯 

大村－諫早北

西付近断層帯 

地震規模 M7.3 M7.7 M6.8 M6.9 M7.1 

大村市 
震度 5 弱－ 

震度 6 弱 

震度 5 強－ 

震度 6 強 

震度 4－ 

震度 5 弱 

震度 4－ 

震度 5 強 

震度 6 弱－ 

震度 6 強 

出典：大村市地域防災計画・大村市水防計画 令和 3 年修正（大村市） 
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地震対策の基本的事項 

地震対策の基本的な事項は次のとおりとする。 

 

表 ４-２１ 地震対策に関する基本的な事項 

項 目 内 容 

災害廃棄物の処理 

・地震等の災害時に発生する廃棄物については、施設の損傷の状況、継続的

な稼働の可否、処理体制の状況、処理対象ごみのごみ質等を総合的に勘案

して、災害廃棄物の処理も可能となるよう対応する。 

構造における対策 

・ごみ処理施設は特殊な施設のため、できる限り安定性を重視した計画と

し、地震時等に耐える余力を持った構造とする。 

・高温燃焼設備等を含むプラント機械設備を収納した建物であることから、

安全性とともに災害防止に配慮した構造とする。 

・機器は、振動や地震時に建屋に障害を与えることなく支持される構造とす

る。 

非常時の電力確保 

・災害時に電気事業者からの送電が停止した場合で、かつ、炉の立上げが可

能な場合は、非常用発電設備により１炉を立上げた後、蒸気タービン発電

機により自立運転を確立し、処理を継続できる計画とする。 

 

耐震設計及び計画に当たって適用する基準 

耐震設計及び計画に当たって適用する基準類は、法体系及び他地区での採用事例等から最

新版を適用することを基本とし、必要な基準類は積極的に適用する。 

  ア 建築基準法・同施行令 

  イ 官庁施設の総合耐震・対津波計画基準（主に建築物） 

  ウ 建築物の構造関係技術基準解説書（主に建築物） 

  エ 火力発電所の耐震設計規程（指針）（主にプラント設備） 

  オ その他使用部品により参考とすべき基準類他 

 

地域別地震係数 

地域別地震係数は、0.8とする。 
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耐震安全性の分類 

耐震安全性の分類は、構造体Ⅱ類※（重要度係数を 1.25）、建築非構造部材Ａ類、建築設

備甲類とする。 

※：「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準（平成 25年 3月 国土交通省）」において、「耐

震安全性の分類をⅡ類とする建築物については、大地震動後、構造体の大きな補修を

することなく建築物を使用できることを目標とし、人命の安全確保に加えて機能確保

が図られるものとする。」とされていることから、耐震安全性の分類がⅡ類とする建

築物を適用して設計を行う。 

 

表 ４-２２ 耐震安全性の目標 

部位 分類 耐震安全性の目標 

構造体 

Ⅰ類 
大地震動後、構造体の補修をすることなく建築物を使用できることを目標と

し、人命の安全確保に加えて十分な機能確保が図られるものとする。 

Ⅱ類 
大地震動後、構造体の大きな補修をすることなく建築物を使用できることを目

標し、人命の安全確保に加えて機能確保が図られるものとする。 

Ⅲ類 
大地震動により構造体の部分的な損傷は生じるが、建築物全体の耐力の低下は

著しくないことを目標とし、人命の安全確保が図られるものとする。 

建築非構

造部材 

Ａ類 

大地震動後、災害応急対策活動等を円滑に行う上、又は危険物の管理の上で支

障となる建築非構造部材の損傷、移動等が発生しないことを目標とし、人命の

安全確保に加えて十分な機能確保が図られるものとする。 

Ｂ類 
大地震動により建築非構造部材の損傷、移動等が発生する場合でも、人命の安

全確保と二次災害の防止が図られていることを目標とする。 

建築設備 

甲類 

大地震動後の人命の安全確保及び二次災害の防止が図られているとともに、大

きな補修をすることなく、必要な設備機能を相当期間継続できることを目標と

する。 

乙類 
大地震動後の人命の安全確保及び二次災害の防止が図られていることを目標と

する。 

出典：耐震安全性の目標及び分類の一覧（国土交通省） 
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表 ４-２３ 耐震安全性の分類 

対象施設 

耐震安全性の分類 

構造体 
建築非構

造部材 
建築設備 

（１） 

災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第２

条第３号に規定する指定行政機関が使用する官庁施

設（災害応急対策を行う拠点となる室、これらの室

の機能を確保するために必要な室及び通路等並びに

危険物を貯蔵又は使用する室を有するものに限る。

以下（２）から（11）において同じ。 

Ⅰ類 Ａ類 甲類 
（２） 

災害対策基本法第２条第４号に規定する指定地方行

政機関（以下「指定地方行政機関」という。）であ

って、２以上の都府県又は道の区域を管轄区域とす

るものが使用する官庁施設及び管区海上保安本部が

使用する官庁施設 

（３） 

東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、愛知県、大阪

府、京都府及び兵庫県並びに大規模地震対策特別措

置法（昭和５３年法律第７３号）第３条第１項に規

定する地震防災対策強化地域内にある（２）に掲げ

るもの以外の指定地方行政機関が使用する官庁施設 

（４） 

（２）及び（３）に掲げるもの以外の指定地方行政

機関が使用する官庁施設並びに警察大学校等、機動

隊、財務事務所等、河川国道事務所等、港湾事務所

等、開発建設部、空港事務所等、航空交通管制部、

地方気象台、測候所、海上保安監部等及び地方防衛

支局が使用する官庁施設 

Ⅱ類 Ａ類 甲類 

（５） 
病院であって、災害時に拠点として機能すべき官庁

施設 
Ⅰ類 Ａ類 甲類 

（６） 病院であって、（５）に掲げるもの以外の官庁施設 Ⅱ類 Ａ類 甲類 

（７） 

学校、研修施設等であって、災害対策基本法第２条

第１０号に規定する地域防災計画において避難所と

して位置づけられた官庁施設（（４）に掲げる警察

大学校等を除く。） 

Ⅱ類 Ａ類 乙類 

（８） 
学校、研修施設等であって、(７)に掲げるもの以外

の官庁施設((４）に掲げる警察大学校等を除く。） 
Ⅱ類 Ｂ類 乙類 

（９） 
社会教育施設、社会福祉施設として使用する官庁施

設 

（10） 

放射性物質若しくは病原菌類を貯蔵又は使用する施

設及びこれらに関 

する試験研究施設として使用する官庁施設 

Ⅰ類 Ａ類 甲類 

（11） 

石油類、高圧ガス、毒物、劇薬、火薬類等を貯蔵又

は使用する官庁施設及びこれらに関する試験研究施

設として使用する官庁施設 

Ⅱ類 Ａ類 甲類 

（12） （１）から（11）に掲げる官庁施設以外のもの Ⅲ類 Ｂ類 乙類 

出典：耐震安全性の目標及び分類の一覧（国土交通省） 
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５ 耐水・耐浪性 

「大村市防災マップ 令和 3 年（大村市）」において、本施設の建設予定地は、浸水及び津

波に対しては影響がないと想定されている。ただし、本施設は大村湾に面していることを考慮

し、電気室や中央制御室といった重要な設備の 2 階以上の設置を検討する。 

 

６ 災害復旧への貢献 

ごみ処理施設は、各種自然災害発生時にも被害を拡大させないような施設とする必要があり、

また災害からの復旧に役立つ必要がある。環境省からもごみ処理施設の災害に対する役割が求

められ、一部の施設整備費の交付金を交付する条件として指定されている。 

前述のとおり、本施設は他都市事例を踏まえ、同等以上の耐震強度を持つ施設を整備するこ

とで、自然災害に強い施設とするが、以下のように災害復旧に貢献できる施設とする。 

  ア 災害時に発生する廃棄物を早期かつ確実に処理できるように、災害廃棄物処理分を施設

規模に加算する。 

  イ 非常用発電機は商業電力が停止しても施設稼動できるよう１炉立上げ分の容量を見込む。 

※一般的には、安全立下げ分の容量しかない。 

  ウ 上水、薬品、灰搬出設備等は、常時 7 日分稼働できる貯留能力を確保する。 

  エ 災害時に周辺住民の避難場所として、避難所機能を持たせた施設とする。 
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第８節 余熱利用条件 

余熱利用条件は、基本構想での検討を踏まえ、以下のとおり設定した。 

 

１ 余熱利用の目的 

ごみの焼却処理に伴って発生する熱は、従来からごみ処理施設において処理プロセスの中で

利用されてきたが、ごみ質の高カロリー化、ごみ処理の燃焼制御や余熱を利用した発電技術の

向上、固定買取制度の導入、電力自由化等、社会情勢の変化も影響し、新たにごみ焼却施設を

建設する際には、ごみ発電等により余熱が積極的に利用されるようになっている。 

こうした背景を踏まえ、本施設においてもごみの焼却に伴い発生する余熱を蒸気及び温水で

回収して有効利用し、地球温暖化防止、省資源、省エネルギーに貢献することを目指すものと

する。 

また、発電設備（タービン発電機、非常用発電機）を設けることにより、災害時に外部から

の電力供給が断たれても、自立運転ができるよう計画する。 

 

２ エネルギー回収率の達成 

ごみ焼却施設は、循環型社会形成推進交付金制度において、「エネルギー回収型廃棄物処理

施設」として位置づけられており、交付対象とするためには、施設規模ごとに定められたエネ

ルギー回収率等を達成する必要がある。 

エネルギー回収型廃棄物処理施設の施設規模が 100t/日超～150t/日以下の場合に達成すべき

エネルギー回収率等を以下に示す。 

本施設では、循環型社会形成推進交付金制度の主旨を踏まえ、交付率 1/2 を目指すこととし、

エネルギー回収率の向上を図ることで、エネルギー回収率を 18.0％以上とする。 

 

表 ４-２４ 達成すべきエネルギー回収率等 

交付率の区分 エネルギー回収率 その他の主な条件 

1/2 18.0％以上 

○災害廃棄物処理計画の策定 

○災害廃棄物の受入に必要な設備を備える 

○「事業活動に伴う温室効果ガスの排出抑制等及び日

常生活における温室効果ガスの排出抑制への寄与に

係る事業者が講ずべき措置に関して、その適切かつ

有効な実施を図るために必要な指針」に定める二酸

化炭素排出量の目安に適合するよう努める 

○施設の長寿命化のための施設保全計画の策定 

1/3 14.0％以上 ○施設の長寿命化のための施設保全計画の策定 

出典：エネルギー回収型廃棄物処理施設整備マニュアル 平成 26年 3月策定、令和 3年 4月改定（環境省） 
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３ 熱利用の形態 

熱回収の形態を以下に示す。多くは蒸気あるいは温水に変換して有効利用されている。 

焼却施設に隣接して、余熱利用施設を建設し、温水や蒸気、発電した電力を供給している事

例もある。 

図 ４-４ 熱利用の形態 

 

４ 電力買取制度の活用 

FIT 制度（再生可能エネルギーの固定価格買取制度）は、再生可能エネルギーで発電した電

気を、電力会社が一定価格で一定期間買い取ることを国が約束する制度である。発電した電力

を電力会社が定額で買い取るため、市場価格の高低に関わらず、電気が取引される。 

FIP 制度は、2022 年 4 月に開始した制度であり、発電した電力を卸市場や相対契約等で取引

し、供給した電力に対して一定のプレミアム（補助額）を上乗せする制度である。プレミアム

は市場価格の水準に合わせて一定の頻度で更新されるため、売電収入は市場価格に連動する。 

新たにエネルギー回収型廃棄物処理施設を建設する場合には、余熱を利用して発電し場内で

消費後に余剰となる電力を積極的に売電する自治体が多く、本施設においても電力買取制度を

活用し、エネルギー回収率の達成と余熱の有効利用を推進することとする。 

 

表 ４-２５ 固定価格買取制度における買取単価 

出典：経済産業省資源エネルギー庁ホームページ  

項 目 

1kWhあたり調達価格(FIT)/基準価格(FIP) 

一般木質バイオマス・農産物の収穫

に伴って生じるバイオマス固体燃料 
農産物の収穫に伴って生

じるバイオマス液体燃料 

（入札制度適用区分） 

建設資材

廃棄物 

廃棄物・そ

の他のバイ

オマス 
10,000kW以上 10,000kW

未満 （入札制度適用区分) 

2022年度 
入札制度により決定 

(第 5回事前非公表） 24円 

入札制度により決定 

(第 5回事前非公表） 13円 17円 

2023年度 入札制度により決定 入札制度により決定 

調達期間(FIT) 

交付期間(FIP) 
20年間 

場内給湯

暖 房

処理プロセス利用熱回収

温 水

蒸 気 温 水

発 電

余熱

場外給湯

暖 房

施設内消費

送電、売電
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５ 場外余熱供給施設の検討 

場外余熱利用施設は検討中であり、余熱利用施設の利用形態が決まっていないことから、本

計画では蒸気または高温水による熱供給を基本として計画する。必要熱量は 2GJ/h 程度とする

が、引き続き検討を行うものとする。 

場外余熱供給施設のエネルギー回収形態とその必要熱量の例を以下に示す。 

 

表 ４-２６ エネルギー回収形態とその必要熱量（例） 

利用用途 供給先概要 供給形態 必要熱量(MJ/h) 単位当たり熱量 

福祉施設 
収容人員 60名 

給湯量 16m3/8h 

蒸気 

温水 
460 230,000kJ/m3 

温水プール 
25m、一般用・ 

子供用併用 

蒸気 

温水 
2,100 － 

温水プール

用シャワー

設備 

給湯量 30m3/8h 
蒸気 

温水 
860 230,000kJ/m3 

温水プール 

管理棟暖房 
延床面積 350m2 

蒸気 

温水 
230 670kJ/m2・h 

出典：計画・設計要領 

 

６ 場内余熱利用 

余熱利用用途の例を次に示す。ごみの保有熱量等の 90％以上が廃熱ボイラで回収される。 

 

表 ４-２７ 余熱利用用途の例 

工 程 利用設備等 内 容 

処理プロセス

での利用 

燃焼用空気予熱器 排ガスの熱を利用して燃焼用空気の予熱 

スートブロワ 
蒸気等で伝熱面の付着物を除去 

（なお、蒸気を利用しない方式もある。） 

脱気器 蒸気で加熱しボイラ給水中の気体を除去 

エコノマイザ 排ガスの熱を利用しボイラ給水を加熱 

発電で利用 廃熱ボイラ 排ガスの熱を利用して蒸気を発生 

蒸気タービン 廃熱ボイラで作った蒸気利用して発電 

その他 温水発生器 排ガスの熱を温水に変換して場外、場内で利用 
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７ 課題の整理 

地域ニーズとの把握 

発電を中心とした余熱利用を推進するが、温水供給や蒸気供給等に係る地域のニーズを把

握した上で、詳細に余熱利用方法を定めることとする。 

 

送電網の空き容量の把握 

近年、太陽光発電所等の建設が進み、送電網の空き容量が少なくなっている。 

九州電力の送電網の空き容量マップでは、令和５年３月現在、市域は、容量面で制約が発

生しているエリアとなっている。 

本施設で発電した電力を送電する際に、平常時に発電するために必要な容量が確保されて

いる従来の接続方式に空きがない場合は、ノンファーム型接続となる可能性がある。ノンフ

ァーム型接続とは、令和 3 年 1 月 13 日から適用が開始され、送電線等の送変電設備の空い

ている容量を活用し、新しい電源を接続する方法である。ノンファーム型接続では、送変電

設備の空いている容量を活用することから、送変電設備の事故や故障等がない平常時であっ

ても、空いている容量に合わせて，出力制御を行う必要がある。 

今後、電力会社との事前相談や接続検討を進め、送電量や必要な設備機器、接続に係る整

備工事等の詳細を定めることとする。 

                                    

 

図 ４-５ 九州電力送電網空き容量マップ（ピンク：送電網制限有、赤枠：本市域） 

出典：九州電力送配電株式会社ホームページ   
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第９節 関連施設条件 

関連施設条件は、基本構想及び本計画における検討を踏まえ、以下のとおりとする。 

 

１ 最終処分場との連携 

エネルギー回収型廃棄物処理施設から搬出される焼却灰の一部、飛灰処理物及びマテリアル

リサイクル推進施設から搬出される不燃残渣については、最終処分場にて最終処分を行う。 

貯留・搬出方法は、最終処分場への搬出の便宜を考慮した貯留方式を選択することとし、搬

出しやすいよう、搬出車両の積込場所や動線にも留意するものとする。 

 

２ 資源化処理委託施設との連携 

エネルギー回収型廃棄物処理施設から排出される焼却灰の一部及びマテリアルリサイクル推

進施設から排出される資源物は、資源化処理委託施設にて資源化を行うため、受入先の基準を

満たすよう、本施設の整備・運営に留意するものとする。 

貯留・搬出方法は、資源化処理委託施設への搬出の便宜を考慮した貯留方式を選択すること

とし、搬出しやすいよう、搬出車両の積込場所や動線にも留意するものとする。 

 

  



60 

 

第５章 処理方式の整理・検討 

第１節 エネルギー回収型廃棄物処理施設 

 

１ ごみ焼却施設の種類と絞り込み 

ごみ焼却施設には、以下の焼却方式がある。 

焼却方式は安定的で信頼できるものである必要があるため、近年の採用事例が少ないガス化

溶融施設のうち、キルン式は採用不可とする。 

同様に、ガス化改質施設は、近年の採用事例がなく、回収改質資源（混合塩、金属水酸化物、

硫黄）の利用先確保が困難なことから採用不可とする。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

図 ５-１ ごみ焼却施設の種類 

 

 

 

  

ごみ焼却施設 ストーカ式 

流動床式 

分離方式 

ガス化改質施設 

シャフト炉式 

流動床式 

ガス化溶融施設 

キルン式 

一体方式 

焼却施設 
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２ 技術概要と最新技術の動向 

「１ ごみ焼却施設の種類と絞り込み」において選定した焼却施設（ストーカ式、流動床式）及びガス化溶融炉（シャフト炉方式、流動床炉方式）の技術概要と技術動向を以下に整理する。 

 

表 ５-１ ごみ焼却施設の技術概要と技術動向 

項目 
焼却施設 ガス化溶融炉 

ストーカ式 流動床式 シャフト炉方式 流動床炉方式 

処
理
方
式
概
要 

・機械的に動く火格子（ストーカ）上にごみを供給し、

火格子の下方から空気を吹き込みながら、乾燥・燃

焼・後燃焼と段階的に燃焼させる方式。 

・燃焼温度は、「ごみ処理に係るダイオキシン類発生防止

等ガイドライン 平成 9年 1月（環境省）」で 850℃以上

（900℃以上が望ましい）と規定。 

・近年では、次世代ストーカとして、低空気比による排

ガスの減少化、高温燃焼による排ガスのクリーン化、

熱回収の効率化等の技術が進む。 

・ストーカの種類は、平行揺動式、階段式、逆動式、並

列揺動式、回転火格子式、移床式、回転ローラー式、

扇形反転式、竪型火格子式等がある。 

・650～800℃に熱した流動砂の下部から空気を吹き込

み、流動砂を風圧により流動させ、ごみを燃焼（800～

1,000℃）させる方式。 

・流動砂を熱媒体とし、均一な流動燃焼が行われ、燃焼

後の灰は全て飛灰となり、排ガスとともに排出され後

段のろ過装置等で捕集される。 

・ごみの乾燥、ガス化、燃焼の過程を瞬時に行う。 

・縦型の炉であり、乾燥・予熱帯で加熱（約

300℃）し、水分を蒸発させ、熱分解帯でごみの

ガス化（300～1,000℃）後、燃焼・溶融帯で無機

物（灰分等）の溶融（1,600～1,800℃）を行う

（熱分解によるガス化と溶融を一体で行う）方

式。 

・溶鉱炉の原理を利用したコークスタイプと酸素や

LP ガスを利用する酸素式がある。 

・熱分解と溶融を分離して実施。（直接加熱式） 

・流動床炉内（空気の少ない状態）において 500℃

～600℃程度で熱分解を行い、ガス化（部分燃焼

ガス化）し、後段の旋回式溶融炉で、ガス化した

可燃性ガス、未燃炭素分、燃焼空気により 1,200

～1,400℃程度で灰分を溶融。 

排
出
物 

鉄（酸化）、不燃物、焼却灰、飛灰 鉄（酸化）、不燃物、飛灰 スラグ、メタル、溶融飛灰 鉄、アルミ､スラグ、溶融飛灰、不燃物 

構
造
図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

燃やせないごみ等の破 

砕･選別処理後の 

可燃残渣 

 
資源化 最終処分 

 
溶融飛灰 

破砕 

 
溶融飛灰 

 
資源化 最終処分 

燃やせないごみ等

の破砕･選別処理

後の可燃残渣 

 
資源化 最終処分 

飛灰 

 
資源化 最終処分 

二
次
燃
焼 

 
資源化 最終処分 

焼
却
炉 

飛灰 

資源化 

焼却残渣 

二
次
燃
焼 

 
資源化 最終処分 燃やせないごみ等の破砕･

選別処理後の可燃残渣 

燃やせないごみ等の破砕･

選別処理後の可燃残渣 
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３ 処理方式の設定 

エネルギー回収型廃棄物処理施設における処理方式は、基本構想において「ストーカ式」と

設定されており、本計画においても、処理方式を「ストーカ式」として検討を行うこととする。 

 

４ エネルギー回収型廃棄物処理施設の処理フローの設定 

エネルギー回収型廃棄物処理施設の処理フローを以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ５-２ エネルギー回収型廃棄物処理施設の処理フロー 
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煙突 大気放出 

消石灰等の吹込み 

余熱利用 

アンモニア等の吹込み 

飛灰処理設備 

資源化 

焼却灰 

飛灰 

焼却灰ピット 

最終処分 
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５ 基本性能の検討 

燃焼条件 

燃焼条件は、「ごみ処理に係るダイオキシン類発生防止等ガイドライン 平成 9年 1月（環

境省）」に基づき、以下のとおりとする。 

  ア 燃焼温度：850℃以上（900℃以上が望ましい） 

  イ 燃焼室におけるガスの滞留時間：2秒 

  ウ ＣＯ濃度：30ppm 以下（Ｏ₂12％換算値の 4 時間平均値） 

 

熱しゃく減量 

熱しゃく減量は、交付金対象事業として実施する場合の基準となる「廃棄物処理施設整備

国庫補助事業に係るごみ処理施設性能指針 平成 10 年 10 月 28 日公布（環境省）」に定めら

れた 5％以下とする。 

 

処理残渣の重金属等含有量 

  ア 飛灰処理物の重金属溶出基準 

飛灰処理物の重金属溶出基準は、以下の「金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定

める総理府令（昭和 48年 2 月 17 日総理府令第 5 号）」の基準を遵守するもとのとする。 

 

表 ５-２ 飛灰処理物の重金属溶出基準 

項目 基準値 

カドミウム又はその化合物 0.09mg/L 以下 

鉛又はその化合物 0.3mg/L 以下 

六価クロム又はその化合物 1.5mg/L 以下 

ひ素又はその化合物 0.3mg/L 以下 

水銀又はその化合物 0.005mg/L 以下 

アルキル水銀化合物 検出されないこと 

セレン又はその化合物 0.3mg/L 以下 

1,4－ジオキサン 0.5mg/L 以下 

 

  イ 焼却灰及び飛灰中ダイオキシン類含有量 

ばいじんまたは燃え殻におけるダイオキシン類の基準は、廃棄物の処理及び清掃に関す

る法律施行規則において、含有量が 3ng-TEQ/g 以下であることと定められているため、本

計画でもこれを遵守するものとする。 
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６ 系列数と操炉計画の検討 

系列数の検討 

本施設は、本市で唯一の燃やせるごみの処理施設となる。 

このため、処理対象ごみ量が少ない時期に行う定期点検時等においても適正処理が可能な

ように、処理系列は複数炉構成を基本とする。 

処理系列数は、基本構想において、2 系列と 3 系列の比較を行っている。その結果、2 系

列では定期補修時の処理能力低下等の点では 3 系列にやや劣るものの、必要設置面積や建設

費等で優位性が確認されている。 

以上より、焼却施設の系列数は 2系列とする。 

 

表 ５-３ 系列数の比較 

項目 2 系列 3 系列 

① 必要面積 
○ 設備点数が少ないため、3 炉に

比べ施設全体面積が小さい。 

△ 設備点数が 1 炉分多いため、2

炉に比べ施設全体面積が大き

い。 

② 建設費 
○ 設備点数が少ないため、3 炉に

比べ建設費を小さくできる。 

△ 機器点数が多いため、2 炉に比

べ建設費が大きくなる。 

③ 安定燃焼 

（ごみ量の変動） 

△ ごみピットにより焼却投入量

の調整はある程度可能である

が、3 炉に比べ対応性は低い。 

○ ごみ量が一定以上減少した場

合、2 炉運転にする等の対応が

可能である。 

④ 安定燃焼 

（ごみ質の変動） 

○ 3 炉に比べ、1 炉あたりの炉規

模が大きいため、炉内でのご

み質の平均化が可能である。 

△ 2 炉に比べ、1 炉あたりの炉規

模が小さいため、ごみ質の変

動への対応性が低い。 

⑤ 定期補修時の 

処理能力 

△ 定期補修を 1炉ずつ行う場合、

処理能力が 1/2 になるため、3

炉に比べ処理能力の低下が大

きい。 

○ 定期補修を 1炉ずつ行う場合、

処理能力が 2/3 になるため、2

炉に比べて処理能力の低下が

小さい。 

⑥ 定期整備時の 

安全性 

○ 3 炉に比べ機器点数が少ないた

め整備作業時の安全性が高

い。 

△ 中央炉の整備時には、両側に

運転炉があるため、整備作業

時に注意が必要である。 

⑦ 基幹改良工事

への対応 
△ 工事期間の確保が難しい。 ○ 工事期間の確保が容易。 

⑧ ごみ発電の 

発電量 

△ 3 炉に比べ、補修時における処

理能力の低下が大きいため、

発電量の低下も大きい。 

○ 2 炉に比べ、補修時における処

理能力の低下が小さいため、

発電量の低下も小さい。 

出典：基本構想 
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操炉計画の検討 

2 系列及び 3系列の操炉計画（例）は以下のとおりである。本施設では、2 系列の場合を

採用するものとする。 

 

表 ５-４ 操炉計画（例）（各炉毎の年間停止日数：85 日） 

出典：計画・設計要領 

 

第２節 マテリアルリサイクル推進施設 

 

１ 技術概要と最新技術の動向 

「第７章 マテリアルリサイクル推進施設の処理設備計画」を参照すること。 
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２ マテリアルリサイクル推進施設の処理フローの設定 

マテリアルリサイクル推進施設の処理フローを以下に示す。 

 

燃やせないごみ及び粗大ごみ処理系列 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ５-３ 燃やせないごみ及び粗大ごみ処理系列の処理フロー 

 

かん類処理系列 

 

 

図 ５-４ かん類処理系列の処理フロー 

 

びん類処理系列 

 

 

 

図 ５-５ びん類処理系列の処理フロー 

 

ペットボトル処理系列 

 

 

 

図 ５-６ ペットボトル処理系列の処理フロー 

 

プラスチック製容器包装類処理系列 

 

 

 

図 ５-７ プラスチック製容器包装類処理系列の処理フロー  

スプリングマットレス、 

ソファー類 
受入 手解体 

資源物 

可燃物 

圧縮 貯留 受入ヤード 選別 かん類 搬出 

受入ヤード 

（生きびん回収、ふた除去） 

びん類 

（透明、茶、その他） 
手選別 貯留 搬出 

ペットボトル 貯留 手選別 圧縮・梱包 

（汚れたペットボトル、 

キャップ及びラベル除去） 

破袋 搬出 

（資源化不適物及び危険物除去） 

プラスチック製 

容器包装 
貯留 手選別 圧縮・梱包 破袋 搬出 

燃やせないごみ 受入 手選別 資源物及び処理不適物の除去 

前処理 

（資源物、異物の除去） 

粗大ごみ 受入 破砕 選別 貯留 

可燃性粗大ごみ 

（エネルギー回収型廃棄物処理施設内

の切断機に投入し、焼却処理） 

 

可燃物 

不燃物 

鉄、アルミ 
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３ 基本性能の検討 

マテリアルリサイクル推進施設の搬出基準（純度、回収率）は、以下のとおりとする。 

 

表 ５-５ 燃やせないごみ及び粗大ごみ処理の搬出基準（湿重量％） 

種類 純度 回収率 

鉄類 95％以上 保証値 90％ 目標値 

アルミ類 85％以上 保証値 60％ 目標値 

破砕可燃物 85％ 目標値 80％ 目標値 

破砕不燃物 － 設定なし － 設定なし 

 

表 ５-６ かん類の搬出基準（湿重量％） 

種類 純度 回収率 

スチールかん 95％以上 保証値 95％ 目標値 

アルミかん 95％以上 保証値 90％ 目標値 

 

表 ５-７ びん類、ペットボトル、プラスチック製容器包装の搬出基準（湿重量％） 

種類 品質基準 回収率 

びん ※ 保証値 80％以上 目標値 

ペットボトル ※ 保証値 90％以上 目標値 

プラスチック製容器包装 ※ 保証値 85％以上 目標値 

※：「公益財団法人 日本容器包装リサイクル協会」が定める市町村からの引取り品質ガイドラ

イン（以下、「引取り品質ガイドライン」という。）を満足するものとし、品質調査による評価

がある場合は総合判定でＡランク、品質調査内容に品質ランク区分及び配点基準（判定基準）

が設定されているものについては、全ての検査項目で Bランク（又は中間点）以上を満たす。 

出典：計画・設計要領 

 

４ 受入・供給設備の検討 

「第７章 第１節 受入・供給設備」を参照すること。 

 

５ 破砕選別処理方式の検討 

「第７章 第２節 １ 不燃物破砕機」及び「第７章 第４節 選別設備」を参照すること。 
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第６章 エネルギー回収型廃棄物処理施設の処理設備計画 

本章では、以下に示すエネルギー回収型廃棄物処理施設の主要設備に係る概要検討を行った。 

 

  ア 受入・供給設備 

  イ 前処理設備 

  ウ 燃焼設備 

  エ 燃焼ガス冷却設備 

  オ 排ガス処理設備 

  カ 余熱利用設備・エネルギー回収設備 

  キ 通風設備 

  ク 灰出し設備 

  ケ 給水設備・排水処理設備 

  コ 電気・計装設備 

  サ その他設備・必要な事項 
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第１節 受入・供給設備 

 

１ 計量機 

計量機は、施設への搬入ごみや施設から搬出する焼却灰等の量、出入する運搬車両の台数等

を正確に把握し、施設の管理を合理的に行う目的で設置する。 

 

台数 

計画・設計要領によると、台数については概ね 300ｔ/日までは 1台で可能とされている。 

しかし、1 台（搬入路と搬出路を兼用）の場合、直接搬入車両の混雑も想定されることか

ら、計量機の台数は 2台（搬入路 1 台、搬出路 1 台）を標準とする。 

 

種類 

計量機の種類は、電気式（ロードセル式）、機械式及びてこ・ロードセル併用式がある。 

電気式（ロードセル式）では、ロードセルによって検出された信号を重量に変換し、デジ

タル表示する。機械式は、てこの動きを振子に伝え、振子カムの復元力を利用してダイヤル

上に指針で重量値を表示するダイヤル表示式と、振子に代えて悼上の重錘で平衡をとり、悼

の目盛を読み取って重量を知る樟式表示の形式がある。その他、振子カム利用の機械式に信

号変換器を付加することでデジタル表示する形式がある。 

本計画では、大型化しやすく構造が簡単（故障しにくくメンテナンスが容易）であり、か

つ採用実績が多い電気式（ロードセル式）とする。なお、計量機の最大可能ひょう量（計測

可能重量）は 30ｔ、最小目盛は 10kg とする。 

 

表 ６-１ 計量機の仕様 

 

 

 

 

 

  

項目 内容 

最大ひょう量 30ｔ 

最小目盛 10kg 

使用範囲 10kg～30ｔ 

積載台寸法 幅 3.0ｍ以上、長さ 8.0ｍ以上 
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図 ６-１ ロードセル式計量機の例 

出典：計画・設計要領 

 

２ プラットホーム 

プラットホームは、ごみ収集車や直接搬入車両のピットへの投入作業が円滑に行えるような

広さを確保する必要がある。 

ごみ収集車が安全かつ容易にごみ投入作業ができるようにするため、床幅は 18ｍ以上確保す

る。また、プラットホームの投入扉手前には車止めを設置し、ごみ収集車両がごみピット内に

転落しないように配慮する。 

床面に落ちこぼれたごみやプラットホーム内の洗浄水は、ごみピットに投入する。 

なお、環境保全対策として、プラットホームは屋内式とし、プラットホームの扉は、ごみの

搬入時以外は閉めるとともに、プラットホーム出入口にエアカーテンを設置する。また、通常

時は、プラットホーム内の空気を吸入し、ごみ燃焼用空気として使用することにより、ごみピ

ット内を負圧に保って悪臭のもれを防ぐが、全炉停止時の臭気対策として、吸着脱臭方式の脱

臭設備を設置する。 

 

 

図 ６-２ 屋内式プラットホームと悪臭対策  
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３ ごみピット 

ごみピットは、搬入されたごみを一時貯えることにより、処理量を調整するとともに、焼却

量の均一化や撹拌による安定燃焼のために設置する。 

 

貯留日数 

「廃棄物処理施設の発注仕様書作成の手引き（標準発注仕様書及びその解説）エネルギー

回収推進施設編 ごみ焼却施設（第 2 版）（環境省）」によると、全炉停止時に他の施設にご

みを転送できない場合には必要な貯留日数を考慮し、ごみピットの容量は施設規模の 5～7

日分が一般的であるとされている。 

全炉停止時においても、ごみの搬入を継続して行うため、ごみピットの容量は施設規模の

7 日分とする。 

 

ごみピット容量 

ごみピット容量は、貯留日数の検討結果を踏まえ、計画年間日最大処理量（施設規模）の

7 日分の容量を貯留できるものとする。 

なお、ごみピット容量は以下の式で算出されるが、ごみの単位体積重量は、計画ごみ質に

おいて算出した単位体積重量を用いるか、ピット内におけるごみの圧密を考慮した値とする

かは、詳細設計において決定する。 

 

 

  

ごみピット容量 

＝ 計画年間日最大処理量（施設規模）× 貯留日数 ÷ 見かけ比重（単位体積重量）※ 

 ※：「廃棄物処理施設の発注仕様書作成の手引き（標準発注仕様書及びその解説）エネルギ

ー回収推進施設編 ごみ焼却施設（第 2 版）（環境省）」によると、ごみピット容量計

画時のごみの見かけ比重（単位体積重量）は、基準ごみ時見かけ比重（単位体積重

量）の 0.2～0.3t/m3程度が一般的であるとされている。 
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４ 投入扉 

投入扉の設置基数は、搬入車が集中する時間帯でも車両が滞留することなく、円滑に投入作

業が続けられるように、搬入車の種類・収集計画等を勘案して決定する必要がある。計画・設

計要領では、施設規模が 100ｔ～150ｔ/日の施設での投入扉の設置数を 3 基としている。 

また、本施設への市民の直接搬入及び事業者の直接搬入に備え、ごみピットへの転落防止等

安全性に配慮するともに、直接搬入物中の危険物、処理困難物の除去を行う必要がある。その

対応として、別途ダンピングボックスを備えた投入扉を 1 基以上設置する計画とする。 

なお、上記の投入扉のうち、災害発生時の臨時の搬入等を想定し、10ｔダンプ車両等の大型

車両による搬入に対応できる投入扉を 1 基設定する。 

以上より、本施設では以下の計画とする。 

・投入扉は 4 基とし、うち 1 基はダンピングボックスを設置する。 

・投入扉のうち 1 基は、10t ダンプ車等の大型車両による搬入に対応できるようにする。 

 

図 ６-３ ダンピングボックスの投入方式の例 

出典：計画・設計要領 
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５ ごみクレーン 

ごみクレーンは、運転の省力化のため全自動化とし、ピット内のつかみ位置の決定、巻上げ

巻下げ、横行走行中の加速や減速、つかみ操作あるいはバケットの転倒防止等の制御を無人で

行えるようにする。 

クレーンバケットの形式はポリップ式とフォーク式があり、一般的には大型のものや粗大ご

み併用の場合はポリップ式が、比較的小型のものにはフォーク式が使用されている。本施設で

は、詳細設計において決定する。 

本施設では、日中はごみの搬入が頻繁に行われることから、操作員の目視による運転を補助

する半自動式とし、夜間等のごみの搬入が行われない時間帯には、操作員の負担軽減も考慮し

全自動方式とする。 

ごみクレーンは、本施設の稼働を支える重要な役割をもち、その故障は炉の休止につながる。

そのため、設置数は 2基とし、同時運転が可能な形式とする。 

 

 

図 ６-４ クレーンバケットの例 

出典：計画・設計要領 
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第２節 前処理設備 

タンス等の可燃性粗大ごみは、焼却施設の前処理で受入れる計画である。 

可燃性粗大ごみは、最大寸法が大きいものが多いことから、適正な焼却処理を行うために、

適切な破砕寸法に破砕する必要がある。 

破砕機は、可燃性粗大ごみの破砕処理に広く用いられている切断式とし、焼却炉に投入する

ための前処理設備としてプラットホームに設置する。 

なお、前処理設備の処理能力は、詳細設計において決定する。 

 

 

図 ６-５ 前処理設備の例 

出典：計画・設計要領 
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第３節 燃焼設備 

 

１ ごみ投入ホッパ・シュート 

ごみホッパ内は、ごみの詰まりによるブリッジ現象が発生することが多い。ブリッジを防止

するためには、各種計測機器の設置やごみクレーンからの投入方法（自動運転による制御シー

ケンス設定含む）の最適化が求められるが、発生したブリッジを適切に解除することが可能な

ブリッジ解除装置を設置する。 

 

２ 処理方式 

「第５章 第１節 ３ 処理方式の設定」のとおり、処理方式は「ストーカ式」を採用する。 
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第４節 燃焼ガス冷却設備 

燃焼ガス冷却設備は、ごみ燃焼後の排ガスを後段の排ガス処理設備が安全かつ効率よく運転

できる温度まで冷却する目的で設置する。 

本施設では、ごみの焼却により発生した熱を積極的に回収し、有効利用するために、廃熱ボ

イラ式を採用する。 

ボイラ型式は、最近では、従来の縦型（インテグラルタイプ）に比べ、温度管理やダスト除

去等の維持管理性に優れた横型（テールエンドタイプ）を採用している事例も出てきており、

留意しておくものとする。 

 

表 ６-２ ボイラの比較 

項目 縦型（インテグラルタイプ） 横型（テールエンドタイプ） 

構造 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配置 焼却炉の上部に配置 水平方向に配置 

設置 

スペース 

ボイラを焼却炉上部に載せるため、横

型より小さい。 

水平方向に配置するため、設置スペ

ースが大きい。 

出典：計画・設計要領 
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第５節 排ガス処理設備 

１ 主な排ガス処理設備と性能 

排ガスの自主規制値（案）を達成するには、焼却処理後の排ガスを適正に処理する必要があ

る。 

主な排ガス処理設備と各有害物質除去性能、及び排ガス処理の仕組みを以下に示す。 

なお、排ガス処理設備は、必要に応じて減温装置を設けることとする。 

 

表 ６-３ 主な排ガス処理設備と各有害物質除去性能 

                                         

                      有害物質 

排ガス処理設備 

ば
い
じ
ん 

塩
化
水
素 

硫
黄
酸
化
物 

窒
素
酸
化
物 

ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類 

水
銀
等 

集じん系 
電気集じん器 ◎      

ろ過式集じん装置（バグフィルタ） ◎ ○ ○  ◎ ◎ 

有害物質除去系 

乾式（半乾式）有害ガス除去  ◎ ◎    

湿式有害ガス除去（湿式洗煙）  ◎ ◎    

無触媒脱硝装置（尿素吹込）    ◎   

触媒脱硝装置    ◎ ○  

脱硝ろ過式集じん器    ◎ ○  

燃焼制御（低酸素）    ○   

燃焼制御（排ガス再循環）    ◎   

ダイオキシン除

去系 

活性炭吹込（＋バグフィルタ）    〇 ◎ ◎ 

活性炭吸着塔    〇 ◎ ◎ 

◎：効果的である、○：一定の効果がある 

 

図 ６-６ 排ガス処理の仕組み  
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２ 有害物質の除去方法 

ばいじん対策 

焼却施設の排ガス中のばいじんを除去する設備は、その除去対象粒径及び集じん効率によ

って種々の方法が用いられる。以下に、ばいじん除去装置の比較を示す。 

今日では、集じん効率が高効率であることから、ろ過式集じん器（バグフィルタ）を用い

ることが一般的である。 

以上より、本施設のばいじん除去装置は、ろ過式集じん器とする。 

 

表 ６-４ ばいじん除去装置の比較 

種類 概要 除去対象粒度 集じん効率※1 設備費 運転費 

電気 

集じん器 

ばいじんをコロナ放電により荷

電し、クーロン力を利用して集

じんする方法。 

20～0.05μｍ 90～99.5％ 大程度 
小～中

程度 

ろ過式 

集じん器※2 

フィルターにガスを通過させ、

ばいじんを分離する方法。 
20～0.1μｍ 90～99％ 中程度 

中程度

以上 

※1：集じん効率は粉じんの粒径分布によるため、ここでは一般値を記載。 

※2：ろ過式集じん器（バグフィルタ）は、ばいじんの除去のみを目的とするのではなく、塩化

水素や硫黄酸化物、ダイオキシン類、重金属の除去を含めた排ガス処理システムに必要な機

器である。 

出典：計画・設計要領 

 

塩化水素・硫黄酸化物対策 

塩化水素や硫黄酸化物対策は、消石灰等のアルカリ剤と反応させて除去するもので、主に

以下に示す方式がある。 

湿式法は除去効率が高く、塩化水素の排出濃度規制値が約 25ppm 以下の場合は採用されて

きた。しかしながら、近年では乾式法の性能面での改善が進み、湿式法と比べて遜色のない

機種も実用化されてきている。 

したがって、本施設では乾式法を採用する。 

 

表 ６-５ 有害ガス（塩化水素・硫黄酸化物）除去装置の比較 

除去方法 原理 

乾式法 
消石灰（Ca(OH)2）等のアルカリ粉体をろ過式集じん器の前に吹込み、有害

ガスとの反応生成物を乾燥状態で回収する方法である。 

湿式法 

（湿式洗煙） 

水や苛性ソーダ（NaOH）等のアルカリ水溶液を吸収液として噴霧し、有害

ガスとの反応生成物を塩化ナトリウム（NaCl）や硫酸ナトリウム

（Na2SO4）等の溶液で回収する方法である。 

出典：計画・設計要領 
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窒素酸化物対策 

窒素酸化物は、元々ごみの成分として存在する窒素分が燃焼により酸化されて生成したも

のと、燃焼用空気中の窒素分が燃焼熱により酸化されるものがある。 

窒素酸化物の主な除去方法（脱硝方法）は、以下に示すとおりであり、採用例は無触媒脱

硝法と触媒脱硝法が多くなっている。 

本施設では、無触媒脱硝法を基本とするが、必要に応じて触媒脱硝法への変更を可とする。 

 

表 ６-６ 窒素酸化物の主な除去方法の比較 

除去方法 原理 

低酸素法 

炉内を低酸素状態におき、効果的な自己脱硝反応を実現する方法である。

しかし、極端に空気量を抑制すると、焼却灰中の未燃物の増加や排ガス中

への未燃ガスの残留が起こりやすいので、この様な不具合の発生しない範

囲にとどめる必要がある。 

水噴射法 

炉内の燃焼部に水を噴霧し、燃焼温度を抑制することにより、窒素酸化物

の発生を減少させるもので、低酸素運転法と併用し、その相乗効果で窒素

酸化物の低減効果を図る場合が多い。 

排ガス再循環法 
集じん器出口の排ガスの一部を炉内に供給する方法である。本方法では、

排ガス再循環ラインで腐食のないよう計画する必要がある。 

無触媒脱硝法 
アンモニアガスまたはアンモニア水、尿素をごみ燃焼炉内の高温ゾーン

（800℃～900℃）に噴霧して窒素酸化物を選択還元する方法である。 

触媒脱硝法 

本方式の窒素酸化物除去の原理は無触媒脱硝法と同じであるが、無触媒脱

硝法がアンモニアと窒素酸化物の気相反応だけに依存して高温ガス領域

（800℃～900℃）で操作するのに対し、脱硝触媒を使用して低温ガス領域

（180℃～350℃）で操作するものである。 

脱硝ろ過式 

ろ布に触媒機能を持たせることによって、窒素酸化物をはじめ有害成分を

一括除去しようとするものであり、この際、ろ過式集じん器の上流側に消

石灰及びアンモニアを排ガス中へ噴射する方法である。 

出典：計画・設計要領 
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ダイオキシン類対策 

ダイオキシン類対策は、ろ過式集じん器に活性炭・活性コークスを吹込む等を行う。 

ダイオキシン類は、焼却炉の性能や、完全燃焼の維持等により抑制することができる。具

体的には、850℃以上での燃焼、2秒以上の燃焼室でのガスの滞留時間、燃焼ガスの十分な撹

拌が必要である。 

一方、排ガスの冷却過程でダイオキシン類の再合成が生じるため、排ガス処理過程におけ

る対策も必要となる。 

ダイオキシン類対策の比較を以下に示す。 

活性炭吹込によるダイオキシン類の除去は、水銀の除去にも有効な方法となるため、本施

設では活性炭吹込ろ過式集じん器を採用する。 

 

表 ６-７ ダイオキシン類対策の比較 

区
分 方式 説明 

設
備
費 

運
転
費 

採
用
例 

乾
式
吸
着
法 

ろ過式集じん器 
ろ過式集じん器を低温域で運転すること

で、ダイオキシン類除去率を高くする。 
中 小 多 

活性炭、活性コークス吹

込ろ過式集じん器 

排ガス中に活性炭あるいは活性コークスの

微粉を吹込み、後段のろ過式集じん器で補

集する。 

中 中 多 

活性炭、活性コークス充

填塔方式 

粒状活性炭あるいは活性コークスの充填塔

（活性炭吸着塔）に排ガスを通し、これら

の吸着能により排ガス中のガス状ダイオキ

シン類を除去する。 

大 大 少 

分
解
法 

触媒分解 
触媒を用いることによってダイオキシン類

を分解して無害化する。 
大 大 中 

※：活性炭、活性コークス充填塔及び触媒法は、ろ過式集じん器と併用するのが一般的である。 

出典：計画・設計要領 
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水銀対策 

水銀対策は、ろ過式集じん器に活性炭・活性コークスを吹込む等を行う。 

水銀は、ごみの燃焼過程において、金属水銀蒸気として揮発し、排ガスの冷却過程におい

て、同時に発生する塩化水素と結合して、その 60～90％が水溶性の水銀（HgCl2 等）として、

残りは金属水銀（Hg）等として存在する。 

なお、排ガス中の水銀濃度は、ごみに含まれる水銀量に依存することから、炉内に投入さ

れることがないよう、入口で対策することが重要である。 

本施設では、ダイオキシン類除去として活性炭吹込法を採用するため、水銀除去は活性炭

吹込ろ過式集じん器を採用する。 

 

表 ６-８ 主な水銀除去方法の比較 

除去方式 原理 

低温ろ過式集じん器 

ガス温度が低いほど、水銀の除去率は高くなる。水銀の計測値が上

昇した際に、強制的にろ布上の飛灰を払い落とすことで、集じん器

出口ガスの水銀濃度の上昇を抑えることができる。 

活性炭・活性コークス

吹込ろ過式集じん器 

ダイオキシン類除去に使用する活性炭や活性コークスで水銀除去可

能である。なお、水銀濃度が高い場合、間欠的に活性炭あるいは活

性コークスの供給量が増やせるよう、供給装置の容量に配慮してお

く必要がある。 

活性炭・活性コークス

充填塔 

粒状活性炭あるいは活性コークスの充填塔に排ガスを通すことで除

去できる。活性炭・活性コークス充填塔の水銀除去性能は、吸着剤

の種類とともに、使用温度及び処理排ガス量に依存する。 

湿式法 

水や吸収液を噴霧し水銀を除去する方法である。吸収液だけでは安

定した水銀除去性能が得られないことから、吸収液に液体キレート

等の薬剤を添加する例も多い。 

出典：計画・設計要領 
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第６節 余熱利用設備・エネルギー回収設備 

本施設では、焼却に伴い発生する熱を回収し、有効利用する計画である。熱エネルギーの利

用方法は、燃焼用空気の加熱等、施設を稼働させるために活用するとともに、本施設内の給湯

や発電、余熱利用施設への供給等を行う。 

 

１ 発電 

発電は、積極的な余熱利用を計画することから、抽気復水式の蒸気タービンとする。発電機

容量の設定については、高圧受電方式で、可能な限り発電量が多くなるように設定する。 

なお、当該検討において時間当たり処理量は定格規模かつ、ごみ質は基準ごみ質であるため、

1 炉運転時や時間当たり処理量が低下した時、ごみ質の低下時には発電量が少なくなる場合が

ある。発電機容量の設定については、トリップしないように留意する。 

 

２ 余熱利用施設への供給条件 

余熱利用施設への熱供給は焼却炉運転時とする。 

場外余熱利用としては、近隣施設の利用を想定するが、今後、市民の要望等を踏まえながら

検討する。 

本計画では、余熱利用施設の利用形態が決まっていないことから、蒸気または高温水による

熱供給を基本とする。 
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第７節 通風設備 

 

１ 通風方式 

通風設備とは、ごみ焼却に必要な空気を必要な条件に整えて焼却炉に送り、煙突を介して排

ガスを大気に排出するまでの一連の設備をいう。 

通風方式には押込通風方式、誘引通風方式、平衡通風方式があり、このうち、ごみ処理施設

で用いられる方式は、平衡通風方式がほとんどである。 

よって、本施設では、平衡通風方式を採用することとする。 

 

表 ６-９ 通風方式の比較 

方式 概要 

押込通風方式 燃焼用空気を送風機で炉内に送り込み、誘引は煙突の通気力による方式。 

誘引通風方式 排ガスを送風機で引き出すことにより、燃焼用空気を炉内に供給する方式。 

平衡通風方式 押込通風方式と誘引通風方式の両方式を同時に行う方式。 

 

２ 煙突高さの検討 

煙突高さは、国内における他都市事例では 59m 以下が最も多い。 

本施設は、長崎空港及び海上自衛隊大村航空基地の近隣に位置しており、航空法に基づく制

限高が設けられており、長崎空港は 47.4m（標高）、海上自衛隊大村航空基地は 45.5m未満（地

上高）である。なお、現ごみ処理棟の煙突高さは 40m である。 

よって、本施設では、煙突高さは 40m 以下とする。なお、建設時を含め、長崎空港及び海上

自衛隊大村航空基地の制限内容に留意する。 

また、煙突は圧迫感や景観等に配慮し、形状や意匠に留意するとともに笛吹き現象（煙突か

らの排ガスの排出速度が 30m/s 以上の高速の場合、笛を吹くような音が発生する現象）が発生

しないように留意する。 

 

３ 白煙防止装置 

白煙は排ガス中の水分が露点以下になると結露して発生する。この現象に影響を及ぼす因子

は、排ガス温度、排ガス中の水分濃度、外気温度・湿度であり、白煙を防止する目的としては、

景観上の問題や、飛行場近隣での視程障害を起こすことがあげられる。 

一方、白煙防止装置に用いる熱（量）を、余熱利用や発電に利用することにより、より効率

的な発電を目指すことが可能である。そのため、エネルギー回収率の向上を目指すという点で

は、白煙防止装置を設置無しとする方が望ましいが、本施設は長崎空港及び海上自衛隊大村航

空基地の近隣に位置していることを踏まえ、白煙防止装置を設置することとする。  
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第８節 灰出し設備 

灰出し設備とは、焼却灰及び各部で捕集された飛灰を取り集め、場外へ搬出する目的で設置

される。 

本計画では、エネルギー回収型廃棄物処理施設で生成される焼却灰の一部は資源化する。 

また、飛灰は薬剤処理方式により処理ができる計画とする。 

 

１ 灰冷却装置 

灰冷却装置は、炉内に漏入する空気を遮断する構造で、内部に灰搬出装置が設置できる容量

を持ち、かつ、焼却灰等を円滑に移送できるものとし、灼熱する焼却灰を水没させて完全に消

火、あるいは 2 重ダンパ等にて空冷する目的で設置する。 

ストーカ式のごみ処理施設では、完全消火を確実にした灰の移送が基本となることから、水

を介した方式を採用するものとし、本施設では焼却灰の資源化も勘案して、灰中の水分量が少

ない半湿式を採用する。 

なお、排水量を削減するために装置内への少量給水により消火を行う水噴霧式の採用等も考

慮する。 

 

図 ６-７ 下部リターン方式湿式冷却装置（左）、上部リターン方式湿式灰冷却装置（右） 

 

図 ６-８ 灰押出装置（半湿式灰冷却装置） 

出典：計画・設計要領  
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表 ６-１０ 灰冷却装置の方式別の概要 

方式 概要 

湿式法 

湿式灰冷却装置の場合、焼却灰が落下し、スクレーパでかき上げられて水面上に

出てくるまでに多量の水分を含んでおり、灰の水切りは、灰が水面に出てから灰

ピット又は灰バンカへ投入されるまでのコンベヤの傾斜部分で行われる。そのた

め、水切り時間を十分に取らなければ、灰ピットまたは灰バンカから多量の灰汚

水が浸出することになる。 

湿式の場合のスクレーパコンベヤは、一部が完全に水没するため、腐食に対する

考慮を十分に行う必要がある。またローラー部に落下灰が噛込むと摩耗したり、

ローラーの回転を妨げたりするおそれがあるため、ローラー部には覆いを施し、

落下灰が直接当たらないようにする等の配慮をすることが望ましい。更に、未燃

物等が水面に浮かびスカム層ができることがあるので、水流で押し流す等の対策

を行うと運転管理上有利である。 

 
下部リタ

ーン方式 

下部リターン方式は、図に示すように灰冷却装置の真上から焼却灰を投入できる

ため、全体の高さをあまり必要としないが、スクレーパの戻り側がトラフの下に

あるため、スクレーパに付着した灰がトラフの下に落ちて床を汚すことが多い。

したがって下部リターン方式の場合には、床の清掃用としてトラフ下に溝を設

け、水流等により灰ピット又は灰沈でん槽へ投入できるよう考慮することが望ま

しい。 

 
上部リタ

ーン法 

上部リターン方式は、スクレーパの戻り側がトラフ上側であるので付着灰は再度

トラフ内に落ち、清掃上の考慮の必要はないが、図に示すように焼却灰を真上か

ら投入することができないため、灰のすべりを考え 50 度以上の傾斜を持たせた灰

シュートをトラフと戻り側チェーンとの間に設置しなければならず、全体の高さ

が高くなる。 

半湿式法 

半湿式灰冷却装置は図に示すように、水槽内に灰を押し出す装置を有しており、

冷却装置内においては灰コンベヤを必要としないため、湿式に比べ故障する頻度

も少ない。 

また、水槽内で消火された灰は、灰冷却装置内で水面上に顔を出してから十分な

時間を経て灰ピット等へ落下する構造となっており、滞留時間内で水切りが十分

行われ、次の工程での灰汚水の浸出が少ない利点がある。半湿式灰冷却装置は、

多量の未燃分が投入されると、水没せず浮かぶことがあるため、未燃分の多い炉

には適さない。 

乾式法 

焼却灰を溶融処理する場合、この方式が採用される場合が多い。 

一般に二重ダンパで冷却空間を持たせるとともに、炉のシールを行う。また、乾

式灰押出装置等を採用することもある。装置の大きさは、冷却能力のみならず灰

シュートからの焼却灰をブリッジさせないことを重点に決める必要がある。 

出典：計画・設計要領 
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２ 灰搬出装置・灰貯留設備 

灰搬出装置は、焼却炉から排出された灰を、灰ピットや灰バンカへ搬送する目的で設置する。

一般的には、灰冷却装置から連続して各種のコンベヤが使用されるが、短距離の移送にはプッ

シャやシュートが用いられることもあり、また、灰冷却装置に組み込まれることもある。 

飛灰搬出装置は、各部で捕集された飛灰を飛灰処理装置まで搬出する目的で設置されるもの

である。飛灰には、ガス冷却室下部、空気予熱器下部、減温塔下部及び集じん設備で捕集され

るばいじんがある。なお、特別管理一般廃棄物となるのは、集じん設備で捕集されるばいじん

のみである。 

焼却灰貯留設備及び飛灰貯留設備は、本施設では、災害発生時等の際に、灰の搬出が滞る事

態が生じても貯留日数を長く確保することが可能な、ピット＆クレーン方式とする。 
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３ 飛灰処理設備 

飛灰処理設備は、集じん設備で捕集されたばいじん（特別管理一般廃棄物）を環境大臣の指

定する方法で処理する目的で設置する設備である。処理物を最終処分するに当たっては金属等

を含む産業廃棄物に係る判定基準を満足するものとしなければならない。 

ごみ焼却施設の集じん設備で捕集されたばいじんは、特別管理一般廃棄物に指定されており、

「特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物の処分又は再生の方法として環境大臣が定める

方法」(1992 年(平成 4 年)7 月 3 日厚生省告示第 194 号)に示されている方法には、以下に示す

5 つの方式がある。 

本施設では、以下の表を踏まえ、飛灰は薬剤処理方式により処理ができるように計画する。 

 

表 ６-１１ 飛灰処理方式の特徴比較 

方式 内容 特徴 

溶融処理 

溶融設備を用いて十分に溶融した上

で固化するとともに、溶融に伴って

生じる飛灰についても溶融する場合

がある。 

・飛灰に加え焼却灰の溶融も可能。飛

灰と混合溶融すれば減容率が１/２程

度となり、最終処分場の延命効果が

期待できる。 

・重金属類の溶出防止に対して最も優

れ、安全性の面で期待できる。 

・用役費が高額である。 

焼成処理 

焼成設備を用いて焼成することによ

り、重金属が溶出しないように化学

的に安定した状態にする方法。 

・採用事例が少ない。 

セメント固化 

セメント固化設備を用いて、重金属

が溶出しないよう化学的に安定した

状態にするために、十分な量のセメ

ントと均質に練り混ぜるとともに、

適切に造粒または成形にしたものを

十分に養生して固化する方法。 

・ランニングコストに優れ、薬剤処理

方式と同様に設備の簡易性、維持管

理が優れている。 

・重金属の固定安定性にやや難があ

る。 

薬剤処理 

薬剤処理設備を用いて十分な薬剤を

均質に練り混ぜ、重金属が溶出しな

いよう化学的に安定した状態にする

方法。 

・イニシャルコストが小さく設備の簡

易性、維持管理の容易性においても

優れている。 

・重金属の固定安定性ついて安定した

効果を発揮できる。 

酸抽出 

酸その他の溶媒に重金属を十分に溶

出させた上で、脱水処理するととも

に、当該溶出液中の重金属を化学的

に安定した状態にする方法。 

・ランニングコストに優れている。 

・システム自体が複雑で維持管理性が

よいとはいえない。 

出典：計画・設計要領 
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第９節 給水・排水処理設備 

 

１ 給水処理設備 

本施設のプラント用水は、主に機器冷却水、燃焼ガス冷却水、灰冷却水等で使用する。 

本施設のプラント用水は、隣地の浄水管理センター内の貯水タンクからプラント用水受水槽

に引き込む。 

生活用水は、市道の水道本管（配水管）から生活用水受水槽に引き込む。 

 

表 ６-１２ 給水設備を構成する機器の概要 

構成機器 概要 

受水槽 

・生活用水受水槽とプラント用水受水槽は別に設ける。 

・生活用水受水槽では、タンクの外面（六面）を点検できるとともに、水抜管

を設けて、内部の保守点検が容易に行える構造とする。 

・プラント用受水槽は、建屋の最下階の床下に、建屋の床スラグ・外壁等を利

用したコンクリート槽とする。 

揚水・送水

ポンプ 

・受水槽から高置水槽へ補給水を送る揚水ポンプの他、施設内各所に種々の目

的をもって送水する各種のポンプを設ける。 

・ポンプは、それぞれの目的が果たせるよう、最大使用水量をもとに、適正に

余裕を持たせたポンプ容量とする。 

・揚水ポンプ・水噴射冷却水ポンプ・ボイラ給水ポンプ・機器冷却水ポンプ、

あるいは消火ポンプ等の重要なポンプについては、ポンプの故障によって施

設全体の運転が停止することのないよう、予備のポンプを設ける。 

・停電時にも継続して給水が必要なものについては、自家発電源の用意、ある

いはディーゼル駆動ポンプの用意等の対策をとる。 

高置水槽 

・プラント用水では、多岐にわたる各設備への随時供給が安定した圧力で行え

るとともに、停電時の事故発生時に施設を安全に停止するまでの間、必要な

機器冷却水量を継続的に確保する目的から、高置水槽へ貯水する。 

・高置水槽の容量は、各設備の最大使用水量を考慮するとともに、停電時の対

応を考え、通常、平均使用水量の 30 分～１時間程度とする。 

機器冷却 

水槽 

・機器を冷却した水を一旦貯留し、これを循環ポンプで冷却塔に送って放熱

し、再び冷却水として循環使用する際のクッション槽の役割をもつものとし

て、建屋の下層階に設置する。 

・毎時平均冷却水量の 10～20 分程度を貯留する。 

冷却塔 

・温度が上昇した機器冷却水を冷却して再利用するために設ける。 

・冷却塔は一般的に建屋屋上に設置するが、送風機の騒音と、蒸散水の飛散に

留意する。 

出典：計画・設計要領 
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焼却施設に必要な水量は、施設の規模・焼却のプロセス・排水処理の方式・余熱利用の方式

等によって大きく異なる。生活用水や焼却灰の持ち出し水・洗車等の揚水はそのまま消費され

るが、機器冷却水のように循環使用される系統では蒸発分を除いてあまり水消費を伴わない。

このように、使用水量は給排水系統の組み方によって異なるので、施設の内容に応じて系統別

に定めていくことが必要である。 

基本フローとして生活用水、場内給湯及びボイラ給水は水道水、機器冷却水は浄水管理セン

ターとし、プラント用水は浄水管理センター及び再利用水、プラットホーム洗浄水、洗車用水、

便所洗浄水は再利用水を使用するものとする。 

使用する水量を極力少なくするため、支障のない限り循環使用し、水の有効利用を図るもの

とする。 

 

図 ６-９ 給水基本フロー 

  

蒸発水

機器冷却水 ブロー水
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プラットホーム

洗車用水

便所洗浄水

再利用水 （減温塔噴霧水）

水道水 生活用水

場内給湯

ボイラ給水
浄水管理センター

プラント用水

各機器
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２ 排水処理設備 

排水処理設備の原則は、単に各工程から排出された排水についてその処理を考えるのみでは

なく、施設全体にわたる排水の発生過程も含めて、その処理体系を合理的に設定することが重

要である。本計画の施設の排水は、ごみピット汚水、洗車排水、プラットホーム洗浄排水、生

活系排水等の有機系排水、純水装置排水、ボイラ排水等の無機系排水が考えられる。 

施設の各工程から発生する排水は、原則として無機系及び有機系に分離し、それぞれに適し

た系統別処理を行うことが考えられる。ただし、排水の量・汚染度の状態等により、各処理工

程の適切な段階又は原水の段階から混合処理する方がより合理的な場合は、この限りではない。 

また、焼却施設からの排出量が少なく、近隣して下水処理場等がある場合は協議の上、これ

らを有効に利用して処理することが考えられる。 

 

排水処理設備計画 

本施設のプラント系排水（ごみピット汚水、洗車排水、プラットホーム洗浄排水、純水装

置排水、ボイラ排水等）は、場内の排水処理施設で処理して再生利用水として循環利用する

ことを基本とし、無放流（クローズド）とする。再利用する場合の処理フローの例を以下に

示す。プラント系排水を無放流（クローズド）とした場合、下水道等に放流する場合と比べ

て、排水量は常に使用水量よりも少なくする必要があるため、熱収支・水収支を十分検討す

るとともに、塩類の循環が起こらないように計画する必要がある。 

生活系排水（トイレ等の排水）については、直接下水道へ放流する。 

施設への降雨は、場内の側溝にて集水し、公共水域へ放流する。 

図 ６-１０ 再利用する場合の処理フローの例 

出典：計画・設計要領  
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表 ６-１３ 主な排水処理設備計画 

排水の種類 排水の性状等 処理計画 

ごみピット 

排水 

・ごみピットからの浸出水は、BOD 値が 20,000ppm

以上であることが多く、臭気も高濃度の有機性

排水といえる。 

・ポンプで揚水し、ごみピッ

ト内のごみに散水し、ごみ

と併せて焼却処理を行う。 

プラット 

ホーム洗浄 

排水 

・ごみ収集車がごみをピットへ投入する際、プラ

ットホームに落下した水は、有機性排水であ

る。 

・ごみピットに投入する。 

純水装置 

排水 

・ボイラ付焼却施設には純水装置、あるいは軟水

装置を設置するが、1日 1回（通常）のイオン交

換樹脂の再生時に薬品洗浄水が排出される。 

・水質は原水により異なるが、一般的には pH に対

しての考慮が必要である。 
・無機系排水であり、凝集沈

殿、ろ過等の処理を行い、

再利用水槽に貯留後、再利

用する。 

ボイラ排水 

・ボイラブロー排水は温度が高いので、他の排水

と混合して処理する場合には、排水の温度に留

意が必要である。 

灰出し排水 

・灰の消火・冷却及び焼却炉のシールのために水

を張った灰冷却装置から排出される灰出し排水

は、重金属を含んでいる場合があるとともに、

灰の熱灼減量によっては BOD が高い場合があ

る。 

生活系排水 
・水洗式便所や洗面所・シャワー室から排出され

る排水である。 
・直接下水道へ放流する。 

洗車排水 

・ごみ収集車の洗車を行うときに出る洗車排水

は、洗車方法やごみ収集車の種類・大きさに等

により水量・水質が変動するが、有機系排水で

あると同時に、収集車の油分の浸入が考えられ

る。 

・一般的な洗車水量は、自動車洗車の場合 1台 100

～300L であるが、手動洗車の場合は、自動の場

合よりも多くなる傾向がある。 

・有機系排水であり、貯留

後、スクリーンを通して固

形物を除去し、プラント系

排水と併せて再利用する。 

雨水 ・敷地内及び屋根等の降雨である。 
・場内の側溝にて集水し、公

共水域へ放流する。 

 

排水基本フロー 

本施設におけるプラント系排水の基本フローを次に示す。 

図 ６-１１ 排水基本フロー 

 

有機系排水 生物処理 スクリーン 
凝集沈殿、 

ろ過等の処理 
再利用 

無機系排水 
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排水の種類と性状 

排水の種類と性状の参考値は以下のとおりである。 

 

表 ６-１４ 排水の種類と性状（参考値） 

排水の種類 pH BOD（mg/L） COD（mg/L） SS（mg/L） 

ごみピット排水 5～7 20,000～50,000 5,000～20,000 500～3,000 

灰出し排水 7～12 200～800 200～400 500～3,000 

生活系排水 5～8 100～200 100～200 150～250 

清掃排水 7～11 50～200 50～150 200～500 

洗車排水 5～8 100～300 50～150 200～500 

出典：ごみ処理施設整備の計画・設計要領 2006 改訂版（公益社団法人 全国都市清掃会議）、 

流動床式ごみ焼却炉設計の実務（工業出版社） 

 

排水処理設備に対する負荷の低減 

本施設の処理方式はストーカ式であることから、次に示す例等により排水処理設備に対す

る負荷が少なくなるよう留意することが必要である。 

  ア 焼却灰中の未燃分を減少させることで、灰出し排水中の有機物負荷を軽減できる。 

  イ 灰出し方式を半湿式にすることで、排水量及び汚濁負荷を軽減できる。 

排水処理設備の選定にあたっては、その処理水の再利用についても考慮する必要があり、

また、処理水の再利用に当たっては利用先の必要水質に応じた処理を行う必要がある。 

以下に、再利用する処理水の必要水質及び排水の種類と量の参考値を示す。 

 

表 ６-１５ 再利用する処理水の必要水質（参考値） 

再利用先 必要水質 再利用する処理水の例 

水噴射用水 

灰コンベヤ用水 

SS（浮遊物質） 

DS（溶存物質） 

～50ppm 

（参考値～1500ppm） 

浮遊物質を除去した処理

水 

床洗浄水 

洗車水 

BOD、COD 

SS 

大腸菌群数 

DS（洗車用水のみ） 

20～30ppm 

30～50ppm 

～3000個/mL 

～500ppm 

生活排水の生物処理水 

出典：計画・設計要領 

 

表 ６-１６ 排水の種類と量（参考値） 

排水の種類 排水量（目安） 

ごみピット排水 20～50L/ごみt 

洗車排水 大型車：100～350L/回（4t車）、小型車：30～50L/回（2t車） 

洗煙排水 必要水量：500～1000L/ごみt、排水：20～40L/ごみt 

ボイラ排水 排水量は10L/蒸発量t程度 

出典：流動床式ごみ焼却炉設計の実務（工業出版社）  
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第１０節 電気・計装設備 

電気・計装設備は、電気設備と計装設備から構成される。 

 

１ 電気設備 

電気設備は、電力会社から受電した電力を必要とする電圧に変圧し、施設内のそれぞれの負

荷設備に供給する設備であり、受変電設備、配電設備、動力設備、電動機、非常用発電設備、

照明設備、電動機、その他設備及び電気配線工事から構成される。なお、本施設における受変

電設備は、高圧受変電設備を用いるものとする。 

電気設備の設計に際し、省資源・省エネルギーの対応を図れるものとし、廃棄物発生の削減

に配慮するものとする。 

各機器等は特殊なものを除いて形式、定格等は統一し、メーカーについても極力統一を図る

ものとする。 

また、瞬時停電対策を施すとともに、施設内外に起因する停電等の事故に対応し、周辺環境

へ配慮した上で安全に炉を停止するのに必要な電気設備を設置する。 

電力引込に関する条件及び系統連系要件は、電力会社と詳細に協議を行い、設計に反映する。 

 

基本事項 

電気設備の基本的な考え方は次のとおりとする。 

  ア 施設の適正管理のために所要の能力を持ちつつ、安全性と信頼性を備えた設備とする。 

  イ 操作、保守及び管理の容易性と省力化を考慮した設備とする。 

  ウ 事故防止及び事故の波及防止を考慮した設備とする。 

  エ 標準的な電気方式、標準化された機器及び装置を採用する。 

  オ 省エネ・維持費の削減及び環境問題を考慮した機器を採用する。 

  カ 設備の増設等将来的な対応を考慮した設備とする。（予備フィーダーの検討等） 

 

受変電設備 

受変電設備とは、電源を外部の電力会社の配電線路により引き込んで、施設内の各機器に

適合した電圧に変更して送り出す設備である。 

受変電設備は、信頼性、安全性及び保守管理性の高い電気機器を使用する。プラント動力

と建築動力は各々別系統とし、プラント動力は各焼却炉の系列に対応した構成として、他の

運転炉には影響を与えず点検修理ができ、故障時においても全炉停止しない配電方式、制御

方式とする。 

設備機器の最終決定は設計時における電力会社との事前協議によるが、基本的な考え方は

次のとおりとする。 

  ア 受電設備：計画施設の設備電力から、高圧による受電を基本と考える。変圧器を設けプ

ラント動力、建築動力、照明のそれぞれに必要な電圧に変圧し各設備に電力を供給する。 

  イ 受電方式：1回線受電方式とする。 

  ウ 運転管理方式：省力化を目的に集中監視方式を基本とする。 
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配電設備 

配電設備は、変圧器で所定の電圧に降圧した電源を各動力盤や照明盤に分岐配電するもの

である。 

低圧配電盤は原則として低圧閉鎖配電盤であるロードセンター方式※1 とし、制御はコント

ロールセンターによる中央集中監視制御※2 を基本とする。配電盤室下部には十分な広さの配

線処理室を設ける。 

※1：ロードセンター方式は、低圧電源分岐を行うことを目的とし、盤内に分岐用遮断器

として、気中開閉器及び、配線用遮断器を負荷区分ごとに集中的に配置してあり、

盤面には監視計器と保護継電器を設けている。その他の形式として、「開放型」の低

圧配電盤があるが、点検保守等の安全性を考えれば、各部材が内部に収まっている

ロードセンター方式が望ましい。 

※2：コントロールセンターとは、主回路開閉器、保護装置及び監視・制御器具等を機能

ユニットごとにまとめたものを閉鎖した外箱に集合的に組み込んだ装置を指す。機

能ユニットとは、ある機能を満たすのに必要な主回路及び補助回路の機器を備えた

もので運転・停止や過負荷保護を行うものである。ユニット化していることや集中

制御することでメンテナンスが容易となる利点がある。その他の形式として、「集合

電磁盤形式」があるが、複数台の遮断器や電磁開閉器が盤内に一括して収納されて

いるため、回路故障の修理に際しては、危険防止上その盤の電源を切る必要がある。 

 

動力設備 

動力設備は、制御盤、監視盤、現場操作盤等から構成される。 

 

電動機 

ごみ焼却施設においては、広範囲にわたる容量の電動機が数多く使用されている。 
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非常用発電設備 

非常用発電設備は、買電系統が電力会社の事情による送電停止、あるいは施設内の故障等

により停電となった際に、消防法や建築基準法に基づく非常用設備と、その施設内の停止が

許さない重要負荷、保安用負荷、計装設備等に電力を供給するための非常時電源設備である。 

本施設においても、緊急時においても施設の安全を確保するために、非常用発電設備は設

置を基本とし、更に非常時や災害時に機能が発揮できるように、本施設が 1 炉立上げ可能な

容量にするものとする。 

なお、非常用発電設備は消防法・建築基準法に基づく適合規格品とする。 

非常用発電設備対象負荷の考え方を以下に示す。 

  ア 施設全体の消防法及び建築基準法上必要な負荷（消防用設備、排煙設備等） 

  イ 安全に炉を停止させるために必要な負荷（無停電電源装置含む） 

  ウ 長期停電に必要な負荷 

  エ ごみの受入に必要な負荷（計量機、プラットホーム扉、ごみ投入扉、ごみクレーン等） 

  オ 施設の運営に必要な負荷（非常灯、保安灯等） 

  カ 全炉停止状態から炉を立上、蒸気タービン発電機が稼動できるまでの負荷 

  キ 脱臭装置の稼働に必要な負荷 

 

照明設備 

照明設備は、事務室、更衣室等の管理施設の照明設備、工場の諸設備を点検・監視・操作

するための照明設備その他の屋外車路等の照明設備に大別される。 

 

電動機 

ごみ焼却施設においては、広範囲にわたる容量の電動機が数多く使用されている。 

 

既設への給電 

新施設完成後、旧施設へ必要な電源を送る設備を設ける。容量は作業に利用する部屋等の

照明や空調用である。 

  

図 ６-１２ ごみ焼却施設の発電と電力系統との関係 

出典：計画・設計要領  
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２ 計装設備 

基本的な考え方 

計装設備の基本的な考え方は次のとおりとする。 

  ア 電気設備と同様に省力化に配慮し、集中監視操作方式を基本とする。中央監視操作室は、

運転員間の連携を考慮した位置とする。 

  イ 周辺機器の故障や運転員の誤操作等がシステム全体の停止、暴走等へ波及しないように

フェールセーフ化を図る。処理系列のいずれかの機器が停止した場合、その上流の機器を

自動停止させる。停止後の再起動は機器の上流側から起動できないようにする。 

  ウ 各機器の停止等保安に係る操作については、コンピュータシステムが機能しない場合に

おいても可能とする。 

  エ ごみピット内の燃やせるごみは、火災発生が懸念されるため、火災検知システムを設け

る。 

 

監視制御方式 

現在の焼却施設の運転制御の主流は、DCS となっている。DSC は分散制御システム

（distributed control system）の略称で、システムを構成する各機器に制御装置を設ける

システムである。それぞれの制御装置はネットワークで接続され、お互いに通信を行って監

視する。はじめはアナログ信号の PID 制御（ループ制御）用として用いられてきたが、今で

は強力なシーケンス制御機能も組み込まれている。 

中、大規模施設においては、分散型監視制御用計算機とごみ・灰クレーン、ごみ計量機等

の専用計算機システムにより構成される場合が多い。各システムは、主要部分、重要部分の

冗長化、二重化等を行うことにより信頼性の向上を図ると共に、機能分散を行うことにより、

システム全体として危険分散による信頼性の向上並びにメンテナンス性の向上等を図ってい

る。 

一方、従来の制御システムとして、PLC がある。PLC（Programmable Logic Controller）

は、機械を自動的に制御する装置の名称である。状況に応じて機械の動作を変更するのでは

なく、機械が行う動作に対して事前に順序を付けて記憶させることで、効率的に機械を動か

せる装置となる。小型の設計が可能なため、スペースを有効活用でき、さらに動作の変更が

容易なことから、これまでに多く使われてきた。たとえば、工場や発電所、変電所といった

大規模な施設だけでなく、エアコンや全自動洗濯機等の家庭用電化製品をはじめ、エレベー

ターや信号機、自動販売機、自動ドア等、日常的に接する機会の多いものにも多く用いられ

ている。 

小規模施設においては、調節計、PLC を主とした自動制御システムが構成され、定常時に

おける調節計による自動制御、PLC による焼却炉の自動起動、停止システム等が導入されて

いる。 

エネルギー回収型廃棄物処理施設のプラント関連機器の制御は、管理者やプラント運転

員・作業員が施設内のどこからでも必要情報が得られ、安全に効率よく施設管理が維持でき

るように、分散型自動制御システム（DCS）を採用する。 
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制御計画 

制御については、下記の内容を基本とするが、処理システムにより最適な制御を選定し、

自動化、省力化を極力図るよう計画する。 

  ア 車両管制制御 

車両検出方法、運行制御、投入扉の選択、プラットホーム、ごみピット内空気取り入れ

ダンパ制御、プラットホーム監視室からの遠隔手動操作 

  イ ごみクレーン自動制御 

手動運転、半自動運転、自動運転制御 

  ウ 焼却制御 

自動燃焼制御、自動昇温制御、自動降温制御、排ガス処理設備制御 

  エ 共通設備制御 

給水設備制御、冷却水設備制御 

  オ プラント用水処理制御 

  カ 排水処理制御 

  キ 受配電設備制御 

  ク 機器自動運転制御 

  ケ 機器運転監視 

 

図 ６-１３ 焼却炉制御系統図（例） 
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第１１節 その他設備・必要な事項 
 

１ 保証期間 

ごみ処理施設建設工事では、工事完成までの期間に「ごみ処理施設性能指針」に示された安

定稼働の期間を含め、性能上の詳細事項の全てを確認することが困難であるため、請負者に契

約不適合責任期間を明示する。 

契約不適合責任期間の明示は、要求水準書（発注仕様書）において設計上の契約不適合責任

（性能保証）、施工上の契約不適合責任と分けて明示する。ここに定めた内容が実際に遵守さ

れているかどうかについては、別途契約不適合責任検査として確認するための手続きを設け、

契約不適合責任期間が満了する前に全ての項目について確認を行う。 

なお、契約不適合責任期間は、2 年間を見込むものとする。建物及び建築設備等については

別途、個別に契約不適合責任期間を設定する。 

予備品は、引渡し後 2 年間に必要とする数量を納入させる計画とする。消耗品及び油脂類、

薬品類は引渡し後 1 年間に必要とする数量を納入させる計画とする。 

 

２ その他の環境対策 

本施設では、施設の稼働に伴い発生する騒音対策として、低騒音型の機器を積極的に導入す

るとともに、遮音・吸音効果の高い建築材料の使用や機器配置の工夫を行い、施設の防音効果

を高める。また、低周波音についても留意する。 

振動防止対策は、機器の設置にあたって独立した基礎を設ける等、施設への振動の伝播を防

止する措置を講じる。さらに、低周波振動についても十分に配慮する。 

 

３ 風水害及び台風対策 

風水害は地域性があるので、降雨量、積雪量、風速等は過去のデータを十分に把握して設計

値を定めることが重要である。建物や煙突の強度、雨水排水対策等は、土木建築的に特に考慮

しておく必要がある。 

本施設の建設場所は大村湾に面しているため、高潮等による浸水及び台風に伴う強風に対し

て留意する必要がある。 
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４ 塩害対策 

本施設の建設場所は、大村湾に面しているため、風に伴う海水の影響を考慮する必要がある。 

施設の全体配置計画に当たっては、現地の地形、恒風の方向、周辺の状況等から、主要な開

口部の位置を考慮しながら、建物の配置を決定する。 

海に近い地域における構築物の損傷のうち、重要なものは、鋼材とコンクリートに対するも

のである。 

施設建設時、基礎材料に鋼杭を採用する場合は、付近の状況例を調査し、必要に応じて電気

防食法を採用するほか、場合によっては、更に鋼材に、重防食塗装を施す等の考慮を行う必要

がある。 

地上部分に設けられる鋼構造物は、常に保全上の対応を考えながら、部材寸法や細部のおさ

まり、取付物の工法を決定し、防食対策を講ずる。また、屋根・壁の材料は耐塩対策を考慮し

て選定する必要がある。 

コンクリート構造物の共通した事項としては、鉄筋に対するコンクリート被り厚さの増大、

打継ぎ目を少なくする工夫等の基本的な問題点はもとより、実際の施工管理まで含めて勘案す

る必要がある。 

コンクリートは、堅硬な骨材を使用し、中庸熱ポルトランドセメントや、混合セメント（高

炉、シリカ、フライアッシュセメント）を用いた単位水量の小さいものがよいとされている。 

外部に面する建具、屋外に設ける階段・タラップ等は、耐塩性の良好な材料を使用する。 

屋外に取付けられる金物類は、鉄類の使用を避け、ステンレス材等とするのが望ましい。特

に小さな部品（ボルト、ビス類）等については塗装替えも困難であるから、下地材を含めて耐

食性のよいものを使用するのが好ましい。 

 

５ 災害発生時の対応 

地震、風水害、火災、爆発等の災害対策は、関係法令を遵守するとともに、機器故障等本施

設の運転時に想定される重大事故が発生しても、各設備の運転を安全に停止させるための制御

システムを採用する。 

また、施設設計においても、フェールセーフ等の考えを取り入れ、万一の場合でも、周辺地

域に影響がないような施策を講じる。 

特に、ごみピットや破砕機等火災の発生が見込まれる場所には、万一の発生に備え、消火設

備を完備する。 

なお、本施設は「災害への対応が可能な施設」を目指している。各設備に異常がないことを

確認した時点で、自立起動・継続運転を行うものとするが、電気が不通となった場合に備え、

1 炉立上げ分の非常用発電機を設置する。 
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第７章 マテリアルリサイクル推進施設の処理設備計画 

本章では、以下に示すマテリアルリサイクル推進施設の主要設備に係る概要検討を行った。 

 

  ア 受入・供給設備 

  イ 破砕・破袋設備 

  ウ 搬送設備 

  エ 選別設備 

  オ 貯留・搬出設備 

  カ 給水設備・排水処理設備 

  キ 電気・計装設備 

  ク その他設備 

  ケ ストックヤード計画 
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第１節 受入・供給設備 

 

１ 計量機 

マテリアルリサイクル推進施設はエネルギー回収型廃棄物処理施設と同一の敷地内に整備す

ることから、計量機はエネルギー回収型廃棄物処理施設と兼用することとする。 

 

２ プラットホーム 

プラットホームは、エネルギー回収型廃棄物処理施設と同程度の床幅を確保する。 

 

３ 貯留ヤード 

貯留ヤードは、搬入されたごみを一時的に貯えることにより、処理量を調整する。 

貯留ヤードの容量は、施設規模の 3 日分以上を確保する。 

 

４ 受入ホッパ 

受入ホッパは、受入コンベヤで搬送するごみを投入する設備であり、各ラインに設置する。 

 

５ 受入コンベヤ 

受入コンベヤには、受入れホッパに貯留されたごみを連続的かつ定量的に切りだして、破砕

機や選別装置に供給することや、搬送物の形状寸法を考慮し、落下物を生じさせないことが求

められる。 

投入時の衝撃に耐えるため、受入ホッパに制量板やかきならし装置を設けることや、受入コ

ンベヤと供給コンベヤを 2 段に分け、それぞれの送り速度を可変速にすることにより、量の制

御を行っている。 

本施設の受入コンベヤは鋼板製エプロンコンベヤとし、搬送速度を可変速にする等、量の制

御が行える機能を有するものを採用する。 

受入コンベヤの寸法や傾斜角は、処理能力や搬送物の性状を考慮して設定する。 

また、安全対策として、非常停止用引き綱スイッチ、過負荷停止装置を設ける。 
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第２節 破砕・破袋設備 

 

１ 燃やせないごみ及び不燃性粗大ごみ破砕機 

破砕設備は、所定のごみを目標に達する寸法までに破砕処理するもので、耐久性に優れた構

造及び材質を有する設備が望ましい。 

 

破砕機の種類 

破砕機の種類は、構造別に次のとおりに分類される。 

 

図 ７-１ 破砕機の種類 

  

竪型切断式

横型切断式

スイングハンマ

リングハンマ式

スイングハンマ

リンググライン

単軸式

多軸式

横型

竪型

高速回転破砕機

切断機

低速回転破砕機

破砕機
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破砕機の特性 

破砕機は、せん断力、衝撃力及びすりつぶし力等を利用している。これらの破砕力を単独

もしくは複合して用いており、破砕機の構造により破砕特性が異なる。それぞれ適用可能な

ごみ質、処理能力があり、一般的な破砕機の特性は以下のとおりである。 

本施設では、燃やせないごみ及び不燃性粗大ごみを対象とすることから、適用機種として

高速回転破砕機を採用する。 

なお、高速回転式破砕機の負荷軽減や爆発・火災事故防止を目的に、高速回転破砕機の前

段に、粗破砕を行う低速回転破砕機を設置することとする。 

 

表 ７-１ 破砕機の特性 

※：○ 適、△ 一部不適、× 不適 

※：不適と例示されたごみに対しても対応できる例がある。 

  

機種 型式 

処理対象ごみ 

特記事項 

可
燃
性
粗
大
ご
み 

不
燃
性
粗
大
ご
み 

不
燃
物 

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類 

切断機 竪型 ○ △ × × 

・バッチ運転のため、大量処理には複

数系列の設置が望ましい。 

・スプリング入りマットレス、スチー

ル入タイヤ、金属塊、コンクリート

塊等は処理が困難である。 

高

速

回

転

破

砕

機 

横型 

スイングハンマ式 ○ ○ ○ △ ・じゅうたん、マットレス、タイヤ等

の軟性物やプラスチック、フィルム

等の延性物は処理が困難である。 リングハンマ式 ○ ○ ○ △ 

竪型 

スイングハンマ式 ○ ○ ○ △ 
・横型スイングハンマ式、リングハン

マ式と同様である。 
リンググラインダ式 ○ ○ ○ △ 

低速回転

破砕機 

単軸式 ○ △ △ ○ ・軟性物、延性物の処理に適する。 

多軸式 ○ △ △ ○ ・可燃性粗大ごみの処理に適する。 
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図 ７-２ 横型回転破砕機の例 

出典：計画・設計要領 

 

図 ７-３ 竪型回転破砕機の例 

出典：計画・設計要領 

 

 

図 ７-４ 低速回転破砕機の例 

出典：計画・設計要領 
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２ 破袋設備 

ペットボトル及びプラスチック製容器包装類は、袋に入った状態で搬入されるため、破袋処

理が必要になる。破袋処理は、手作業により行う方法と機械で行う方法がある。 

機械による破袋処理は、破袋だけを行う破袋機と破袋と袋の除去を行う破除袋機がある。こ

れらの機器は、固定刃と移動刃の組み合わせで破袋処理を行う仕組みである。 

本施設では、ペットボトル及びプラスチック製容器包装類の破袋ついては、機械による破袋

処理を行うものとする。 
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第３節 搬送設備 

搬送設備はコンベヤ、シュート等からなり、ごみを円滑に搬送するものである。搬送設備

は、搬送物の種類・形状・寸法を考慮し、飛散・ブリッジ・落下等が生じない構造とする。ま

た、粉じん・振動・騒音をできるだけ外部に出さないような配慮も必要である。 

 

１ 搬送設備の例 

一般的な搬送設備は、以下のとおりである。 

 

図 ７-５ 搬送設備の例 

出典：計画・設計要領 

２ シュート 

粗大ごみの処理物の場合、その特性が多種多様であるため、搬送中の挙動も多様である。破

砕することにより体積が増大するごみもあるため、シュート等の搬送設備の容積計画には特に

注意を要する。 
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３ コンベヤ 

コンベヤには振動コンベヤ、ベルトコンベヤ、エプロンコンベヤ等搬送物に適した形状、機

能のものがある。 

本施設では、搬送条件により適切なコンベヤを採用することとする。 

なお、作業環境の改善のため、コンベヤにカバーを設置し、粉じん対策を行う例が多い。本

施設においても粉じん対策を行うものとする。 

破砕後の搬送物には、まれに破砕中に金属の破砕による火花で可燃物に引火し、火災を起こ

す事故が発生する。 

対策としては、材質の不燃化（鋼製）、消火散水装置の設置、煙等の火災感知装置の設置等

が必要である。このため、破砕後の破砕物搬送コンベヤは鋼製のコンベヤとする。 

 

図 ７-６ 振動コンベヤの例 

 

 

図 ７-７ コンベヤの種類 

出典：計画・設計要領 
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第４節 選別設備 

 

１ 燃やせないごみ・粗大ごみ処理系列 

手選別作業台 

燃やせないごみの手選別作業を行うため、作業環境や省エネルギー性を考慮して作業台を

設ける。 

 

  ア 作業内容 

不燃物と資源物及び処理不適物の除去を行う。 

  イ 寸法 

作業台の高さは、手選別コンベヤと同様に、750～850mm を標準とする。 

作業台の寸法は、作業人員数や作業内容を踏まえて設定する。 

  ウ 作業環境 

粉じん対策として、集じんフードを設けて集じん装置で吸引する。 

スポットの冷暖房設備を設置するか、手選別室として区画して部屋全体を冷暖房する。 

 

選別設備の検討 

選別設備は、ごみを可燃物・不燃物・有価物等に必要に応じて選別するもので、目標とす

る搬出基準に適した設備を設けることが必要である。 

 

  ア 磁選機 

磁選機は、永久磁石または電磁石の磁力によって、主に鉄分等を吸着させて選別するも

のである。いずれの方式についても選別率向上の方策として、コンベヤ上の処理物の層厚

を薄くして、磁性物を吸着しやすくすることが必要である。 

図 ７-８ 磁選機の種類 

出典：計画・設計要領  
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  イ アルミ選別機 

アルミ選別の種類として、渦電流選別が主流である。原理は、電磁的な誘導作用によっ

て、アルミニウム内に渦電流を生じさせ、磁束との相互作用で変更する力を与えることに

より、他の物質と分離させるものである。 

方式には、永久磁石回転式とリニアモータ式があるが、近年採用されている方式は選別

純度が高い永久磁石回転式である。 

 

表 ７-２ アルミ選別機の型式 

型式 永久磁石回転式 リニアモータ式 

イメージ 

 

 

概要 

N 極、S 極の両極を交互に並べて形成した

永久磁石をドラムに内蔵しており、これ

を高速回転させることにより、ドラム表

面に強力な移動磁界を発生させる。この

磁界の中にアルミが通ると、アルミに渦

電流が起こり前方に推力を受けて加速

し、アルミは遠くに飛び選別が行われ

る。 

通常のカゴ形誘導電動機を軸方向に切り

開いて平面状に展開したもので、磁界と

電流にて発生する力は直線力として得ら

れる。この作用により、アルミ片はリニ

アモータ上で渦電流が誘導されて、直線

の推進力が発生し移動することができ

る。 

出典：計画・設計要領 
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  ウ ふるい分け選別機 

ふるい分け選別機は、一定の大きさの開孔または、間隔の開いたふるいにより、破砕物

の通貨の可否により大小に分ける方式である。ごみの選別は、可燃物は比較的粗く、不燃

物は細かく破砕されるのを利用して、異物の除去及び成分別の分離を行っている。 

 

  
 

 

図 ７-９ ふるい分け選別機の種類 

出典：計画・設計要領 

 

  エ 風力選別機 

風力選別機の機能は、磁選機・アルミ選別機等で選別された選別物に付着した可燃物等

の不純物を風力により計量物（可燃物等の不純物）と重量物（鉄、アルミ等の選別物）に

選別するものである。 

特に、破砕物から選別するものは、不純物が混入するため、目的の純度を確保するため

に設置する場合がある。 

本施設では必要箇所に設置するものとする。 

 

圧縮機 

金属圧縮機は、破砕鉄・破砕アルミ類を圧縮成型し、減容化するものである。設置の要否

及び方式の選定に当たっては、圧縮対象物及び引取先の受入方法を考慮する必要がある。 

 

  ア 方式 

「第７章 第４節 ２ （４）圧縮機」を参照すること。 

  イ 数量 

圧縮機は、鉄用とアルミ用として 2 基設置する方法と、圧縮機の投入ホッパを 2基設置

し、圧縮機 1 基で兼用する方法がある。 

圧縮機の数量は、詳細設計において決定する。 

  

振動式 回転式 
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２ かん類処理系列 

手選別コンベヤ 

缶に混入する異物やリサイクル不適物（中身の入った缶等）を除去するため、手選別コンベ

ヤを設ける。 

  ア 寸法 

計画・設計要領では、手選別コンベヤベルトの高さは 750～850mm、ベルト幅は作業員片

側配置が 900mm 以下、両側配置が 1,500mm 以下と示されている。 

手選別コンベヤは、搬送物が落下しないように、サイドカバーが立ち上がる。このため、

ベルト面の高さよりもサイドカバーが高くなる。また、ベルト幅よりもコンベヤのフレー

ム幅が広くなる。また、サイドカバーが高くなると、奥側に手が届かなくなるため、高さ

と幅は関連する。 

そこで、手選別コンベヤの寸法は、過去の実績を踏まえることとし、詳細設計において

決定する。 

  イ 搬送速度 

搬送速度は、調整可能な可変式とする。 

  ウ 安全対策 

手選別コンベヤは、サイドカバー、スカート、アンダーカバーで全体を覆い、作業員の

衣服や靴が巻き込まれないようにする。 

安全対策として、非常停止用引き綱スイッチ、過負荷停止装置を設ける。 

  エ 作業環境 

粉じん対策として、集じんフードを設けて集じん装置で吸引する。 

スポットの冷暖房設備を設置するか、手選別室として区画して部屋全体を冷暖房する。 

コンベヤの乗り継ぎやシュート部分については、騒音対策や摩耗対策としてゴムライナ

ーを設置する。 

 

磁選機 

缶の中からスチール缶を選別するために、磁選機を設置する。 

「第７章 第４節 １ （２） ア 磁選機」を参照すること。 

 

アルミ選別機 

スチール缶磁選機の回収率は 95％程度であることから、選別後の缶の中には、スチール

缶が残る。そこで、さらに選別の純度を上げるためにアルミ選別機を設ける。 

「第７章 第４節 １ （２） イ アルミ選別機」を参照すること。 
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圧縮機 

選別されたスチール缶とアルミ缶を圧縮する機器を設置する。 

 

  ア 方式 

缶の圧縮機は、一般に一方締め式または二方締め式が用いられる。 

圧縮機の方式は、詳細設計において決定する。 

 

表 ７-３ 圧縮機の方式 

方式 イメージ 概要 

一方締め式 

 

圧縮箱に有価物を投入後、横

からの 1 方向から圧縮する方

式。 

二方締め式 

 

圧縮箱に有価物を投入後、圧

縮蓋により上から圧縮し、さ

らに横から圧縮する方式。 

資料：計画・設計要領 

 

  イ 数量 

圧縮機は、スチール缶用とアルミ缶用として 2 基設置する方法と、圧縮機の投入ホッパ

を 2 基設置し、圧縮機 1 基で兼用する方法がある。 

圧縮機の数量は、詳細設計において決定する。 
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３ びん類処理系列 

手選別コンベヤ 

びんを 3 色に選別するために、びん類の手選別コンベヤを設ける。 

  ア 選別区分 

無色びん、茶色びん、その他の色びん、可燃残渣、不燃残渣に選別する。 

  イ 寸法 

手選別コンベヤの寸法は、詳細設計において決定する。 

  ウ 搬送速度 

搬送速度は、調整可能な可変式とする。 

  エ 安全対策 

手選別コンベヤは、サイドカバー、スカート、アンダーカバーで全体を覆い、作業員の

衣服や靴が巻き込まれないようにする。 

安全対策として、非常停止用引き綱スイッチ、過負荷停止装置を設ける。 

  オ 作業環境 

粉じん対策として、集じんフードを設けて集じん装置で吸引する。 

スポットの冷暖房設備を設置するか、手選別室として区画して部屋全体を冷暖房する。 

コンベヤの乗り継ぎやシュート部分については、騒音対策や摩耗対策としてゴムライナ

ーを設置する。 
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４ ペットボトル処理系列 

手選別コンベヤ 

ペットボトルに混入する異物やリサイクル不適物（中身の入ったペットボトルや汚れたペ

ットボトル）を除去するため、手選別コンベヤを設ける。 

  ア 寸法 

手選別コンベヤの寸法は、詳細設計において決定する。 

  イ 搬送速度 

搬送速度は、調整可能な可変式とする。 

  ウ 安全対策 

手選別コンベヤは、サイドカバー、スカート、アンダーカバーで全体を覆い、作業員の

衣服や靴が巻き込まれないようにする。 

安全対策として、非常停止用引き綱スイッチ、過負荷停止装置を設ける。 

  エ 作業環境 

粉じん対策として、集じんフードを設けて集じん装置で吸引する。 

スポットの冷暖房設備を設置するか、手選別室として区画して部屋全体を冷暖房する。 

コンベヤの乗り継ぎやシュート部分については、騒音対策や摩耗対策としてゴムライナ

ーを設置する。 

 

圧縮梱包機 

ペットボトルを容リ協会に引渡す際の分別基準に適合させるため、圧縮して結束材で梱包

するペットボトル圧縮梱包機を設ける。 

  ア 数量 

ペットボトル圧縮梱包機の数量は 1 基とする。 

  イ 結束材 

PP または PET バンドとする。 

結束バンドの他、ペットボトルの散乱防止のため、シートで梱包することを標準とする。

個別梱包または、パレット積載後にラップで梱包する。 

  ウ ベールの寸法 

圧縮され、結束材でこん包されたものをベールと呼ぶ。ベールの寸法は、「公益財団法

人 日本容器包装リサイクル協会」が推奨する 3 種類の寸法を標準とする。 

  （ア）600×400×300mm 

  （イ）600×400×600mm 

  （ウ）1,000×1,000×1,000mm 

※：600×400mm、1,000×1,000mm は、プレス金型の寸法を示す。 

  エ 作業環境 

粉じん対策として、集じんフードを設けて集じん装置で吸引する。  
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５ プラスチック製容器包装類処理系列 

手選別コンベヤ 

プラスチック製容器包装類に混入する異物やリサイクル不適物（汚れたプラスチック製容

器包装類）を除去するため、手選別コンベヤを設ける。 

  ア 寸法 

手選別コンベヤの寸法は、詳細設計において決定する。 

  イ 搬送速度 

搬送速度は、調整可能な可変式とする。 

  ウ 安全対策 

手選別コンベヤは、サイドカバー、スカート、アンダーカバーで全体を覆い、作業員の

衣服や靴が巻き込まれないようにする。 

安全対策として、非常停止用引き綱スイッチ、過負荷停止装置を設ける。 

  エ 作業環境 

粉じん対策として、集じんフードを設けて集じん装置で吸引する。 

スポットの冷暖房設備を設置するか、手選別室として区画して部屋全体を冷暖房する。 

コンベヤの乗り継ぎやシュート部分については、騒音対策や摩耗対策としてゴムライナ

ーを設置する。 

 

圧縮梱包機 

プラスチック製容器包装類を容リ協会に引渡す際の分別基準に適合させるため、圧縮して

結束材で梱包するプラスチック製容器包装類圧縮梱包機を設ける。 

 

  ア 数量 

プラスチック製容器包装類圧縮梱包機の数量は 1 基とする。 

  イ 結束材 

PP または PET バンドとする。 

結束バンドの他、ペットボトルの散乱防止のため、シートで梱包することを標準とす

る。個別梱包または、パレット積載後にラップで梱包する。 

  ウ ベールの寸法 

圧縮され、結束材でこん包されたものをベールと呼ぶ。ベールの寸法は、「公益財団法

人 日本容器包装リサイクル協会」が推奨する 3 種類の寸法を標準とする。 

  （ア）600×400×300mm 

  （イ）600×400×600mm 

  （ウ）1,000×1,000×1,000mm 

※：600×400mm、1,000×1,000mm は、プレス金型の寸法を示す。 

  エ 作業環境 

粉じん対策として、集じんフードを設けて集じん装置で吸引する。  
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第５節 貯留・搬出設備 

 

１ 不燃残渣貯留設備 

貯留設備 

不燃残渣の飛散防止のため、屋内に貯留する。 

貯留方式 

貯留ホッパを基本とする。 

貯留量 

年間搬出量は 443ｔとし、貯留量は 4ｔ車 1 台分以上とする。 

環境対策 

集じん装置を設置する。 

 

２ フォークリフト 

パレットに乗せた資源物やフレコンバッグに入れた資源物等の運搬や搬出車両への積込みの

ために、フォークリフトを用いる。 

台数 

作業内容や頻度を考慮して必要台数を配置する。 

能力 

パレットの動荷重が 1ｔであるため、最大荷重は 1ｔ以上とする。 

動力 

作業場の騒音対策や発電されたエネルギーの有効利用を図るため、電動式を標準とする。 

安全対策 

安全対策として、回転灯とバックブザーを備えるものとする。 

 

３ クランプリフト 

ペットボトル梱包物の運搬や搬出車両への積込みのために、クランプリフトを用いる。ペッ

トボトル梱包物は、1 時間に 2 個以上排出されて使用頻度が高いため、アタッチメントを替え

てフォークリフトと兼用することなく、クランプリフト専用として用いる。 

なお、ペットボトル梱包物をパレットに積み上げて保管・搬出する場合は、クランプリフト

を用いずにフォークリフトを使用する計画とする。 

台数 

詳細設計において決定する。 

能力 

最小の車両であっても最大荷重は 0.9～1ｔであるため、最大荷重は 1ｔ程度とする。 

動力 

作業場の騒音対策や発電されたエネルギーの有効利用を図るため、電動式を標準とする。 

安全対策 

安全対策として、回転灯とバックブザーを備えるものとする。 
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４ ショベルローダ 

3 色のびん（カレット）を搬出車両に積込むため、ショベルローダを用いる。ショベルロー

ダは、降雪時の除雪車としても使用する。 

 

台数 

1 台とする。 

能力 

ストックヤードの有効幅や搬出車両への積載効率を考慮し、バケット容量を選定する。 

動力 

ショベルローダは、エンジン式が主流であるため、エンジン式または電動式とする。 

安全対策 

安全対策として、回転灯とバックブザーを備えるものとする。 
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第６節 給水・排水処理設備 

「第６章 第９節 給水・排水処理設備」を参照すること。 

 

第７節 電気・計装設備 

 

１ 電気設備 

「第６章 第１０節 電気・計装設備 １ 電気設備」を参照すること。 

 

２ 計装設備 

「第６章 第１０節 電気・計装設備 ２ 計装設備」を参照すること。 

リサイクル施設は、各処理設備が別々に動いているケースが多く、DCS である必要はない。

また、施設を敷地内に適切に配置するため、関連盤室面積はコンパクトであることが望ましい。 

そのため、マテリアルリサイクル推進施設のプラント関連機器の制御は、詳細設計において

決定する。 

 

第８節 その他設備 

 

１ 集じん設備 

集じん箇所は、処理物の撹拌により、粉じんが発生する可能性のある投入部・選別部・貯留

部等とし、サイクロン、バグフィルタ、またはこれらの併用により、適切な集じん設備を設け

る。 

 

２ 脱臭設備 

脱臭設備は、活性炭吸着方式等により、臭気発生の可能性のある個所から集じん設備の排風

機出口側に設けることが重要である。 

なお、臭気発生の可能性のある個所は、必要により消臭剤噴霧装置を設け、一時的な臭気に

も対応可能な計画とする。ただし、ごみが濡れるので必要最小限にとどめることとする。 

 

３ その他 

「第６章 第１１節 その他設備・必要な事項」を参照すること。 
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第９節 ストックヤード計画 

資源物のうち、受入後、選別後又は直接保管対象とするストックヤードについて示す。 

 

１ 貯留対象物 

金属類（鉄、アルミ等） 

粗大ごみのうち、そのまま資源化できるもの、燃やせないごみ及び粗大ごみのうち、手解

体をはじめとする処理に伴い回収される金属類を保管する。 

小型家電類 

燃やせないごみよりピックアップ回収される小型家電類を保管する。 

古繊維（衣類及び古布） 

本施設へ搬入される古繊維（衣類及び古布）を資源化先へ搬出するまで保管する。 

古紙類（新聞紙、ダンボール及び雑誌・厚紙等） 

本施設へ搬入される古紙類（新聞紙、段ボール及び雑誌・厚紙等）を資源化先へ搬出する

まで保管する。 

有害ごみ 

本施設へ搬入される有害ごみ（蛍光灯、乾電池、蛍光管、体温計及び温度計）を資源化先

へ搬出するまで保管する。 

不適物 

本施設へ持込及び各処理系列より選別される処理不適物（タイヤ、消火器、ドラム缶、ピ

アノ、農機具類及びパソコン等）を一時的に保管する。 

不法投棄物 

市内より回収される不法投棄物を一時的に保管する。 

その他 

時期的な回収物等の増加や将来的な分別対象の増加に伴う保管物の増加に備え設ける。 

 

２ 貯留・搬出設備 

貯留期間 

ストックヤードの貯留期間は 2 週間程度とする。 

搬出設備 

場内の運搬や搬出車両への積込みのため、ショベルローダとフォークリフトを用いる。 

マテリアルリサイクル推進施設と兼用可能な場合は兼用し、兼用できない場合はマテリア

ルリサイクル推進施設の仕様と同じ搬出車両を配置する。 

 

３ 給水・排水処理設備 

「第６章 第９節 給水・排水処理設備」を参照すること。 

 

４ 電気・計装設備 

「第６章 第１０節 電気・計装設備」を参照すること。  
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第８章 土木建築計画 

第１節 配置施設検討 

本計画で配置する施設は、エネルギー回収型廃棄物処理施設、マテリアルリサイクル推進施

設、ストックヤード棟、倉庫棟、管理棟、計量棟、車庫棟、洗車場、駐車場、災害廃棄物置場

（駐車場）、搬入道路、その他とする。 

 

１ エネルギー回収型廃棄物処理施設 

・可能な限りコンパクトとする。 

・煙突高さは、高さ制限を考慮し、40m とする。 

・エネルギー回収型廃棄物処理施設とマテリアルリサイクル推進施設は、将来の設備更新や

建て替えを見込むものとし、別棟とする。 

・灰の積込場所は、臭気や来場者の視線を考慮した配置とする。 

２ マテリアルリサイクル推進施設 

・可能な限りコンパクトとする。 

・マテリアルリサイクル推進施設から発生する処理可燃残渣は、エネルギー回収型廃棄物処

理施設で処理する。 

３ ストックヤード棟 

・現ごみ処理棟解体後の空きスペースに配置する。 

・廃棄物の処理エリアを集積させるため、マテリアルリサイクル推進施設とストックヤード

は近接して配置する。 

４ 倉庫棟 

・燃やせないごみ・粗大ごみのリユース・保管施設として、倉庫棟を設ける。 

・マテリアルリサイクル推進施設と倉庫棟は近接して配置する。 

５ 管理棟 

・管理棟は入口付近に配置し、管理の容易性と来訪者の利便性を確保する。 

・来場者の利便性を確保するため、管理棟の近くに駐車場を設置する。 

・管理棟と工場棟は、騒音・振動防止及び臭気を考慮し、別棟で設置する。 

・管理棟は、見学者を始めとする来場者への啓発スペースの他、本市事務室、応接室、書庫、

会議室（研修室兼用）、休憩室、給湯室、シャワー室、更衣室、便所、倉庫等を配置する

計画とする。また、管理棟は災害時の避難所として活用するため、授乳室や災害用備蓄倉

庫等についても配置する計画とする。 

・大会議室（研修室兼用）は、災害時の避難所として活用するため、収容人数を 100 名程度

とする。 

・管理棟からエネルギー回収型廃棄物処理施設へは、渡り廊下を設ける。 

・管理棟からマテリアルリサイクル推進施設へは、必要箇所に横断歩道を設け、歩行者の安

全に配慮する。 

・屋上等を活用して太陽光パネルを設置し、太陽光発電により得られた電力を、管理棟の照

明等に利用する。 
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６ 計量棟 

・計量棟は、搬入ごみの監視、手数料の徴収が行えるように計画する。なお、手数料の徴収

は自動化とする。 

・計量棟は管理棟の近くに配置する計画とする。なお、計量棟と管理棟の合棟は、敷地の有

効利用になるため、計量棟と管理棟の合棟・別棟は、詳細設計において決定する。 

・「第６章 第１節 １ （１）台数」のとおり、計量機の台数は 2 台（搬入路 1 台、搬出

路 1 台）を標準として計画する。 

・市民持ち込み等、直接搬入車両は、2 回計量とし、必要最小限度のスペースとする。 

７ 車庫棟 

・現ごみ処理棟解体後の空きスペースに配置する。 

・車庫棟は、パッカー車 2 台、灰搬出車両 1 台、軽トラック 2 台、軽自動車 2 台、ホイルロ

ーダ 2 台、フォークリフト 1 台が駐車できるように計画する。 

８ 洗車場 

・エネルギー回収型廃棄物処理施設の整備と合わせて、洗車場を整備する。 

・洗車場は、パッカー車 1 台分が洗車できる計画とする。 

・臭気や来場者の視線を考慮した配置とする。具体的な配置は詳細設計において決定する。 

９ 駐車場 

・来場者用駐車場は、管理棟に隣接して配置する計画とする。駐車台数は乗用車 20 台程度

とし、車椅子使用者等を考慮した計画とする。また、電気自動車の充電設備とスペースを

2 台分見込む計画とする。 

・運営事業者用駐車場は、来場者用駐車場と区別して配置する計画とする。駐車台数は詳細

設計において決定する。 

１０ 災害廃棄物置場（駐車場） 

・現ごみ処理棟解体後の空きスペースに配置する。なお通常時は、駐車場としての利用を想

定する。 

１１ 搬入道路 

・周回道路は、10t 車が通行可能な幅員とする。 

・ごみ収集車両・管理車両の出入口は 1 箇所とし、ごみ等の運搬車両は全て計量棟を経由す

ることとする。 

・ごみ運搬車両・管理車両が場内を安全に通行できるよう、車両の動線をわかりやすくする

とともに、一方通行を基本とする。また、可能な限り、動線が交差しないように留意する。 

・施設内の動線は時計回りとする。 

・エネルギー回収型廃棄物処理施設及びマテリアルリサイクル推進施設の双方に搬入する車

両（混載車両）に対応できる動線とする。 

１２ その他計画 

・外構施設は、外周は緑地とし、施設から周辺への環境を保全するとともに、周辺からの景

観に配慮した計画とする。  
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第２節 配置に関する比較検討 

 

１ 合棟／別棟の比較検討 

エネルギー回収型廃棄物処理施設とマテリアルリサイクル推進施設の建屋について、合棟／

別棟の比較検討を行った。 

なお、本計画における合棟の方法は、以下の図のとおり、建設用地の関係から、プラットホ

ームを中央に配置し、その両側に各施設の処理設備を配置する。 

 

図 ８-１ 合棟の場合の配置 

 

比較検討の結果、設計・施工、安全性、環境においては、別棟が有利となる。 

運営面では、合棟が有利であり、特に、マテリアルリサイクル推進施設の建設時期を遅らせ

る場合、現ごみ処理棟の可燃残渣搬出に関する改造工事が必要であることが課題となる。 

経済面では、合棟が有利な部分があるが、分離発注の場合、別棟とした方がエネルギー回収

型廃棄物処理施設、マテリアルリサイクル推進施設それぞれで最もよい事業者を設定でき、建

設費用を分散することができるメリットもある。事業費低減には競争性確保の方が重要であり、

競争性確保に向けた取り組みを行うことで、別棟とした場合の課題を緩和することができる。 

以上より、総合的に判断し、本施設では別棟で整備する方が望ましいと判断する。 

 

表 ８-１ 合棟／別棟の比較検討の結果 

項目 比較ケース 合棟 別棟 

設計・
施工 

配置 

・建設時に、現ごみ処理棟へ搬入
する車両の動線の確保が難し
い。（本施設が現ごみ処理棟へ
の周回道路に干渉する可能性が
ある。） 

・十分な敷地面積の確保が難し
い。 

△ 

・建設時に、現ごみ処理棟へ搬入
する車両の動線を確保しやす
い。 

・敷地面積を確保しやすい。 

○ 

発注 

・建物が 1つであるため、建築部分
はエネルギー回収型廃棄物処理
施設とマテリアルリサイクル推
進施設の一括発注が基本とな
る。また、プラント部分を分離
発注する場合は、設計・施工の
調整が必要になる。 

△ 

・建物が分かれているため、各施
設の一括発注、分離発注のどち
らでもよく、柔軟な対応が可能
である。 

○ 

施工性 
・工事範囲が広大となり、資材置

場等の確保に留意が必要であ
る。 

△ 
・段階的な整備が可能であり、合
棟よりは資材置場等の用地確保
が容易である。 

○ 

将来計画 
・将来の修繕補修や施設更新時

は、調整が必要となる。 
・将来の敷地内における建替が容

○ 
・将来の修繕補修や施設更新時
は、単独整備が可能である。 

・将来の建替用地は狭くなるが、
○ 

プラットホ

 

プラットホーム プラットホ

 

エネルギー回収型

廃棄物処理施設 
プラットホ

 

マテリアルリサイ

クル推進施設 

 
搬入道路 
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項目 比較ケース 合棟 別棟 

易となる。 建替可能である。 

安全性 

車両動線 

・各施設に搬入する車両が混在し
てプラットホームに進入するた
め、適切なプラットホーム幅、
車両管制を設定する必要があ
る。また、渋滞や事故発生への
対応を十分配慮する必要があ
る。 

△ 
・各施設に搬入する車両が分かれ
るため、渋滞や事故の懸念が少
ない。 

○ 

セキュリティ 

・施設の一方を委託運転する場合
には、セキュリティや運転管
理・運転作業場への配慮が必要
である。 

△ 
・直営管理、委託管理のどちらで
も円滑な運転管理が可能であ
る。 

○ 

火災 
・火災や事故の影響が他施設に及

ぶ可能性がある。 
△ 

・火災や事故の影響が他施設に及
ぶ可能性が少ない。 

○ 

経済性 コスト 

・廊下やプラットホーム、通路等
の供用が可能であるため、建築
面積は別棟よりも縮小できる。 

・建築部材や電気設備、配管等が
供用でき、費用が削減できる。 

・照明や空調の供用、壁面積の低
減等により、用役費、維持管理
費が低減できる。 

・受入員や誘導員の兼用により人
件費の削減ができる。 

・エネルギー回収型廃棄物処理施
設及びマテリアルリサイクル推
進施設を同時期に建設するた
め、建設費用を一括で確保する
必要がある。 

○ 

・合棟であれば共有できる部分も 2
棟分必要となるため、建設費、
用役費、維持管理費、人件費は
高くなる可能性がある。 

・分離発注の場合、エネルギー回
収型廃棄物処理施設、マテリア
ルリサイクル推進施設のそれぞ
れで最もよい事業者を設定でき
る。 

・エネルギー回収型廃棄物処理施
設及びマテリアルリサイクル推
進施設を別時期に建設するた
め、建設費用を分散することが
できる。 

○ 

運営 

運転員 
・各施設の運転員が分かれる場合

は、所掌の分担を明確にする必
要がある。 

△ 
・各施設の運転員が分かれる場合
でも、所掌の分担が容易であ
る。 

○ 

直接搬入車 

・直接搬入車が各施設のごみを混
載してきた際に、荷下ろしを行
うためにプラットホームを横断
しないように工夫をする必要が
ある。 

○ 

・直接搬入車が各施設のごみを混
載してきた際に、動線を工夫す
る、あるいは各施設に移動しな
いで荷下ろしができる工夫をす
る必要がある。 

○ 

施設間の連携 

・マテリアルリサイクル推進施設
から発生する可燃残渣を、エネ
ルギー回収型廃棄物処理施設に
長距離のコンベヤ搬送または車
両で運搬する必要がある。 

○ 

・マテリアルリサイクル推進施設
から発生する可燃残渣を、エネ
ルギー回収型廃棄物処理施設に
コンベヤで移送しにくく、車両
で運搬する必要がある。 

・マテリアルリサイクル推進施設
の建設時期を遅らせる場合、現
ごみ処理棟の可燃残渣搬出に関
する改造工事が必要である。 

△ 

施設間の移動 
・施設間の移動距離や見学動線は

短くなる。 
○ 

・施設間の移動距離や見学動線は
長くなる。 

△ 

環境 景観 
・建屋が大きくなり、圧迫感のあ

る施設となる可能性がある。 
△ 

・建屋が分かれるため、合棟より
圧迫感が少ない。 

○ 
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２ マテリアルリサイクル推進施設の配置の比較 

マテリアルリサイクル推進施設の配置について、以下の 2 案の比較を行った。 

 

Ａ案：「図２—２ 現施設の配置図」に示す「⑦緑地」に配置する 

 整備順序 

①エネルギー回収型廃棄物処理施設整備 

②マテリアルリサイクル推進施設整備 

③現ごみ処理棟の解体 

④ストックヤード棟整備 

 

Ｂ案：現ごみ処理棟の解体跡地に配置する 

整備順序 

①エネルギー回収型廃棄物処理施設整備 

②現ごみ処理棟解体 

③マテリアルリサイクル推進施設整備、ストックヤード棟整備 

 

比較検討の結果、設計・施工及び経済性では、Ａ案が有利となった。 

Ｂ案は現ごみ処理棟を解体するため、マテリアルリサイクル推進施設の仮設施設が必要とな

り、その分の負荷が発生する。 

Ａ案での配置は、Ｂ案と比較し、マテリアルリサイクル推進施設が多少狭い範囲での建設/

運営となるが、配置等の創意工夫で緩和可能である。 

以上より、総合的に判断し、本施設ではＡ案で整備する方が望ましいと判断する。 
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表 ８-２ Ａ案とＢ案の比較検討の結果 

項目 比較ケース Ａ案 Ｂ案 

設計・
施工 

配置 

・現ごみ処理棟隣の緑地に建設す
る。 
・マテリアルリサイクル推進施設建

設時に、現工場へ搬入する車両の
動線を問題なく確保できる。 

○ 

・現ごみ処理棟の解体跡地に建設
する。 

・マテリアルリサイクル推進施設
建設時に、マテリアルリサイク
ル推進施設の仮設施設へ搬入す
る車両の動線を問題なく確保で
きる。 

○ 

発注 

・別棟のため、エネルギー回収型廃
棄物処理施設とマテリアルリサイ
クル推進施設の一括発注、分離発
注のどちらでも柔軟に選択でき
る。 

○ 同左 ○ 

施工性 
・現ごみ処理棟を稼働させながら、

新設することが可能である。 
○ 

・現ごみ処理棟解体後の建設とな
る。 
・マテリアルリサイクル推進施設
の仮設工事が必要となる。 

△ 

将来計画 

・将来の修繕補修や施設更新時は、
単独整備が可能である。なお、新
施設の更新エリアの確保に配慮が
必要となる。 

○ 同左 ○ 

安全性 

車両動線 
・各施設に搬入する車両が分かれる

ため、渋滞や事故の恐れが少な
い。 

○ 同左 ○ 

セキュリティ 
・直営管理、委託管理のどちらでも

円滑な運転管理が可能である。 
○ 同左 ○ 

火災 
・火災の影響が他施設に及ぶ可能性

が少ない。 
○ 同左 ○ 

経済性 コスト 
・建設費は対案と変わらない。 
・リサイクル施設の仮施設建設の費
用が必要ない。 

○ 

・建設費は対案と変わらない。 
・現ごみ処理棟の解体からマテリ
アルリサイクル推進施設が竣工
するまでの、リサイクル施設の
仮施設建設の費用が必要にな
る。 

△ 

運営 

運転員 
・各施設の運転員が分かれる場合

は、所掌の分担が容易である。 
○ 同左 ○ 

直接搬入車 

・直接搬入車が各施設のごみを混載
してきた際に、動線を工夫する、
あるいは、各施設に移動しないで
荷下ろしができる工夫をする必要
がある。 

○ 同左 ○ 

施設間の連携 

・マテリアルリサイクル推進施設か
ら発生する可燃残渣を、焼却施設
にコンベヤで移送しにくく、車両
で運搬する必要がある。 

・マテリアルリサイクル推進施設の
建設時期を遅らせる場合、現ごみ
処理棟の可燃残渣搬出に関する改
造工事が必要である。 

○ 同左 ○ 

施設間の移動 
・管理棟とマテリアルリサイクル推
進施設間の移動が長い。 

△ ・Ａ案より施設間の移動が短い。 ○ 

環境 景観 ・合棟より圧迫感がない。 ○ 同左 ○ 

  



 

126 

 

第３節 一般配置計画図及び動線計画図 

 

１ 整備手順 

本施設の整備手順は、次のとおりとする。 

現し尿処理施設の解体撤去 

・エネルギー回収型廃棄物処理施設の建設用地を確保するため、現し尿処理施設の解体撤去

を行う。 

・現し尿処理施設の解体撤去は、本施設の整備とは別途発注とする。 

現車庫棟の解体撤去、エネルギー回収型廃棄物処理施設、管理棟、計量棟の設計・施工 

・エネルギー回収型廃棄物処理施設の建設用地を確保するため、現車庫棟の解体撤去を行う。 

・エネルギー回収型廃棄物処理施設、管理棟、計量棟の工事エリアと現ごみ処理棟への搬入

ルートは分離する。 

・工事車両出入口は、現施設の一般車入口の横とする。 

・現ごみ処理棟への搬入ルートは変更しない。 

・この時点では、現計量機（入口側・出口側）は存置する。 

現管理棟、現計量機の解体撤去、駐車場の設計・施工 

・エネルギー回収型廃棄物処理施設への搬入を行いつつ、現管理棟を解体する。 

・現ごみ処理棟内の粗大ごみ処理施設及び資源ごみ処理施設は、マテリアルリサイクル推進

施設が完成するまで使用する。 

マテリアルリサイクル推進施設、倉庫棟の設計・施工 

現ごみ処理棟の解体撤去 

ストックヤード棟、車庫棟、災害廃棄物置場（駐車場）の設計・施工 

 

２ 一般配置計画図及び動線計画図 

本施設の一般配置計画図及び動線計画図は以下のとおりとする。 

なお、各建屋の正確な面積や配置動線、設計・施工範囲は、詳細設計において決定する。 
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現施設の配置、現施設区域 

  

現車庫棟の解体撤去、エネルギー回収型廃棄物処理施設、管理棟、計量棟の設計・施工中 
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現管理棟、現計量機の解体撤去、駐車場の設計・施工中 

 

マテリアルリサイクル推進施設、倉庫棟の設計・施工中    
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現ごみ処理棟解体撤去中 

 

ストックヤード棟、車庫棟、災害廃棄物置場（駐車場）の設計・施工中    
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ストックヤード棟、車庫棟、災害廃棄物置場（駐車場）完成後（全工事終了後） 
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第９章 付帯施設機能 

第１節 環境学習機能 

 

１ 環境学習・啓発機能の目的 

環境学習・啓発機能は、住民への啓発活動を通じて循環型社会、脱炭素社会、自然共生社会

の形成に関する意識を高揚し、具体的な取り組みを促進することを目的とする。 

 

 

図 ９-１ 環境学習フロアマップ（例） 

  

大会議室

ステップ１
・循環型社会とは

ステップ２
・ｴﾈﾙｷﾞｰ回収
・発電（体感）

【管理棟】

【エネルギー回収型廃棄物処理施設】

屋上緑化

太陽光発電

【マテリアルリサイクル推進施設】

ステップ３
・省エネ貢献
・CO2削減

ステップ4
・ﾘﾃﾞｭｰｽ･ﾘﾕｰｽ
・資源化（体感）

焼却炉室
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２ 環境学習メニュー・機器設備等 

環境学習機能は、施設の見学者に対して、ごみ処理施設の仕組み及びごみ処理を取り巻く現

状・課題等を普及・啓発する役割を担っており、その方法はごみ処理施設によってさまざまな

方法が存在する。 

先進事例を踏まえて、本施設での環境学習機能の基本的な方向性を整理する。 

なお、環境学習機能は、ごみ処理の流れに沿って学習できるように配慮し、学習内容は定期

的に見直しを行うこととする。 

 

ごみ処理施設の役割に関する環境学習 

ごみ処理施設では、施設の本来の役割であるごみを処理する仕組みの説明を行うために、

見学ルートを工夫して、小学生等の子どもにも分かりやすく、理解できるようにする。 

【先進事例】体験シアター、施設模型、パネル展示、火格子の模型展示、粗大ごみ、破砕

機の模型展示 等 

 

ごみ処理施設における環境学習 

ごみ処理施設では、有害ガスを含む排ガス処理、ごみの焼却処理に伴って発生する熱エネ

ルギーを利用したごみ発電、太陽光等の再生可能エネルギーによる発電設備の設置、発電体

験遊具、パソコンを使ったゲーム等があり、これらの取組を活用した啓発を実施する。 

【先進事例】発電状況のモニター展示、排ガスモニタリングの公表、太陽光発電の設置、

風力・太陽光を利用したハイブリット型発電装置、遊具を使った発電体験ゲ

ーム 等 

 

ごみの発生から最終処分までに関する環境学習 

ごみの減量や資源化の推進に関する情報等を発信し、施設の整備運営コンセプトである

「循環型社会形成に資する施設とする」ため、3Ｒの重要性を認識できるような環境学習の

場を設ける。 

【先進事例】紹介ビデオ、パンフレット 等 

 

地域の行事や特産品等を踏まえた本市に関する学習 

ごみ処理だけでなく、地域の祭りや行事、地場産業や特産品等、本市についても合わせて

理解してもらう学習の場を設ける。 

【先進事例】紹介ビデオ、特産品の展示、地場産業のサンプル品配布 等 
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第２節 地域防災機能 

災害対策の強化については、「廃棄物処理施設整備計画 平成 30 年 6 月 19 日閣議決定（環

境省）」において、「地域の核となる廃棄物処理施設においては、地震や水害等によって稼働不

能とならないよう、施設の耐震化、地盤改良、浸水対策等を推進し、廃棄物処理システムとし

ての強靱性を確保する。これにより、地域の防災拠点として、特に焼却施設については、大規

模災害時にも稼動を確保することにより、自立分散型の電力供給や熱供給等の役割も期待でき

る。」と記載され、これに即した地域の防災拠点となるごみ焼却施設が求められており、本計

画でも地域防災機能の確保に努めることとする。 

 

１ 循環型社会形成推進交付金の交付要件 

循環型社会形成推進交付金の交付要件として、「整備する施設に関して災害廃棄物対策指針

を踏まえて地域における災害廃棄物処理計画を策定して災害廃棄物の受け入れに必要な設備を

備えること。」（エネルギー回収型廃棄物処理施設整備マニュアル 平成 26年 3月策定、令和 3

年 4 月改定（環境省））とされ、具体的に、災害廃棄物の受け入れに必要な設備として、下記

の設備・機能を装備することとされており、関連する要件については、本計画にも盛り込むも

のとする。 

 

出典：エネルギー回収型廃棄物処理施設整備マニュアル 平成 26年 3月策定、令和 3年 4月改定（環境省） 

  

① 耐震・耐水・耐浪性 

② 始動用電源、燃料保管設備 

③ 薬剤等の備蓄庫 

【解 説】災害廃棄物対策指針を踏まえ、交付要件として、災害廃棄物の受け入れに必

要な設備・機能を定める。なお、上記全ての設備・機能を一律に整備する必要はな

く、地域の実情に応じ、災害廃棄物処理計画において必要とされた設備・機能を整備

すること。 
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２ 災害復旧機能 

始動用電源、燃料保管設備 

商用電源が遮断した状態でも、1 炉立ち上げることができる発電機を設置する。なお、1

炉立ち上げた後、順次 2 炉目も立ち上げられる能力を有する発電機とする。 

本発電機は、非常用に整備するものとし、常用としては活用しない。 

また、始動用電源を駆動するために必要な容量を持った燃料貯留槽を設置するものとし、

耐震性に優れる地下埋設式を採用することとする。なお、燃料は灯油を想定する。 

 

薬剤等の備蓄庫 

薬剤等の補給ができなくても、運転が継続できるよう、貯槽等の容量を決定する。 

なお、備蓄量は、「政府業務継続計画（首都直下地震対策） 平成 26 年 3 月（内閣府）」

を踏まえ、7 日程度が望ましいとされていることから、運転に必要な消石灰、活性炭、アン

モニア等、その他排水処理薬剤等の１週間以上の有効容量を確保することとする。 

 

その他 

その他必要なこととして、災害廃棄物の仮置き場が必要となるため、災害廃棄物処理計画

にて、合わせて検討を行うものとする。 

 

３ 避難所機能 

本計画では、災害時（主に風水害や地震発生時を想定）に周辺住民の避難場所として、避難

所機能を持たせた施設とする。前段の防災機能を備えることで、ごみ焼却運転が可能になれば、

発電による電気の利用が可能となる。 

本施設では避難所機能として、以下の内容を備えるものとする。 

・災害発生時に、駐車場や会議室等を開放し、避難スペースを確保する。 

・防災用品や備蓄用食料を準備する。 

・避難者が携帯電話等を充電できるように、コンセント等を要所に設ける。 
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第１０章 事業運営管理計画 

第１節 運営管理計画 

 

１ 事業手法 

本施設の事業手法は、別途実施した事業方式等の検討において、以下のとおりとなっている。

本計画では、以下の検討結果に基づき、事業運営管理計画を策定する。 

 

表 １０-１ 事業手法の検討結果 

 事業方式 運営期間 SPC※2の有無 

エネルギー回収型廃棄物処理施設 DBO 方式※1 20年 1 ヶ月 有 

マテリアルリサイクル推進施設 DBO 方式※1 20 年 
今後の検討事項

とする※3  

※1：DBO（Design-Build-Operate：設計－建設－運営）方式は、公共が起債や交付金等により自

ら資金調達し、施設の設計・建設、運営等を民間事業者に包括的に委託する方式である。 

※2：SPC（Special Purpose Company：特別目的会社）とは、ある特定の事業を実施する目的で

設立された事業会社である。特定のプロジェクトから生み出される利益で事業を行うことに

より、親会社の責任・信用から切り離すことができる。 

 

２ 勤務体制 

エネルギー回収型廃棄物処理施設では、1 日 24 時間の炉運転体制を維持する必要があるた

め、中央制御室運転員や補機運転員の勤務体制は交替勤務となる。 

一方、ごみの受入は、現在、平日が 8：30～11：30 と 13：00～16：45、土曜日が 8：30～

11：30となっているため、ごみ計量やプラットホーム監視員は、勤務体制が日勤となる。また、

ボイラー・タービン主任技術者、電気主任技術者、保守点検員、事務員についても日勤となる。 

マテリアルリサイクル推進施設（ストックヤードを含む）では、昼間 5 時間の運転であり、

これに点検や清掃等が加わるが、すべて日勤で対応可能である。 

SPC の勤務体制は、日勤となる。 

24時間運転となるエネルギー回収型廃棄物処理施設の運転員は、労働時間が 1週 40時間（4

週平均）を超えない必要がある。代表的な勤務体制としては、以下の 2 つがある。完全 3 交替

方式に対して 2 交替方式の場合は、勤務時間が長くなるが、深夜の通勤が無くなり、通勤回数

が減少する。 

・完全 3交替方式：1日 24時間を 3分割し、約 8時間毎に勤務を交替する。（4班または 5班

体制） 

・2 交替方式：1 日 24 時間を 2 分割し、約 12 時間毎に勤務を交替する。 

DBO 方式で運営を行う場合、民間事業者が勤務体制を計画する。ここでは勤務時間表を一例

として示す。  
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表 １０-２ 勤務体制と勤務時間表の例 

勤務体制 勤務時間帯 

日勤 08：15～17：15 

完全 3 交替方式の場合 

1 班 08：00～17：30 

2 班 16：30～25：00 

3 班 00：00～09：00 

2 交替方式の場合 
1 班 08：00～18：05 

2 班 18：00～08：05 

 

３ 運転管理の人員配置 

運転管理の人員配置は、民間事業者意向調査結果を参考に設定する。なお、本計画は DBO 方

式で運営を行い、各社のシステムにより人員配置も異なるため、以下の内容は一例である。す

べての施設の人員を合計すると、60 人と想定される。 

 

表 １０-３ エネルギー回収型廃棄物処理施設の人員配置の例（人） 

職種 日勤 
交替勤務 

合計 
1 班 2 班 3 班 4 班 

第 2 種ボイラー・タービン主任技術者 1     1 

第 3 種電気主任技術者 1     1 

ごみクレーン運転員  1 1 1 1 4 

中央制御室運転員  1 1 1 1 4 

補機運転員  2 2 2 2 8 

計量員 3     3 

プラットホーム監視員 4     4 

保守点検員 4     4 

事務員 1     1 

合計 14 4 4 4 4 30 

 

表 １０-４ マテリアルリサイクル推進施設の人員配置の例（人） 

職種 日勤 

中央制御室運転員 2 

搬入作業員 7 

搬出作業員 3 

選別作業員 13 

保守点検員 2 

合計 27 

 

表 １０-５ SPC の人員配置の例（人） 

職種 日勤 

所長 1 

副所長 1 

事務員 1 

合計 3 
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４ 運営管理体制 

運営管理体制は、DBO 方式の長所である民間事業者のノウハウを活かし、基本性能を確保・

維持し、安全・安定性を確保しつつ、効率的に運営できる体制の構築を目指す。 

また、長期的な施設利用を十分意識した運営を行うものとする。 

運営管理体制及びその内容は以下のとおりである。 

 

図 １０-１ 運営管理体制 

 

表 １０-６ 運営管理体制の内容 

業務 内容 

運転管理業務 

・受付管理、案内・指示、料金徴収等 
・ごみ組成分析 
・搬入管理 
・適正処理、適正運転 
・災害発生時の協力 
・処理困難物、処理不適物等の保管 
・運営対象施設外への搬出 

・搬出物の性状分析等 
・運転計画の作成、実践 
・運転管理マニュアルの作成、実践 
・運転管理記録の作成、実践 
・教育訓練 
・試運転期間中の運転管理 
・各種基準値を満足できない場合の対応 

維持管理業務 

・備品・什器・物品・用役の調達、管理 
・施設の機能維持 
・点検・検査計画の作成、実践 
・点検・検査の実施 
・補修に関する考え方 
・補修計画の作成、実践 

・補修の実施 
・施設の保全 
・機器更新（基幹改良工事を除く） 
・改良保全 
・精密機能検査 
・長寿命化総合計画の作成、実践 

環境管理業務 
・環境保全基準 
・環境保全計画の作成、実践 

・作業環境管理基準 
・作業環境管理計画の作成、実践 

有効利用業務 ・市が行う資源物リサイクルへの協力 ・ごみ発電 

情報管理業務 

・運転記録報告 
・点検・検査報告 
・補修・更新報告 
・環境管理報告 

・作業環境管理報告 
・有効利用報告 
・施設情報管理 

防災管理業務 
・二次災害の防止 
・緊急対応マニュアルの作成 
・自主防災組織の整備 

・防災訓練の実施 
・事故報告書の作成 

その他関連業務 
・清掃 
・植栽管理 
・除雪 

・排水設備の管理、運営 
・見学者対応 
・住民対応 

  

防災管理業務

その他
清掃、植栽管理等

ごみ処理施設管理責任者

運転管理業務 維持管理業務 環境管理業務 有効利用業務 情報管理業務
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第２節 事業費及び財源計画 

 

１ 概算事業費 

本施設の整備に必要な概算事業費を以下のとおり算出した。施設の建設費や解体費について

は、民間事業者意向調査結果を参考に設定した。これらのごみ処理に関する事業の他に、電力

引込の工事費負担金等が必要となる。 

なお、エネルギー回収型廃棄物処理施設及びマテリアルリサイクル推進施設の建設工事費は、

DBO 方式とした場合の費用である。 

事業費に関しては、通常、見積額から予定価格を設定し、入札による競争を経て予定価格以

内の落札額が決定する。予定価格に対する落札額の割合が落札率となるが、落札率は入札者数

によって異なる傾向がある。 

平成 26 年度～令和 3 年度の落札率は、1 者入札が 97.9％、2～4 者入札が 80.8％となってい

る。そのため、事業費の抑制には、競争性の確保が不可欠となる。 

なお、本概算事業費には運営費は含んでいない。 

 

表 １０-７ 概算事業費 

（単位：千円、税込み） 

項目 事業費 

１期工事  

 エネルギー回収型廃棄物処理施設発注支援業務 36,000 

エネルギー回収型廃棄物処理施設設計・施工監理業務 150,000 

エネルギー回収型廃棄物処理施設建設工事 20,570,000 

１期工事費計 20,756,000 

２期工事  

 マテリアルリサイクル推進施設発注支援業務 36,000 

マテリアルリサイクル推進施設設計・施工監理業務 60,000 

マテリアルリサイクル推進施設建設工事 4,598,000 

現ごみ処理解体工事、ストックヤード棟発注支援業務 12,000 

現ごみ処理解体工事、ストックヤード棟設計・施工監理業務  30,000 

現ごみ処理解体工事 1,509,000 

ストックヤード棟建設工事 537,000 

２期工事費計 6,782,000 

合計 27,538,000 
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２ 財源計画における各種制度の活用 

エネルギー回収型廃棄物処理施設、マテリアルリサイクル推進施設及びストックヤード棟の

建設は、環境省から「循環型社会形成推進交付金」を受けることができる。 

また、廃焼却施設の跡地を利用して新たな廃棄物処理施設を整備する際の当該廃焼却施設の

解体事業についても、交付金を受けることができる。 

交付金の額は、交付金の交付の対象となる廃棄物処理施設等の範囲の工事費の 1/3 となって

いる。エネルギー回収型廃棄物処理施設については、ボイラや発電機等の一部に限り、工事費

の 1/2 が交付対象となる。 

一般廃棄物処理施設の建設においては、一般廃棄物処理事業債を活用することが可能である。

財源計画における起債の算定は、交付対象事業については、起債充当率 90％、交付対象外事業

については起債充当率 75％となっている。 

交付金及び起債で調達できなかった部分については、一般財源の確保が必要になる。 

なお、これらの制度は見直されることがあるため、最新の制度に基づいて財政措置を行う必

要がある。 

 

図 １０-２ ごみ処理施設対象事業の財源内訳 

 

第３節 建設実行計画 

本計画の建設工事は、大きく分けてエネルギー回収型廃棄物処理施設を建設する第 1 期工事、

マテリアルリサイクル推進施設を建設する第 2 期工事、現ごみ処理棟解体撤去工事及びストッ

クヤード棟を建設する第 3 期工事に分かれる。 

各工事のスケジュールは「第４章 第１節 ３ 建設時期」を、各工事の手順は、「第８章 

第３節 一般配置計画図及び動線計画図」を参照すること。 

 

第４節 概算事業費の算出 

概算事業費の算出については、「第１０章 第２節 １ 概算事業費」を参照すること。  

③交付金

【②の一部×1/2】

【②の一部×1/3】

地方債（充当率90%）

〔事業債75%〕

〔財源対策債15%〕

【(②—③)×90%】

地方交付税

（措置率50%）

⑤
一
般
財
源
【
②
❘
③
❘
④
】

地方債

（充当率75%）

〔事業債75%〕

【⑥×75%】

地方交付税
（措置率30%）

⑧
一
般
財
源
【
⑥
❘
⑦
】

②交付対象事業費 ⑥交付対象外事業費

①総事業費

④ ⑦
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添付資料 出典一覧 

 

・一般廃棄物中間処理施設整備基本構想 平成 31 年 3 月策定（大村市） 

・大村市人口ビジョン 平成 27 年 12 月策定、令和 4 年 9月更新（大村市） 

・廃棄物処理施設整備費国庫補助金交付要領の取扱いについて 昭和 54 年 2 月 14 日（環境省） 

・ごみ処理施設整備の計画・設計要領 2017 改訂版（公益社団法人 全国都市清掃会議） 

・ごみ処理施設構造指針解説 昭和 62 年 8 月（公益社団法人 全国都市清掃会議） 

・大村市一般廃棄物処理基本計画 平成 31 年 3 月（大村市） 

・ごみ処理に係るダイオキシン類発生防止等ガイドライン 平成 9年 1 月（環境省） 

・国土地理院（https://maps.gsi.go.jp） 

・道路橋示方書・同解説 Ⅴ 耐震設計編 平成 29 年 11月（日本道路協会) 

・廃棄物処理施設の耐震・浸水対策の手引き 令和 4 年 11 月（環境省環境再生・資源循環局 廃

棄物適正処理推進課） 

・ごみ処理施設の火災と爆発事故防止対策マニュアル 平成 21 年 7 月（全国市有物件災害共済

会） 

・大村市地域防災計画・大村市水防計画 令和 3 年修正（大村市） 

・長崎県地震等防災アセスメント調査報告書 平成 18 年 3 月（長崎県） 

・長崎県の活断層 雲仙活断層群の調査 平成 17 年 3 月（長崎県） 

・官庁施設の総合耐震・対津波計画基準（平成 25 年 3 月 国土交通省） 

・耐震安全性の目標及び分類の一覧（国土交通省） 

・大村市防災マップ 令和 3 年（大村市） 

・エネルギー回収型廃棄物処理施設整備マニュアル 平成 26年 3月策定、令和 3年 4月改定（環

境省） 

・経済産業省資源エネルギー庁ホームページ 

（https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/fit_kakaku.html） 

・九州電力送配電株式会社ホームページ（https://www.kyuden.co.jp/td_index.html） 

・廃棄物処理施設整備国庫補助事業に係るごみ処理施設性能指針 平成 10年 10月 28日公布（環

境省） 

・金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める総理府令（昭和 48 年 2 月 17 日総理府令第 5

号） 

・廃棄物処理施設の発注仕様書作成の手引き（標準発注仕様書及びその解説）エネルギー回収推

進施設編 ごみ焼却施設（第 2 版）（環境省） 

・ごみ処理施設整備の計画・設計要領 2006 改訂版（公益社団法人 全国都市清掃会議） 

・流動床式ごみ焼却炉設計の実務（工業出版社） 

・廃棄物処理施設整備計画 平成 30 年 6 月 19日閣議決定（環境省） 

・政府業務継続計画（首都直下地震対策） 平成 26 年 3月（内閣府） 

 

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/fit_kakaku.html
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